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令和５年１２月 議会関係日程表 

令和５年１２月１日招集 

月 日 曜日 区 分 摘 要 

11 １７ 金 12:00 一般質問締切日 

１８ 土 

 １９ 日

２０ 月  9:30 議会運営委員会 

 ２１ 火 

２２ 水 

２３ 木 

２４ 金 

２５ 土 

２６ 日 

２７ 月 

２８ 火 

 ２９ 水 

３０ 木 

12 １ 金 本 会 議  9:30 12月定例会開会（議案の上程） 

２ 土 休 日

３ 日 休 日 

４ 月 休 会 

５ 火 本 会 議  9:00 一般質問 

６ 水 本 会 議  9:00 一般質問 

７ 木 委 員 会  9:30 総務経済常任委員会 

８ 金 委 員 会  9:30 社会文教常任委員会 

９ 土 休 日  

１０ 日 休 日 

１１ 月 休 会 

１２ 火 休 会 

１３ 水 休 会 

１４ 木 本 会 議  9:30 議会再開（委員長報告・質疑・討論・採決・閉会） 

会期１４日間 
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第  １  号 

（ １２ 月 １  日  ）
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        議  事  日  程 

 

令和５年１２月 １日 

午前 ９時３０分 開会 

長 和 町 議 会 議 長 

 

   日程第 １ 会議録署名議員の指名 

   日程第 ２ 会期の決定 

   日程第 ３ 報告第２４号 例月出納検査結果報告  

   日程第 ４ 報告第２５号 指定管理委託監査報告 

   日程第 ５ 報告第２６号 議員派遣結果報告 

   日程第 ６ 発委第 ５号 長和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例について 

（委員会提出） 

   日程第 ７ 議案第６７号 長和町特別職の職員で常勤のもの等の給与に関する条例の一部

を改正する条例について 

（町長提出） 

   日程第 ８ 議案第６８号 長和町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

について 

（町長提出） 

   日程第 ９ 議案第６９号 長和町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正

する条例について 

（町長提出） 

   日程第１０ 議案第７０号 長和町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

（町長提出） 

   日程第１１ 議案第７１号 令和５年度長和町一般会計補正予算（第８号）について 

（町長提出） 

   日程第１２ 議案第７２号 令和５年度長和町国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算

（第３号）について 

（町長提出） 

   日程第１３ 議案第７３号 令和５年度長和町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

について 

（町長提出） 

   日程第１４ 議案第７４号 令和５年度長和町介護保険特別会計補正予算（第２号）につい
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て 

（町長提出） 

日程第１５ 議案第７５号 令和５年度長和町観光施設事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて 

（町長提出） 

日程第１６ 議案第７６号 長和町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについ

て 

（町長提出） 

日程第１７ 委員会付託について 
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  追 加 議 事 日 程（第１号の追加１） 

令和５年１２月 １日 

長 和 町 議 会 議 長 

日程第 １ 議案第７７号 長和町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例について 

（町長提出） 

散 会 
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令和５年長和町議会１２月定例会（第１号） 

令和５年１２月１日 午前 ９時３０分開会 

出席議員（１０名） 

 １番  阿 部 由紀子 議員   ２番  龍 野 一 幸 議員 

 ３番  荻 野 友 一 議員   ４番  佐 藤 恵 一 議員 

 ５番  田 福 光 規 議員   ６番  羽 田 公 夫 議員 

 ７番  原 田 恵 召 議員   ８番  小 川 純 夫 議員 

９番 渡 辺 久 人 議員 １０番 森 田 公 明 議員 

欠席議員（なし） 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 羽 田 健一郎 君 副 町 長 高見沢 高 明 君 

教 育 長 藤 田 仁 史 君 総 務 課 長 藤 田 健 司 君 

企 画 財 政 課 長 宮 阪 和 幸 君 建 設 水 道 課 長 龍 野 正 広 君 

こども・健康推進課長 小 林 義 明 君 町 民 福 祉 課 長 藤 田 孝 君 

情報広報課長兼会計管理者 上 野 公 一 君 産 業 振 興 課 長 中 原 良 雄 君 

教 育 課 長 笹 井 佳 彦 君 地球温暖化・景観対策担当課長 西 田 裕 康 君 

総 務 課 長 補 佐 遠 藤 剛 君 代 表 監 査 委 員 丸 山 淳 子 君 

議会事務局出席者 

事 務 局 長 米 沢   正 君 議会事務局書記 齊 藤 照 恵 君 
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開        会   午前 ９時３０分 

─────────────────────────────────── 

◎開会の宣告

○議長（森田公明君） おはようございます。

定数、定刻ともに至りましたので、令和５年１２月長和町議会第４回定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

─────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（森田公明君） 日程第１ 会議録署名議員の指名について、会議規則第１２７条の規定に

基づき、議長において、４番、佐藤恵一議員、６番、羽田公夫議員の両議員を指名いたします。 

─────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会期の決定

○議長（森田公明君） 続いて、日程第２ 会期の決定についてお諮りいたします。

会期につきましては、１１月２０日開催の議会運営委員会において決定しておりますので、議会

事務局長より報告いたします。 

米沢議会事務局長。 

○事務局長（米沢 正君） おはようございます。

それでは、議会の日程を申し上げます。

お手元の議案書２ページを御覧ください。

１１月２０日に開催されました議会運営委員会におきまして会期が決定いたしました。

本日、１２月定例会の開会となります。

一般質問についてでございますが、１２月５日、６名の議員の方からございます。

翌日、１２月６日でございますが、２名の議員の方から一般質問がございます。

１２月７日、総務経済常任委員会を、１２月８日、社会文教常任委員会をそれぞれ開催いたしま

す。 

 １２月１４日、議会再開となりまして、委員長報告、質疑、討論、採決、閉会という運びになっ

ております。 

会期は１４日間となりますので、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○議長（森田公明君） 報告が終わりました。ただいまの報告のとおり、本定例会の会期を本日１

２月１日から１４日までの１４日間とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 異議なしと認め、本定例会の会期は本日１２月１日から１４日までの１４
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日間と決定いたしました。 

─────────────────────────────────── 

○議長（森田公明君） ここで報告いたします。

本定例会に提出された案件は、報告第２４号から第２６号までの報告３件、発委第５号 長和町

議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例案１件、議案第６７号から議案第７０号までの条例

案４件、議案第７１号から議案第７５号までの補正予算案５件、議案第７６号 長和町教育委員会

の委員の任命につき同意を求めることについて１件、計１４件であります。 

これより会議に入ります。 

─────────────────────────────────── 

◎日程第３ 報告第２４号 例月出納検査結果報告

◎日程第４ 報告第２５号 指定管理委託監査報告

○議長（森田公明君） 日程第３ 報告第２４号 例月出納検査結果報告及び日程第４ 報告第２

５号 指定管理委託監査報告を、一括して代表監査委員から報告を求めます。 

丸山淳子代表監査委員。 

○代表監査委員（丸山淳子君） 議案書５ページになりますが、よろしくお願いいたします。

報告第２４号

令和５年１２月１日 

 長 和 町 長  羽 田 健一郎 様 

 長和町議会議長  森 田 公 明 様 

長和町監査委員 丸 山 淳 子 

〃    小 川 純 夫 

例月出納検査結果報告（令和５年度１０月分） 

例月出納検査結果、令和５年度１０月分でございます。 

 令和５年１１月２８日、１０月分の例月出納検査を実施した結果を地方自治法第２３５条の２第

３項の規定により報告するものでございます。 

詳細につきましては、次のページ以降を御参照いただければと思います。 

続きまして、報告第２５号 指定管理委託監査結果の報告をさせていただきます。 

議案書１２ページになりますが、よろしくお願いいたします。 

報告第２５号 

令和５年１２月１日 

 長 和 町 長  羽 田 健一郎 様 

 長和町議会議長  森 田 公 明 様 

長和町監査委員 丸 山 淳 子 

〃    小 川 純 夫 
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指定管理委託監査報告 

 令和５年１０月２６日に、地方自治法第１９９条第７項の規定により指定管理委託監査を実施い

たしました。 

その結果について、地方自治法第１９９条第９項の規定により報告するものでございます。 

監査結果及び検査意見を申し上げます。 

指定管理業務については、基本協定並び年度協定等に基づき適切に管理しているか、指定管理委

託料・利用料金・管理経費は適切か、施設利用促進のため努力をされているか等について監査を行

いました。 

監査の結果、適正に執行されているものと認められました。 

 指定管理制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管

理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目

的としていることから、担当課においては、受託者に全て任せるのではなく、管理委託業務内容等

については全体を十分把握し、引き続き適正な指導に努めていただきたいと思います。 

詳細につきましては、指定管理委託監査報告書１３ページ以降を御参照いただければと思います。 

以上でございます。 

○議長（森田公明君） 報告を終わります。

─────────────────────────────────── 

◎日程第５ 報告第２６号 議員派遣結果報告

○議長（森田公明君） 次に、日程第５ 報告第２６号 議員派遣結果について報告を行います。

議員派遣については、私から報告いたします。

お手元の議案書２１ページに記載してありますとおり、９月２２日に開催された、令和５年度

下諏訪町・長和町議会議員研修会に各議員が出席しております。 

内容につきましては、ここに記載のとおりです。御参加いただき、大変御苦労さまでした。 

─────────────────────────────────── 

◎日程第６ 発委第５号 長和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例について 

（委員会提出） 

○議長（森田公明君） 次に、日程第６ 発委第５号 長和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例についてを上程いたします。 

提出者より提案理由の説明を求めます。 

原田恵召議会運営委員長。 

○議会運営委員長（原田恵召君） それでは、議案書の２２ページを御覧ください。

発委第５号 長和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、地方自治法第１０９条第６項及び第７項並びに会議規則第１４条第３項の規定により



- 10 -

提出するものであります。 

 改正の内容でありますが、当町議会議員におきましても、国の法律に準拠し議会議員の期末手当

を改正するものであります。 

議案書２３ページを御覧ください。 

 第１条では、１２月に支給する期末手当を１００分の１６５から１００分の１７５に改正するも

のであります。 

第２条では、６月に支給する期末手当を１００分の１６５から１００分の１７０に改正するもの

であります。 

 なお、施行日につきましては、第１条は公布の日から、第２条については、令和６年４月１日か

らとするものです。 

以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（森田公明君） 提案理由の説明が終わりました。

お諮りします。発委第５号は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会への付託を省略し、

本日審議し、即決といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 異議なしと認め、発委第５号は、本日審議することに決定いたしました。

発委第５号 長和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につ

いてを議題といたします。 

本案に対する質疑を行います。質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 質疑を終結し、討論を行います。討論ございますか。

（「なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 討論を終わります。

これより発委第５号を採決いたします。発委第５号を原案のとおり可決することに賛成議員の挙

手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

○議長（森田公明君） 全員賛成。よって、発委第５号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────── 

◎日程第 ７ 議案第６７号 長和町特別職の職員で常勤のもの等の給与に関する条例

の一部を改正する条例について 

（町長提出） 

◎日程第 ８ 議案第６８号 長和町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について 

（町長提出） 
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◎日程第 ９ 議案第６９号 長和町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部

を改正する条例について 

（町長提出） 

◎日程第１０ 議案第７０号 長和町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい

て 

（町長提出） 

◎日程第１１ 議案第７１号 令和５年度長和町一般会計補正予算（第８号）について

（町長提出） 

◎日程第１２ 議案第７２号 令和５年度長和町国民健康保険特別会計（事業勘定）補

正予算（第３号）について 

（町長提出） 

◎日程第１３ 議案第７３号 令和５年度長和町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）について 

（町長提出） 

◎日程第１４ 議案第７４号 令和５年度長和町介護保険特別会計補正予算（第２号）

について 

（町長提出） 

◎日程第１５ 議案第７５号 令和５年度長和町観光施設事業特別会計補正予算（第３

号）について 

（町長提出） 

◎日程第１６ 議案第７６号 長和町教育委員会の委員の任命につき同意を求めること

について 

（町長提出） 

○議長（森田公明君） 次に、日程第７ 議案第６７号 長和町特別職の職員で常勤のもの等の給

与に関する条例の一部を改正する条例についてから、日程第１６ 議案第７６号 長和町教育委員

会の委員の任命につき同意を求めることについてまでを一括して上程いたします。 

全議案について、町長より提案理由の説明を求めます。 

羽田町長。 

○町長（羽田健一郎君） 皆さん、おはようございます。

本年も、師走の風に追われて慌ただしく過ぎようとしておりますが、本日、ここに議会１２月定

例会を招集いたしましたところ、議員全員の御出席を賜り、開催できますことに、厚く御礼を申し

上げます。 

 さて、私も５期目の任期のうち２年が過ぎたところでございます。公約としてお約束をいたしま

した、各般にわたります８つの宣言、１０１の約束、それぞれの各種事業をしっかりと結果や進捗
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状況などを検証しお示しするとともに、それぞれの事業を充実したものとするよう努めるとともに、

至誠通天のごとく、全てのまちづくりの原点は、心を込め尽くすことであると考えておりますので、

引き続き、町民の皆様、誰一人取り残すことなく「しあわせ感」を実感できるよう、「しあわせ長

和町」の実現に向けて、これからも全身全霊で町政の運営に取り組んでまいる所存でございます。 

気候変動に伴う、洪水や豪雨などの激甚化する自然災害や「持続可能な開発目標」を合い言葉に、

積極的に取り組むこととされているＳＤＧｓ、食料問題や貧困問題、少子高齢化への対応、エネル

ギー問題や長時間労働問題、さらにはロシアによるウクライナ侵攻、そして、これに起因する物価

の上昇と急激な円安や多くの犠牲者を出しているパレスチナ・イスラエル戦争など、国内、世界の

情勢は刻一刻と大きな流動化を深め、世界の分断が進み、歴史の転換点と申しますか、変革期を迎

えているように思います。 

 日本におきましても、少子高齢化社会の中での財政の再建、経済成長の実現、脱炭素社会への転

換などの課題が山積しております。 

 当町においても、これらの状況をしっかりと認識するとともに、適切な対応をしてまいりますの

で、議員の皆様の御理解、御協力、そして御支援を賜りますよう、改めてよろしくお願いを申し上

げるところであります。 

 さて、世界規模でパンデミック化いたしました、新型コロナウイルス感染症につきましては、こ

の５月より５類感染症へと移行となり、報告も変更となりました。 

その間、町民の皆様をはじめとする、関係する皆様の御理解と御協力、御支援によりましてワク

チン接種が進んだこともあり、一旦落ち着いたかに思われましたが、長野県の最近の定点当たりの

報告では、４．９７から６．３９と、全国平均である１．９５から３．２５に比べると高い推移と

なっておりますが、油断することなく引き続き関係する機関などと連携し、インフルエンザの拡大

防止とともに、その対応につきましては万全を期してまいりたいと存じます。 

 令和５年秋開始接種につきましては、生後６か月以上の全ての住民を対象にオミクロン株ＸＢＢ

対応ワクチンの接種を行い、６５歳以上の６８％の方が接種をいただいております。 

 来年度、令和６年４月からは、インフルエンザワクチンと同様のＢ類定期接種となり、自己負担

または自費での接種となる予定ですので、重症化予防を目的とした接種を御検討いただき、接種を

希望する方は、こども・健康推進課まで御連絡をお願いをします。 

 今後におきましても、県とともに感染防止の呼びかけを強化しつつ、町民の皆様の生活を支え、

経済の再生を図ることに努めてまいります。 

 それでは、今議会に提案させていただきました条例案４件、補正予算案５件、人事案件１件につ

きまして、順次御説明を申し上げます。 

 初めに、条例に係る案件でありますが、議案第６７号 長和町特別職の職員で常勤のもの等の給

与に関する条例の一部を改正する条例については、特別職は人事院勧告の対象外ですが、特別職の

職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が可決されたことに伴い、県においても条例改正を
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する予定であり、当町の給与条例も同様に改正するものであります。 

 次に、議案第６８号 長和町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、

議案第６９号 長和町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について申

し上げます。 

 これらにつきましては、本年度の人事院勧告及び長野県人事委員会勧告を受け、県においても条

例改正をする予定であり、当町の給与条例についても県に準拠していることから改正をお願いする

ものであります。 

 次に、議案第７０号 長和町国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、国民健康保

険法の改正に伴う条例改正をお願いするものであります。 

続きまして、補正予算について説明させていただきます。 

 最初に、議案第７１号 令和５年度長和町一般会計補正予算（第８号）について説明をさせてい

ただきます。 

歳出の関係では、歳出全般に係る補正予算としまして、給与改定に伴う一般職及び会計年度任用

職員の人件資に係る補正予算につきまして、関係する科目において計上をさせていただいておりま

す。 

総務費の関係につきましては、令和６年４月からのデマンドバスの実証運行開始に向けた運行シ

ステムや地域公共交通計画策定に係る補正予算を計上をさせていただきました。

民生費の関係につきましては、各種給付金の実績見込みに伴う補正予算、補助事業の令和４年度

分清算に伴う返還金に係る補正予算等を計上をさせていただきました。 

 衛生費の関係につきましては、令和５年度の普通交付税の額の決定に伴う依田窪病院への交付税

配分金に係る補正予算、特定空家の認定に伴う特定空家解体補助金に係る補正予算を計上をさせて

いただきました。 

 このほか、不足が見込まれる住宅用太陽光発電システムや住宅用蓄電池システム設置補助金に係

る補正予算も計上をさせていただきました。 

 農林水産業の関係につきましては、国庫補助事業として実施する獣害防止柵購入に係る補正予算、

事業費の確定に伴う松くい虫防除対策事業に係る補正予算や、捕獲頭数の見込みによる有害鳥獣駆

除対策協議会補助金等に係る補正予算を計上をさせていただきました。 

 商工費の関係につきましては、住宅・建築物耐震改修事業に係る補正予算、和田宿ステーション

が道の駅になったことに伴う観光案内看板の改修等に係る補正予算を計上をさせていただきました。 

 土木費の関係につきましては、道路修繕工事や道路メンテナンス事業に係る補正予算を、消防費

につきましては、個別避難計画策定に係る補正予算を、災害復旧費につきましては、令和元年台風

１９号豪雨災害に係る災害復旧工事に係る補正予算を計上をさせていただきました。 

 また、歳入につきましては、歳出で計上させていただいた事業の財源に係る補正予算が主なもの

になっておりますが、今回の補正予算に伴う一般財源への充当分として、財政調整基金を取り崩す
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補正予算も計上させていただきました。 

 以上、一般会計で７，８６０万７，０００円の増額補正をお願いするものであり、補正後の予算

総額は５９億３，４０７万８，０００円でございます。 

 続きまして、議案第７２号 令和５年度長和町国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第

３号）から、議案第７５号 令和５年度長和町観光施設事業特別会計補正予算（第３号）の主なも

のについて説明をさせていただきます。 

 国民健康保険特別会計につきましては、給与改定に伴う人件費、特別調整交付金及びこれに係る

直営診療施設繰出金に係る補正が主なものとなっております。 

 後期高齢者医療特別会計につきましては、保険基盤安定繰入金及びこれに伴う後期高齢者医療広

域連合負担金の補正が主なものになっております。 

介護保険特別会計につきましては、給与改定に伴う人件費の補正、介護報酬改定等に伴うシステ

ム改修に係る補正が主なものになっております。

観光施設事業特別会計につきましては、給与改定に伴う人件費の補正、学者村関係施設（山の家

広場）整備に係る財産区繰入金に係る補正、直営別荘地管理に係る法律相談に係る補正予算等を計

上をさせていただきました。 

 次に、議案第７６号 長和町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて説明を申

し上げます。 

 教育委員の任期は４年でありますが、この１２月２日に４年間の任期が満了となります教育委員

の任命につきまして、議会の同意をお願いするものであります。 

 以上、提案理由の概要を申し上げましたが、詳細につきましては審議の際、担当者より説明をい

たしますので、よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げまして、提案説明とさ

せていただきます。 

○議長（森田公明君） 提案理由の説明が終わりました。

ただいま９時５７分です。１０時１０分まで休憩といたします。

休        憩   午前 ９時５７分 

─────────────────────────────────── 

再        開   午前１０時１０分 

○議長（森田公明君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

日程第７ 議案第６７号 長和町特別職の職員で常勤のもの等の給与に関する条例の一部を改正

する条例についてから、日程第９ 議案第６９号 長和町一般職の任期付職員の採用等に関する条

例の一部を改正する条例についてまでを一括して議題といたします。 

担当課長の詳細説明を求めます。 

藤田総務課長。 

○総務課長（藤田健司君） それでは、議案書の２６ページを御覧ください。
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 議案第６７号 長和町特別職の職員で常勤のもの等の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、議会の議決をお願いするものでございます。 

改正条文につきましては２７ページになります。 

 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が可決されたことに伴いまして当町の条

例の改正をするもので、こちらにつきましても、県の条例改正の動向も踏まえ、当町の特別職給与

条例についても県に準拠していることから改正をお願いするものでございます。 

施行期日につきましては、公布の日からでございますが、第２条の規定につきましては令和６年

４月１日から適用いたします。また、第１条の規定につきましては令和５年１２月１日より適用い

たします。 

次に、議案書の３０ページをお願いいたします。 

 議案第６８号 長和町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、議会の

議決をお願いするものでございます。 

改正条文につきましては３１ページから６１ページとなります。新旧対照表につきましては６２

ページからとなります。 

 内容でございますが、人事院勧告及び長野県人事委員会の勧告を受けまして、県においてもこの

１１月定例会において条例改正をする予定でございまして、当町の給与条例につきましても県に準

拠していることから改正をお願いするものでございます。 

 施行期日につきましては、公布の日からでございますが、第２条の規定につきましては、令和６

年４月１日から適用いたします。また、第１条の規定によります改正後の給与条例の規定につきま

しては、令和５年１２月１日から適用いたします。 

続きまして、議案書の１２５ページをお願いいたします。 

 議案第６９号 長和町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について、

議会の議決をお願いするものでございます。 

改正条文につきましては１２６ページからとなります。 

本年度の人事院勧告及び長野県人事委員会の勧告に伴いまして町の給与条例を改正するものでご

ざいます。 

 改正の内容でございますが、県に準拠した給与表を使用しておるため県準拠の給与表に改正を行

うものと、期末手当につきましても同様に勧告により支給割合をそれぞれ改正するものでございま

す。 

 実施時期でございますが、給与表につきましては令和５年４月１日から適用し、差額を支給する

ものでございます。 

期末手当につきましては、令和５年１２月１日から適用するものでございます。 

説明につきましては、以上です。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（森田公明君） 議案の説明が終わりました。



- 16 -

 ここでお諮りいたします。議案第６７号から議案第６９号は、会議規則第３９条第３項の規定に

より、委員会への負託を省略し、本日審議し即決といたしたいと存じますが、これに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 異議なしと認め、議案第６７号から議案第６９号は、本日審議することに

決定いたしました。 

 日程第７ 議案第６７号 長和町特別職の職員で常勤のもの等の給与に関する条例の一部を改正

する条例についての質疑を行います。質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 質疑を終結し、討論を行います。討論ございますか。

（「なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 討論を終わります。

これより議案第６７号を採決いたします。議案第６７号を原案のとおり可決することに賛成議員

の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

○議長（森田公明君） 全員賛成。よって、議案第６７号は原案のとおり可決されました。

次に、日程第８ 議案第６８号 長和町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

についての質疑を行います。質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 質疑を終結し、討論を行います。討論ございますか。

（「なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 討論を終わります。

これより議案第６８号を採決いたします。議案第６８号を原案のとおり可決することに賛成議員

の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

○議長（森田公明君） 全員賛成。よって、議案第６８号は原案のとおり可決されました。

次に、日程第９ 議案第６９号 長和町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正

する条例についての質疑を行います。質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 質疑を終結し、討論を行います。討論ございますか。

（「なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 討論を終わります。

これより議案第６９号を採決いたします。議案第６９号を原案のとおり可決することに賛成議員

の挙手を求めます。 
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（全 員 挙 手） 

○議長（森田公明君） 全員賛成。よって、議案第６９号は原案のとおり可決されました。

次に、日程第１０ 議案第７０号 長和町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを

議題といたします。 

担当課長の概要説明を求めます。 

藤田総務課長。 

○総務課長（藤田健司君） それでは、よろしくお願い申し上げます。

次に、議案書の１３１ページをお願いいたします。

議案第７０号 長和町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、議会の議決をお願い

するものでございます。 

改正条文につきましては１３２ページからとなります。 

 改正理由でございますが、国民健康保険法が改正されまして、子育て世帯の負担軽減や次世代世

帯育成支援等の観点から、産前産後期間に関わる所得割額の減額措置が実施されることに伴っての

条例改正となります。 

対象者でございますが、国民健康保険の被保険者で令和５年１１月１日以降に出産予定の方が対

象となります。 

 減額対象期間でございますが、出産予定日または出産日の属する月の前月から４か月となります。

減免額につきましては、出産する被保険者に関わる令和６年１月以降の対象となる期間の所得割額

と均等割額となるところでございます。 

施行期日につきましては、令和６年１月１日からの施行となります。 

説明につきましては、以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（森田公明君） 説明が終わりました。

なお、今定例会に上程された議案のうち、議案第７０号から議案第７５号までは委員会への付託

を予定しておりますので、詳細な質疑につきましては、後刻、所属する担当委員に委ねていただき、

総括的、大綱的なものについての質疑をお願いいたします。 

本案に対する質疑を行います。質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 質疑を終結いたします。

次に、日程第１１ 議案第７１号 令和５年度長和町一般会計補正予算（第８号）についてを議

題といたします。 

担当課長の概要説明を求めます。 

宮阪企画財政課長。 

○企画財政課長（宮阪和幸君） それでは、議案書の１４０ページをお願いいたします。

議案第７１号 令和５年度長和町一般会計補正予算（第８号）について御説明申し上げます。
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 第１条の関係でございますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７，８６０万７，

０００円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ５９億３，４０７万８，０００円とするものでござ

います。 

 次に、第２条の地方債補正の関係につきましては１４４ページの第２表地方債補正を御覧いただ

きたいと思います。 

 今回の補正予算につきましては、過疎対策事業債に係る補正となっています。２次分の過疎対策

事業債に係る申請に合わせた補正予算をお願いするもので、借入れに関わる限度額を１億２，９９

０万円から１億３，８９０万円に変更する補正となっております。 

次に、歳入歳出の関係ですが、詳細は１４８ページからになります。 

最初に、歳入の主なものについて説明させていただきます。 

款１２の分担金及び負担金、項２ 負担金、目３ 衛生費負担金の関係では、汚泥再生処理施設

運営に係る青木村の負担金につきまして実績に基づき２０万５，０００円を増額する補正予算を計

上させていただきました。 

 次に、款１４ 国庫支出金、項１ 国庫負担金、目１ 民生費国庫負担金では、社会福祉費負担

金におきまして実績見込みにより児童福祉給付費に係る相談支援サービス費、通所支援費を増額す

る補正予算を計上させていただきました。 

 同じ国庫支出金の項２ 国庫補助金におきましては、目１の総務費国庫補助金の関係でマイナン

バーカード、振り仮名、ローマ字等システム、振り仮名対応に係る戸籍附票システム、コンビニ交

付システム改修に対するシステム整備費補助金として６３８万円を増額する補正予算を計上させて

いただきました。 

１４９ページをお願いいたします。 

 目４の農林水産業費国庫補助金の関係では、交付対象面積が確定したことから、多面的機能支払

交付金を６０万４，０００円の増、推進交付金を１２４万円減額する補正予算を計上させていただ

いております。 

目６の土木費補助金の関係では、橋梁修繕工事に係る道路メンテナンス事業補助金を６９９万６，

０００円増額する補正予算を計上させていただきました。 

 次に、款１５の県支出金、項２ 県補助金、目３ 農林水産業費補助金の関係では、農業費補助

金の鳥獣被害防止総合対策整備交付金につきまして、鳥獣被害防止施設設置の関係で獣害防止策に

係る補正予算として１，２１２万５，０００円を計上させていただきました。 

 また、林業費補助金の関係では松くい防除事業、鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業につきまして

補助金額が確定したことから、それぞれ１３０万４，０００円、１６８万７，０００円を減額する

補正予算を計上させていただきました。 

１５０ページをお願いいたします。 

款１６の財産収入の関係では、生産物売払収入として２００万円を減額する補正予算を計上させ
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ていただきました。これは、森林施業計画の見直しにより町有林の間伐が来年度に見送られたこと

に伴うものでございます。 

 款１８ 繰入金、項２ 基金繰入金の関係では、今回の補正予算編成に伴う一般財源の不足分と

して３，５１２万７，０００円を取り崩す補正予算を計上させていただいております。 

 款２０ 諸収入、項６ 雑入、目１ 過年度収入につきましては、令和４年度の自立支援給付費

国庫負担金及び障害者医療費国庫負担金の精算に伴う補正予算としまして６７６万８，０００円を

計上させていただきました。 

１５１ページをお願いいたします。 

 款２０の町債につきましては、過疎対策事業債の２次分の申請に伴う補正予算を計上させていた

だいております。 

長門老人福祉センター改修工事につきましては４００万円、やすらぎの湯空調設備更新工事につ

きましては４６０万円、給食費無償化事業につきましては４０万円となっております。 

次に、歳出について説明させていただきます。 

 まず、歳出全般に係る補正予算としまして、給与改定に伴う一般職及び会計年度任用職員に係る

人件費の補正予算などにつきまして、関係する科目において計上させていただいております。 

詳細につきましては１８０ページ以降の附属明細書で御確認いただければと思いますのでよろし

くお願いいたします。 

では、１５３ページをお願いいたします。 

 説明欄の一番上の行になりますが、款２の総務費、項１ 総務管理費、目１ 一般管理費の巡回

バス運行委託料の関係につきましては、令和６年４月からのデマンドバス運行開始に向けた運行シ

ステムに係る補正予算として１４８万５，０００円を計上させていただきました。

また、１５４ページの説明欄上部の地域公共交通計画策定委託料８１７万３，０００円につきま

しては、デマンドバス導入のための補助金の確保に当たり、国が定めている補助要件の中で必須と

なっております地域公共交通計画、これを策定するための補正予算でございます。 

 目４ 財産管理費の中の長久保支所管理費の施設修繕費については、落雷に伴う修繕工事とガス

漏れ関係の修繕工事としまして５５万５，０００円の増額補正予算を計上させていただいておりま

す。 

１５５ページをお願いいたします。 

 目５の企画費の関係でございますが、地域おこし協力隊関係経費につきまして、委託型地域おこ

し協力隊事業として今までの会計年度任用職員での任用に加え、委託型の地域おこし協力隊に係る

制度を新たに創設させていただきましたので、これに係る補正予算として５８万６，０００円を計

上させていただきました。 

１５６ページをお願いいたします。 

項２ 徴税費、目１ 税務総務費の関係でございますが、税務総務経費の町税過年度還付金につ
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きまして予算の不足が見込まれることから１００万円を増額する補正予算を計上させていただきま

した。 

１５７ページをお願いいたします。 

 項３ 戸籍住民基本台帳費の関係でございますが、歳入の国庫支出金の関係でも触れさせていた

だきましたが、マイナンバーカードへの氏名の振り仮名、ローマ字、性別、生年月日表記への対応、

その他、もろもろの関係のシステム改修委託料としまして７３１万４，０００円の補正予算を計上

させていただきました。 

１５８ページをお願いいたします。 

項７ 情報管理費の関係でございますが、情報管理一般経費のシステム保守委託料１４６万９，

０００円につきましては勤怠管理システムの導入、ＬＧＷＡＮ機器関係経費の使用料への科目変更、

役場内ネットワークの切替えの次年度への変更などに伴う補正予算を計上させていただいておりま

す。 

１６０ページをお願いいたします。 

 款３ 民生費、項１ 社会福祉費、目１ 社会福祉総務費の関係の福祉医療費給付事業につきま

しては、それぞれの給付事業の実績見込みによる補正予算を計上させていただきました。 

１６１ページにかけての目２の障がい福祉費につきましても障害者自立支援給付費、地域生活支

援事業費、児童福祉給付費のそれぞれの実績に伴う補正予算を計上させていただいております。 

 また、児童福祉給付費の返還金２２９万４，０００円につきましては令和４年度の国庫支出金の

精算に伴う返還金でございます。 

 目３ 老人福祉費につきましては、負担金額の確定に伴う長野県後期高齢者医療広域連合負担金

４７万５，０００円の減額補正や、後期高齢者医療給付費負担金２５７万３，０００円の減額に係

る補正予算を計上させていただきました。 

１６３ページをお願いいたします。 

 民生費の項３ 児童福祉費、目１ 児童福祉総務費の関係でございますが、児童福祉一般経費に

おきまして国庫補助事業であります子ども・子育て支援事業交付金や、子育て世帯生活支援特別給

付金の令和４年度精算に伴う返還金として１２０万３，０００円に係る補正予算を計上させていた

だきました。 

次に、１６６ページをお願いいたします。 

款４ 衛生費、項１ 保健衛生費、目２ 健康づくり費の関係でございますが、保健総務一般経

費におきまして令和５年度の普通交付税の額の決定に伴う依田窪病院分の交付税配分金に係る増額

補正予算としまして３２６万８，０００円を計上させていただいております。 

 また、予防費の委託料に関わります１７５万２，０００円の減額につきましては、妊婦・乳児一

般健診、定期予防接種委託の実績見込みに伴う減額補正でございます。 

１６８ページをお願いいたします。 
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 目３ 環境衛生費の関係でございますが、環境衛生総務一般経費におきまして、特定空家の認定

に伴い特定空家等解体補助金の５０万円の増額補正予算を計上させていただきました。 

 また、再生可能エネルギー普及推進事業におきまして、住宅用太陽光発電システム設置補助金及

び住宅用蓄電池システム設置補助金に不足が見込まれることから、それぞれ６０万円、４０万円を

増額する補正予算を計上させていただいております。 

１６９ページをお願いいたします。 

 款５の農林水産業費、項１ 農業費、目３ 農業振興費の関係では、獣害防止柵資材購入に係る

補正予算１，２１２万６，０００円を計上させていただきました。国の令和５年度追加要望に係る

補正予算で、財源は全額国庫補助金となります。 

目５ 農地費の関係では、多面的機能支払事業におきまして交付対象面積が確定したことから８

０万５，０００円を増額する補正予算を計上させていただきました。 

１７１ページをお願いいたします。 

 項２の林業費の関係では目２の林業振興費におきまして、松くい虫防除対策事業費が確定したこ

とから県森林税活用事業分も含めて１４８万３，０００円を減額する補正予算を計上させていただ

きました。 

また、有害鳥獣駆除対策協議会補助金につきましては、捕獲頭数の見込みにより２１７万８，０

００円を増額する補正予算を計上させていただいております。 

１７２ページをお願いいたします。 

 款６ 商工費、項１ 商工費、目２ 商工振興費の関係では、耐震改修事業の住宅改修に係る予

算につきまして当初予算では委託料に計上しておりましたが、補助金として個人へ助成するため負

担金補助及び交付金への支出科目の変更に伴う補正予算を計上させていただいております。 

目３の観光費の関係では、観光振興事業におきまして和田宿ステーションが道の駅となり、関係

する観光案内看板の修正が必要になったことから、道の駅マルメロの駅ながと、和紙の里、和田宿

ステーション、これらの観光案内看板の修正と和田宿ステーションの中にあります和田宿案内看板

の修繕を行うために９１万１，０００円の補正予算を計上させていただいております。 

１７４ページをお願いいたします。 

 款７ 土木費、項１ 土木管理費、目１ 土木総務費の関係でございますが、土木管理経費にお

きまして町道拡幅工事に伴う土地の交換登記に関する補正予算としまして１５０万円を計上させて

いただいております。 

目２の土木維持費の関係につきましては、道路橋梁維持管理経費におきまして３か所の道路修繕

工事に係る２８２万５，０００円の増額補正予算を計上させていただいております。 

 また、道路メンテナンス事業につきましては、事業費の増額に伴い設計・管理委託料などの５５

万円と工事請負費７００万円の増額補正をお願いするものでございます。 

１７５ページをお願いいたします。 



- 22 -

 款８の消防費の関係でございますが、防災対策の関係で個別避難計画を策定するための業務委託

に係る補正予算として３５万円を計上させていただきました。 

款９の教育費の関係につきましては、人件費に関する補正予算が主なものとなっております。 

次に、１７９ページをお願いいたします。 

款１０ 災害復旧費、項１ 農林水産施設復旧費、目１ 農業用施設災害復旧費につきましては、

令和元年台風１９号災害に係る災害復旧工事費としまして２か所３４９万４，０００円の補正予算

を計上させていただいております。 

 以上、令和５年度長和町一般会計補正予算（第８号）の説明とさせていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○議長（森田公明君） 説明が終わりました。

本案に対する質疑を行います。質疑ございますか。

（「なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 質疑を終結いたします。

次に、日程第１２ 議案第７２号 令和５年度長和町国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予

算（第３号）についてから、日程第１４ 議案第７４号 令和５年度長和町介護保険特別会計補正

予算（第２号）についてまでを一括して議題といたします。 

担当課長の概要説明を求めます。 

藤田町民福祉課長。 

○町民福祉課長（藤田 孝君） それでは説明をさせていただきます。

議案書の１８３ページをお開きいただきまして、次ページ１８４ページを御覧ください。

議案第７２号 令和５年度長和町国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第３号）につい

て御説明をさせていただきます。 

 既定の歳入歳出にそれぞれ３７７万９，０００円を追加をいたしまして、歳入歳出の総額を７億

９，８６３万２，０００円とするものでございます。 

１９０ページをお開きください。 

 １９０ページの歳入といたしまして、款５ 項２ 目４ 国民健康保険制度関係事業補助金につ

きましては５，０００円の増額補正となります。これにつきましては、出産育児一時金が令和５年

度より４２万円から５０万円となり８万円の増額になったことに対し、保険者の増額分に対する補

助として国が出産育児一時金１件当たり５，０００円の補助をするものであります。 

当町においては、年度内に出産育児一時金を支給する予定となっており補正をお願いするもので

ございます。 

 款６ 項１ 目１ 保険給付費等交付金につきましては、歳出で御説明をさせていただきますが、

保険者努力支援分として２２万円の増額、特別調整交付金分として国保依田窪病院医療機器購入の

補助分として２７４万９，０００円を増額補正とさせていただきます。 
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 款１０ 項１ 目１ 一般会計繰入金につきましては、節１ 職員人件費等繰入金につきまして

は、給与改定に伴う国保職員人件費で１１万６，０００円の増額、保険基盤安定繰入金につきまし

ては実績及び今後の見込みにより、被保険者の保険税軽減分に対する繰入分として７５万２，００

０円の増額、保険税軽減対象者の割合に応じた支援をする保険者支援分として２万１，０００円の

減額補正となっております。 

 節３ 未就学児均等割保険料繰入金につきましては、令和４年度より実施の未就学児に関わる均

等割保険料軽減分について、実績及びこちらも今後の見込みにより４万２，０００円の減額となり

ます。 

続きまして１９１ページをお開きください。 

歳出について御説明をさせていただきます。 

款１ 項１ 目１ 一般管理費につきましては、国保職員人件費の給与改定に伴います１１万６，

０００円の増額、内訳については説明欄を御覧ください。 

 国保会計年度任用職員人件費については、保険事業に関わる職員人件費が国民健康保険の保険者

努力支援制度の対象となることから、保険事業に関わる職員人件費を款６の保健事業費へ実績と今

後の見込みを勘案し、必要額を繰り替えるものでございます。 

 同じく１９１ページの款２ 保険給付費から１９３ページの款３ 国民健康保険事業費納付金に

つきましては、財源内訳の変更となっております。 

 同じく１９３ページの款６ 項１ 目１ 保健衛生普及費につきましては、一般会計より支出予

定であったデータヘルス計画策定支援業務委託料のうち、分析に要する経費については保険者努力

支援制度の対象となることから、一般会計支出予定分のうちデータ処理に要する経費２２万円につ

いて特別会計で計上するものでございます。 

 国保会計年度任用職員人件費につきましては、先ほども説明させていただいたとおり、国保会計

年度任用職員人件費の実績と今後の見込みを勘案しまして必要額を組み替えるものでございます。 

 款９ 項１ 償還金及び還付加算金では、令和４年度の保険給付費等交付金償還金として実績確

定に伴いまして５７万９，０００円の増額。 

 項２ 繰出金につきましては、歳入でも少し触れさせていただきましたが、令和５年度の直営診

療施設整備事業として国保依田窪病院における医療機器の整備──骨密度測定装置の導入をする予

定となっておりますが、整備の実績によりまして歳入で款６ 県支出金で国保依田窪病院医療機器

購入の補助分の特別交付金２７５万円を繰出金として支出する予定のための増額補正をするもので

ございます。 

予備費については、御覧のとおりでございます。 

続きまして、議案書１９８ページをお開きいただきまして、１９９ページ目をお開きください。 

議案第７３号 令和５年度長和町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について御説明を

させていただきます。 
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 既定の歳入歳出から４１万５，０００円を減額し、歳入歳出の総額を９，１７３万４，０００円

とするものでございます。 

２０５ページをお開きください。 

歳入では、款４ 項１ 目１ 事務費繰入金につきましては、後期高齢者医療の電算処理システ

ム機器リース料につきましては、当初、広域連合において令和６年２月にクラウド化を含めた標準

システムへの機器更改について準備を進めておりましたが、開発の遅延等から機器更改のスケジ

ュールの再調整によりまして、機器更改を来年度の令和６年１０月から１２月を目途に、その後、

令和７年１月に標準システム運用切替え予定となったことから、現在の電算処理システムの機器の

リースの契約が令和６年２月であることから再契約によりまして、今年度については３月分の１か

月分のシステムリース代２，０００円を増額するもので、一般会計から繰り入れるものでございま

す。 

 同じく目２ 保険基盤安定繰入金につきましては、保険料軽減に伴う軽減分を県町の繰入金の保

険基盤安定繰入金の決定により４１万７，０００円の減額となっております。 

２０６ページをお開きください。 

 歳出につきましては、款１ 項１ 目１ 一般管理費につきましては、歳入で御説明したとおり、

現在の電算処理システムの再契約に伴いますリース料として２，０００円の増額をお願いするもの

でございます。 

款２ 項１ 目１ 後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、保険基盤安定負担金の決定

によりまして納付金を４１万７，０００円減額するものでございます。よろしくお願いをいたしま

す。 

続きまして２０７ページをお開きください。次のページ、２０８ページをお願いをいたします。 

 議案第７４号 令和５年度長和町介護保険特別会計補正予算（第２号）について御説明をさせて

いただきます。 

歳入歳出にそれぞれ４万５，０００円を追加をいたしまして、歳入歳出の総額１１億３，２１９

万３，０００円とするものでございます。 

２１４ページをお開きください。 

 歳入といたしましては、款８ 項１ 目４ その他一般会計繰入金といたしまして、節１ 職員

給与費等繰入金として職員人件費の給与改定に伴います介護保険担当職員人件費を２３万円増額。 

 節４ 介護保険事業繰入金につきましては、令和６年４月の制度改正に伴います介護保険システ

ムの改修費として８３万円の増額となっております。

同じく目５ 低所得者保険料軽減繰入金といたしまして、交付決定によりまして１０１万５，０

００円の減額補正となります。 

２１５ページをお開きください。 

歳出ですが、款１ 項１ 目１ 一般管理費につきましては、介護保険担当職員人件費の給与改
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定に伴う補正内容等につきましては説明欄を御覧ください。 

 一般管理費につきましては、令和６年４月制度改正に伴います介護保険システムの改修費として

８３万円１，０００円の増額補正をお願いするものでございます。 

 款２ 保険給付費につきましては、低所得者保険料軽減の減額による財源内訳の変更となってお

ります。 

２１６ページをお開きください。 

 款４ 項４ 目１ 包括的支援事業として、包括的支援事業職員人件費として、一般管理費同様

に地域包括センターの職員人件費の給与改定に伴います増額補正をお願いするものでございます。 

予備費については補正に伴います総額調整の補正となっております。 

以上、よろしくお願いをいたします。 

○議長（森田公明君） 説明が終わりました。

本案に対する質疑を行います。質疑ございますか。

（「なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 質疑を終結いたします。

次に、日程第１５ 議案第７５号 令和５年度長和町観光施設事業特別会計補正予算（第３号）

についてを議題といたします。 

担当課長の概要説明を求めます。 

龍野建設水道課長。 

○建設水道課長（龍野正広君） それでは、議案書の２２０ページからになります。１枚おめくり

いただきたいと思います。 

 議案第７５号 令和５年度長和町観光施設事業特別会計補正予算（第３号）について説明させて

いただきます。 

 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２６１万６，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ１億４９５万４，０００円とするものでございます。 

詳細につきましては２２７ページの歳入からで、主立った項目を説明させていただきます。 

 款３ 繰入金、項３ 財産区繰入金、目１ 財産区繰入金、節１ 財産区繰入金で２６３万２，

０００円の増額補正をさせていただきました。 

学者村別荘地景観整備繰入金の単価が２，０００円から１，４００円としたことによる減額分と

合わせ、学者村別荘地山の家前広場に建設されました一時避難所施設も兼ねたコミュニティース

ペース「風の庭」の建設負担金として、古町財産区様より２００万円、長久保財産区様より１００

万円の繰入れをお願いするものでございます。長久保財産区様につきましては、来年度に残りの１

００万円を御負担する予定でございます。 

続いて、歳出でございますが２２８ページをお開きください。 

款１ 総務費、項１ 総務管理費、目１ 一般管理費は、職員の手当に関わる補正として８万５，
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０００円を計上させていただきました。 

 目２ 別荘地総務管理費では、弁護士及び税理士への法律や消費税等に関わる相談料としまして

１１０万円を計上させていただきました。 

 また、来年の２月以降におきまして４年間実施できなかった関東方面への中心として滞納整理を

実施するべく旅費及び駐車場使用料、有料道路使用料を増額させていただくものでございます。 

 節２２ 償還金利子及び還付加算金では、学者村別荘地において過年度過誤納付金としまして１

２万４，０００円を増額補正させていただきました。 

目３ 学者村別荘地管理費では、夏イベントの精算により２１万円の減額、またテニスコートの

フェンス等の施設修繕費としまして２４万２，０００円の増額補正をするものでございます。

２２９ページの目５ ふれあいの郷別荘地管理費では、令和５年４月の突発的な大雪に対応する

ため、重機等借上料６万１，０００円を増額補正するものでございます。 

 最後になりますが、款３ 予備費、項１ 予備費、目１ 予備費で１１４万４，０００円を増額

し調整するものでございます。 

説明は、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（森田公明君） 説明が終わりました。

本案に対する質疑を行います。質疑ございますか。

（「なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 質疑を終結いたします。

ここで暫時休憩といたします。休憩中、議場において議会全員協議会を開催いたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

休        憩   午前１０時５０分 

─────────────────────────────────── 

再        開   午前１１時００分 

○議長（森田公明君） 日程第１６ 議案第７６号 長和町教育委員会の委員の任命につき同意を

求めることについてを議題といたします。 

担当課長の説明を求めます。 

笹井教育課長。 

○教育課長（笹井佳彦君） それでは、議案書の２３２ページを御覧いただきたいと思います。

議案第７６号 長和町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについてでございます。

次の者を長和町教育委員会の委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 氏名は平山大祐。生年月日、住所につきましては、議案書に記載のとおりでございます。なお、

任期につきましては、令和５年１２月３日から令和９年１２月２日までの４年間になります。 

よろしくお願いいたします。 
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○議長（森田公明君） 説明が終わりました。

本案につきましては、質疑、討論を省略し、採決をいたしたいと存じますが、これに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 異議なしと認め、これより議案第７６号を採決いたします。議案第７６号

長和町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて、原案のとおり同意することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 異議なしと認めます。よって、議案第７６号は同意されました。

─────────────────────────────────── 

◎日程第１７ 委員会付託について

○議長（森田公明君） 次に、日程第１７ 委員会付託についてを議題といたします。

 本定例会に提出されました、議案第７０号の条例案１件、議案第７１号から第７６号までの補正

予算案５件は、委員会付託表のとおり、それぞれの委員会に付託したいと存じますが、これに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 異議なしと認め、委員会付託表のとおりに各委員会へ付託することに決定

いたしました。 

各委員会は、本会期中に審査の上、結果報告願います。 

ここで暫時休憩といたします、そのままお待ちください。 

休        憩   午前１１時０４分 

─────────────────────────────────── 

再        開   午前１１時０６分 

○議長（森田公明君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

ここでお諮りいたします。お手元に配付のとおり、町長より追加議案が提出されております。こ

の際、これを日程に追加し、議題といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 異議なしと認めます。よって、これを日程に追加し、議題とすることに決

定いたしました。 

─────────────────────────────────── 

◎日程第１ 議案第７７号 長和町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例について 

（町長提出） 

○議長（森田公明君） 追加議事日程第１ 議案第７７号 長和町会計年度任用職員の給与及び費
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用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを上程いたします。 

上程した議案について、町長から提案理由の説明を求めます。 

羽田町長。 

○町長（羽田健一郎君） それでは、本議会に追加議案として提案させていただきました、条例案

１件について説明を申し上げます。 

 議案第７７号 長和町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

についてでございますが、本年度の人事院勧告及び長野県人事委員会により一般職の職員の給与表

及び期末手当支給率の引上げが勧告されたことを受け、会計年度任用職員につきましての給与表及

び期末手当支給率を翌年４月から適用するための所要の改正をお願いするものでございます。 

 以上、追加議案として提案させていただきました議案について概要のみ説明させていただきまし

たが、詳細につきましては、御審議の際、担当課長より説明を申し上げますので、原案を御承認賜

りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（森田公明君） 提案理由の説明が終わりました。

議案第７７号 長和町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

についてを議題といたします。 

担当課長の説明を求めます。 

藤田総務課長。 

○総務課長（藤田健司君） それでは、よろしくお願いいたします。

追加議案書の２ページをお願いいたします。

議案第７７号 長和町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

についてでございますが、人事院勧告及び長野県人事委員会勧告を受けまして、条例改正をお願い

をするものでございます。追加議案ということで審議をお願いするものでございます。 

改正条文につきましては３ページから、新旧対象表につきましては４ページとなっております。 

 改正の内容でございますが、一般職の職員の給与表及び期末手当支給率の引上げが、人事院並び

に長野県人事委員会から勧告されたわけでございますが、会計年度任用職員につきましては、給与

表は翌年の４月から適用することとなっております。この期末手当支給率につきましても、同様に

翌年の４月から適用するように改正するものでございます。 

なお、令和３年度に期末手当支給率の引下げが実施されていました際には、条例本文を改正いた

しまして、年度当初の支給率にて支給した経過がございますが、今後につきましては、勧告の都度

本文を改正しなくてもいいように、給与表同様に附則に明記して対応することとしたいものでござ

います。 

 施行期日は交布の日からでございますが、令和５年１２月１日から適用ということといたしたい

と思いますが、よろしくお願いいたします。 

○議長（森田公明君） 説明が終わりました。
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 お諮りします。議案第７７号は会議規則第３９条第３項の規定により委員会への付託を省略し、

本日審議し即決といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 異議なしと認め、議案第７７号は本日審議することに決定いたしました。

議案第７７号 長和町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

についての質疑を行います。質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 質疑を終結し、討論を行います。討論ございますか。

（「なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 討論を終わります。

これより議案第７７号を採決いたします。議案第７７号を原案のとおり可決することに賛成議員

の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

○議長（森田公明君） 全員賛成。よって、議案第７７号は原案のとおり可決されました。

次に、１２月５日及び６日に一般質問を予定しておりますが、開議時刻を午前９時からといたし

たいと存じますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 異議なしと認め、一般質問につきましては、午前９時から開会いたします。

─────────────────────────────────── 

◎散会の宣告

○議長（森田公明君） 以上をもちまして、本日予定していた会議は終了いたしました。

会議を閉じ、散会といたします。

─────────────────────────────────── 

散        会   午前１１時１１分 
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議  事  日  程 

令和５年１２月 ５日 

午前 ９時００分 開議 

長 和 町 議 会 議 長 

日程第 １ 一 般 質 問 

   散 会 
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令和５年長和町議会１２月定例会（第２号） 

令和５年１２月５日 午前 ９時００分開議 
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開        議   午前 ９時００分 

─────────────────────────────────── 

◎開議の宣告

○議長（森田公明君） おはようございます。

長和町議会第４回定例会を再開いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

─────────────────────────────────── 

◎日程第１ 一般質問

○議長（森田公明君） 日程第１ 一般質問を行います。

通告順により、本日６名の一般質問を行います。

５番、田福光規議員の一般質問を許します。

田福光規議員。

○５番（田福光規君） 議長の許可を頂きましたので、一般質問を行わせていただきます。

私は、第１に、当町の奨学金貸付の現状と課題、第２に、当町の国民健康保険の現状と課題、第

３に、当町の介護保険の現状と課題、以上の３点について質問を行います。 

 なお、通告いたしました質問事項が多かったために、制限時間内に収まることが厳しい状況であ

ります。途中で割愛等調整を行ってまいりますので、よろしくお願いをいたします。 

第１に、当町の奨学金貸付けの現状と課題、給付型奨学金の新設等の提案についてであります。 

 日本の大学の授業料はこの３０年間で、国立大学は１．４倍になり、年間５３万５，８００円、

私立大学では１．５倍となり、文科系で年間９４万４，３２０円、理科系で年間１２９万４，１２

１円にも上昇しています。 

親の収入は、１９９６年をピークに４６万円減少し、大学生の約半数が奨学金を借りている状況

です。 

 日本学生支援機構の奨学金を受けると、ほとんどの人が金利を付けて返済するようになり、平均

の借入額は３２４万円、毎月の返済額は１万６，８８０円で、返済までに平均１５年かかっていま

す。社会人になると同時に３００万円のローンを背負い、返済が終わるのは４０歳近くになるとい

うことです。 

 日本学生支援機構の貸与型奨学金の総貸与残高は２０２１年度末で９．５兆円、国の予算の１０

分の１にまで膨れ上がっているという深刻な事態です。 

 本日、私は、以上の現状を踏まえて、当町の奨学金がさらに利用しやすく、教育の深い均等に役

立つよう、奨学金の改善充実を求めて質問を行います。 

 最初に、当町の奨学金の運用状況をお聞きします。当町の奨学金の基金総額、令和４年度末の貸

付中の金額、現金額をお聞きします。 

○議長（森田公明君） 羽田町長。
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○町長（羽田健一郎君） 皆さん、おはようございます。最初の、田福議員の御質問に答弁をさせ

ていただきます。 

奨学金に関する御質問でございます。 

 私の公約長和ネクストビジョンⅤで「心満たされる学びの環境づくりをすすめます」の一つとし

て奨学金返還支援制度の創設の検討を掲げさせていただいております。 

近年、急激に進む物価高騰は家計に大きな影響を与えておりますが、子供の教育資金の確保に苦

労している家庭は、お話があったように多く、そうした場合、奨学金制度の利用が選択肢となりま

す。 

奨学金には貸与型と給付型がございまして、給付型は制度が充実しつつありますが、依然として

ハードルの高いのが現状でございます。

県内の給付型奨学金を行っている状況を見ますと、地元出身者による育英基金などによるものが

多く、自治体で取り入れている場合は、非課税世帯、所得制限基準が厳しいのが現状でございます。 

 日本学生支援機構の調査によりますと、何らかの奨学金を利用している学生の割合は、大学（昼

間部）で４９．６％、そしてまた、短大、これも昼間部でございますけれども５６．９％と、こう

いうことになっております。 

 約半数の学生が、奨学金を利用している状況になりますが、当町においては現在、貸与型の奨学

金制度となってございます。このような学生を取り巻く環境を考えれば、当然、給付型の奨学金制

度が望ましいわけでございますが、私どもの町は、高校等通学費補助とか、給食費無料化など実施

している自治体が少ない事業を行っていることなど財政的な問題もございまして、給付型の導入は

大変厳しいのが現状でございます。 

 そこで、私といたしましては、給付ではなく償還の部分で支援制度を創設できないか検討をして

いるところでございます。 

 例えば、卒業後地元に戻った場合、地元企業に就職した場合などは、償還金の減額、免除を行え

ないかというものでございます。 

 ただし、長和町に居住した場合、途中で転出したらどうするか、地元企業に就職した場合、途中

で町外に転職した場合などの経過措置の基準設定、そして、地元企業の範囲など検討しなければな

らない課題が多くございます。 

 このことにつきましては、長和町奨学金貸付運用委員会にも協議に加わっていただきまして、奨

学金の返還支援制度の創設を行ってまいりたいというふうに考えております。 

また、奨学金の詳細につきましては、担当課長より答弁をさせていただきます。 

○議長（森田公明君） 笹井教育課長。

○教育課長（笹井佳彦君） 奨学金の基金総額、令和４年度末の貸付中の金額、令和４年度末の現

金額についての御質問でございます。 

まず、基金総額でございますが１億１，９２８万円でございます。次に、令和４年度末の貸付中
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の金額でございますが６，７７１万５，０００円。次に、令和４年度末の現金額についてでござい

ますが５，１５６万５，０００円になります。 

○議長（森田公明君） 田福議員。

○５番（田福光規君） 令和４年度末現在の償還継続件数、据置期間中の件数、貸付継続件数、償

還滞納件数をお聞きします。 

○議長（森田公明君） 笹井教育課長。

○教育課長（笹井佳彦君） 奨学金の件数に関する御質問です。

まず、令和４年度末現在の償還継続件数は３９件、次に、据置期間中件数が１７件、次に、貸付

継続件数が１５件、償還滞納件数３件という状況になります。 

○議長（森田公明君） 田福議員。

○５番（田福光規君） 令和４年度現在での貸付額別の利用者数をお聞きします。

○議長（森田公明君） 笹井教育課長。

○教育課長（笹井佳彦君） 貸付継続の件数についてでございますけども、７４件の貸付けを行っ

ております。 

 内訳につきましては、大学、短期大学及び専修学校の学生に対する月額４万円の件数が６５件、

高校、高等学校及び高等専門学校の学生に対する月額２万５，０００円が８件、そのほか合併前の

旧制度による、月額１万５，０００円が１件となっている状況でございます。 

○議長（森田公明君） 田福議員。

○５番（田福光規君） 過去５年間の新規の利用者数をお聞きします。

○議長（森田公明君） 笹井教育課長。

○教育課長（笹井佳彦君） 過去５年間の新規利用者数につきましては、令和５年度が３件、令和

４年度が７件、令和３年度が４件、令和２年度が１０件、令和元年度が７件という状況でございま

す。 

○議長（森田公明君） 田福議員。

○５番（田福光規君） 次に、長和町奨学金の貸与に関する規則についての質問を行います。

長和町奨学金の貸与に関する規則は、平成１７年の合併により長和町が発足した際に制定されて

います。その後、支給される奨学金額や支給基準についての見直しは行われていません。この間、

国立大学の授業料は据え置かれていますが、私立大学の授業料は、平均で約１０万円値上げされて

います。また、昨今の急激な物価上昇が、学生を抱えた家庭と学生の生活を直撃しています。 

 今年７月の奨学金貸付運営委員会でも、委員の方から規則の見直しが必要との意見が出されてい

ましたが、支給される奨学金額や支給基準等、規則の見直しを行う考えがあるのか、お聞きします。 

○議長（森田公明君） 藤田教育長。

○教育長（藤田仁史君）奨学金額や支給基準等、規則の見直しについての御質問でございます。

奨学金の見直しにつきましては、町長の答弁にありました奨学金返還支援制度の創設と併せて行



- 36 -

う必要があると考えております。議員御指摘のとおり、奨学金貸付運営委員会から、現在の物価に

合わせ、奨学金貸付額、所得基準、控除額等の規則の見直しの御意見を頂きました。 

 教育委員会としては前述のほか、償還の据置期間や償還年数などについても規則見直しの際に検

討してまいりたいと考えております。 

○議長（森田公明君） 田福議員。

○５番（田福光規君） 次の質問ですけど、規則の見直しの具体的なお願いを一つ行う予定でした

が、時間の関係で割愛いたします。 

述べたことは、一応見直しの際の参考にお願いしたいと思います。 

次に、（３）として、給付型奨学金の新設等の提案を行います。 

この提案を行う理由は第１に、この間の新規奨学生の伸び悩みでございます。 

この間の新規の奨学生は、２０１９年度が７名、２０２０年度が１０名、２０２１年度が４名、

２０２２年度７名、２０２３年度３名です。コロナ禍や経済背景を踏まえると、もっと多くの奨学

生希望があると思いますが伸びていません。その理由は、奨学金の返済の問題にあると考えられま

す。当町の奨学金は、利子はつかないため、有利子の奨学金より有利な奨学金だと思いますが、そ

れでも返済することは必要なため将来の返済を考えて、申請されないのではないかと思います。 

第２に、年度末の奨学金の現金額です。 

 令和４年度現金額は５，１５６万５，０００円であり、基金総額１億２，０００万円の４３％と

なっています。令和４年度の運用では、貸付額より回収額が２７３万円上回っており、基金の運用

が効率的にできなくなりつつあります。現在の基金の効率的な運用のために、新たな奨学金の新設

を提案いたします。 

第１の提案は、給付型奨学金の新設の提案です。 

下諏訪町では、真に支援が必要な低所得者世帯の方に対して、給付型の奨学金の支給を行ってい

ます。対象は、高等学校以上の学生で、条件は、第１に、高等教育で得た知識や技術を、将来的に

下諏訪町に戻り、その能力を発揮したい強い意志を持つなど向上心を有する者、第２に、下諏訪町

に１年以上居住し、現に生活の本拠を下諏訪町に有していること、第３に、住民税非課税世帯であ

ること（原則としますが、まずは御相談ください）とされています。 

 奨学金の金額は、高等学校、専修学校（中卒）が月額１万円、高等専門学校、専修学校（高卒）

から短期大学、大学が月額２万５，０００円でございます。住民税非課税世帯の条件をつけていな

い自治体もあります。 

以上を参考に給付型奨学金実施の検討を要望いたします。 

答弁をお願いいたします。 

○議長（森田公明君） 藤田教育長。

○教育長（藤田仁史君） 給付型奨学金の創設には財政面において課題がございますので、現段階

では考えていないというところでございます。まずは、町長の答弁にありました、償還の部分で支
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援制度を創設できないか検討をしてまいりたいと思っております。 

 また、長野県では親権者等が長野県内に居住をしていて、自宅外で修学している大学生等で、修

学の意欲と長野県へ様々な形で貢献しようとする意志を持つ方で、学術活動、文化芸術活動、ス

ポーツ活動などで実績があり、さらなる挑戦をしようとする方及び将来様々な分野で挑戦しようと

する意志を持つ方などを対象として、給付型の奨学金制度を設けてございます。例年１０月頃に募

集をしているようでございますので、御希望をされる方は長野県社会福祉協議会にお問合わせをし

ていただければというふうに思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（森田公明君） 田福議員。

○５番（田福光規君） 第２の提案は、奨学金の返還の支援助成金の提案でございます。

この制度は、立科町が行っている制度で、移住・定住の促進を図るため、立科町に転入して奨学

金を返還している人、または立科町出身者で町に住民登録されていて奨学金の返還をする人に対し

て、奨学金返還額の一部を補助する制度です。補助額は、申請年度内に返還した奨学金の額の３分

の２で、補助額の上限は年額１２万円とされています。今年７月の奨学金貸付運営委員会でも、委

員の方から、この制度の実施検討の意見が出されていました。ぜひとも、実施に向けての検討を要

望いたします。 

○議長（森田公明君） 藤田教育長。

○教育長（藤田仁史君） 先ほどの町長の答弁とも重なりますが、奨学金償還支援制度として、卒

業後地元に戻った場合、地元企業に就職した場合などは、償還金の減額、免除を行えないかという

ものでございます。ただし、長和町に居住した場合、途中で転出したらどうするのか、地元の企業

に就職した場合、途中で転職したような場合にはどうするかなど経過措置の基準設定、地元企業の

範囲など検討しなければならない課題が多くございます。このことにつきましては、議員御提案の

実施している他の自治体の制度も参考にしながら、町の財政部局などとも協議をしながら検討して

まいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（森田公明君） 田福議員。

○５番（田福光規君） ぜひとも、早急な検討と実施の具体化をお願いしたいと思います。

次に、質問の２つ目に入ります。

当町の国民健康保険の現状と課題、保険税の引下げの提案についてであります。

国民健康保険の平均保険料（１人当たり）は、政府の試算でも、中小企業の労働者が加入する協

会けんぽの１．３倍、大企業の労働者が加入する組合健保の１．７倍でございます。 

 高い保険料、保険税ですが、２０１８年度に管轄が都道府県化されて以降、毎年のように値上げ

されています。１１月９日の赤旗新聞の調査報道によりますと、２０２３年度の改定で、全国１，

７３６自治体の約３割の５０６自治体で値上げ、これはモデル世帯換算でございますが、となって

います。これは、都道府県化された２０１８年度の値上げ自治体５５９自治体以降、２番目の多さ
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となっています。 

 値上げのトップは大阪府で、２０１８年以降、各市町村の国保料（税）は年々値上げされ、５年

間で実に１５％から１８％も引き上げられました。大阪社保協の計算によりますと、給与所得２０

０万円（年収２９７万円の給与年収の方）の御夫婦２人、就学児童２人の４人世帯のモデル保険料

で、２０１８年度の３９万２，７０７円から２０２３年度は４９万４，９９８円と、何と６万２，

２９０円の値上げとなっています。同様に、所得２００万円の６５歳以上の年金生活夫婦２人世帯

では４万５，０００円、所得２００万円の未成年の子ども２人のシングルマザー世帯では６万１６

０円の値上げとなっています。 

 高過ぎる保険料（税）問題を解決することは、住民の暮らしと健康を守る上にも、国保制度の持

続可能性にとっても、社会の公平・公正を確保する上でも、重要な政治課題でございます。 

 私は、町民の暮らしと健康を守るために、昨今の物価の急上昇も踏まえ、当町が国保税の値上げ

を行わないこと、さらに引下げの可能性を求めて、町政をただしてまいります。 

第１に、２０１８年以降の、国民健康保険の会計収支の結果をお聞きします。 

○議長（森田公明君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 国民健康保険は、他の公的医療保険制度、いわゆる被用者保険あるいは

後期高齢者医療制度に加入をしていない全ての方を対象とした医療保険制度であり、制度創設以来、

国民の全てが、いつ、どこでも安心して医療が受けられる国民皆保険制度の中核を担い、地域医療

の確保や地域住民の健康の維持増進を図ってまいりました。 

 しかしながら、国民健康保険は、被用者保険に比べ年齢構成が高いことから医療費水準が高い、

一方、保険税負担能力が弱い方々の加入率が高く、保険税の負担率が高いという、こういう構造的

な問題を抱えております。 

 このような状況の中で、国民皆保険制度の、最後のとりで（セーフティーネット）である国民健

康保険の運営を安定化させていくことは、我が国の社会保障制度上、非常に重要であり、国は平成

３０年度から、都道府県が県内の市町村とともに国民健康保険の運営を担い、そして、財政運営の

責任主体と、こういうふうになりました。 

 当町におきましても、県とともに共通認識をもって安定的な財政運営や効率的な事業運営を図っ

ているところでございます。 

 御質問の２０１８年以降の国民健康保険特別会計の収支につきましては、担当課長から説明をさ

せていただきます。 

○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） それでは、私から、２０１８（平成３０）年度以降の国民健康保

険特別会計の収支状況について答弁をさせていただきます。 

 ２０１８（平成３０）年度の歳入合計８億１，９７７万９，０００円、歳出合計７億６，７３２

万６，０００円、差引残額５，２４５万３，０００円でございます。 
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 ２０１９（令和元）年度の歳入の合計でございますが７億７，５４７万２，０００円、歳出合計

７億４，８５９万８，０００円、差引残額でございますが２，６８７万４，０００円でございます。 

 同じく、続きまして、２０２０（令和２）年度の歳入合計でございますが７億６，３５２万８，

０００円、歳出合計でございますが７億３，６６７万９，０００円、差引残額２，６８４万９，０

００円。 

 ２０２１（令和３）年度の歳入合計でございますが８億３４７万７，０００円、歳出合計７億８，

９７７万４，０００円、差引残額１，３７０万３，０００円。 

 ２０２２（令和４）年度の歳入でございますが７億５，１４９万８，０００円、歳出合計ですが

７億３，９３３万２，０００円、差引残額１，２１６万６，０００円となっております。 

 ２０１９（令和元）年度でございますと、２０２２（令和４）年度には一部基金の取り崩しを行

いましたが、適正に運営ができているものと思っております。 

○議長（森田公明君） 田福議員。

○５番（田福光規君） 今年度の国民健康保険の会計収支の見通しについてお聞きします。

○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） 今年度の国民健康保険特別会計の収支の見通しについての御質問

ですが、保険給付費につきましては、昨年度と比較してほぼ横ばいの推移となる見込みでございま

す。 

 保険税収入につきましては、被保険者数の減少等によりまして、昨年度より５％から１０％減少

する見込みでございます。 

基金の繰入れにつきましては、昨年と同様の１，５００万円を予定しております。 

○議長（森田公明君） 田福議員。

○５番（田福光規君） ２０１８年以降の、国保基金額の推移とその評価、今後の目標等をお聞き

します。 

○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） 国民健康保険事業基金についての御質問ですが、２０１８（平成

３０）年度以降の各年度末の基金保有額は、２０１８（平成３０）年度末は１億１，１０８万３，

０００円、２０１９（令和元）年度末につきましては１億１，８０８万３，０００円、２０２０

（令和２）年度末現在では１億３，２０８万３，０００円、２０２１（令和３）年度末におきまし

ては１億４，６０８万３，０００円、２０２２（令和４）年度末におきましては１億３，８０８万

３，０００円となっております。 

 国民健康保険事業基金の目的は、国民健康保険事業の健全な運営を図ることで、使途としまして

は、国民健康保険保健事業費に不足を生じた場合の補填、国保の円滑な運営に必要な経費への充当

となっております。また、適切な保有額につきましては、平成３０年の国保制度改正前は、過去３

年間の保険給付費の平均額の約５％、これを計算してみますと、令和２から令和４年度の給付費の
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平均が約５億５，６１１万円で、その５％が２，７００万円程度となっております。 

 制度改正後は、基金保有額の目安は示されていない中、国保事業納付金や想定外の事態に備える

ために、どのくらいの基金を保有するかは市町村の判断に委ねられております。 

 現在は、長野県が財政運営の主体になっていることから、基金を備えておく必要は以前より低く

なってはいるとは思いますが、当町においては現在、県の保険税統一に向け毎年度国保税率の改定

を行う中、急激な保険税の増加とならないよう、また、国保事業納付金の変動等に対応するため、

ある程度の基金を保有することが必要がある中、現在の基金は１億４，４２８万３，６２４円と、

ある程度の基金を保有することができており、安定した国保運営ができているものと思っておりま

す。 

○議長（森田公明君） 田福議員。 

○５番（田福光規君） それでは、２０１８年以降の国保税、世帯当たりから１人当たりの推移を

お聞きします。 

○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。 

○町民福祉課長（藤田 孝君） 各年度の保険税調定額についての御質問ですが、２０１８（平成

３０）年度は、１世帯当たり１１万７，９６７円、１人当たり７万４，０７１円、２０１９（令和

元）度は、１世帯当たり１１万６，６３２円、１人当たり７万４，１７６円、２０２０（令和２）

年度は、１世帯当たり１１万６，２５０円、１人当たり７万４，７７９円、２０２１（令和３）年

度は、１世帯当たり１１万７，０９２円、１人当たり７万５，２９５円、２０２２（令和４）年度

は、１世帯当たり１１万５，２５０円、１人当たり７万５，５８０円となっており、２０２２（令

和４）年度を見ますと１世帯当たり、１人当たりの金額は、市町村の平均値より低い状況となって

おります。 

○議長（森田公明君） 田福議員。 

○５番（田福光規君） 県内の市町村の保険税水準の統一に向けて、当町が現在取り組んでいます

資産割額の段階的廃止についてお聞きします。 

 最初に、資産割の段階的廃止の進め方の説明をお願いします。 

 第２番目に、資産割の段階的廃止で、国保税が増えた世帯の割合と、その中で最も増えた世帯の

年間金額は幾らですか。 

 ３番目に、今後、資産割の段階的廃止を進める上で、国保税の増額にならないための費用の金額

をお聞きします。 

 また、その実施に向けての検討をお願いします。 

 答弁をお願いします。 

○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。 

○町民福祉課長（藤田 孝君） 保険税水準の統一に向けての資産割の段階的廃止についての御質

問で、１つ目の資産割の段階的廃止の進め方については、平成３０年度から県が市町村と協働で国
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民健康保険の運営を担い、県が財政運営の主体になった現在、同じ県内で同じ家族構成で同じ所得

であれば、同じ保険料があるべき姿と考えられる中、保険料算定方式において令和９年度までに資

産割を除く３方式に統一する方針が県より示されております。 

 資産割につきましては、株などの金融資産や他市町村で所有する資産は含まれないこと、固定資

産税との重複感などの不公平感があることより、全国的に廃止する流れとなっております。 

 当町におきましては、資産割の廃止による保険税減額分を、所得割、均等割及び平等割に割り振

りますが、毎年度、税率改定を行い、段階的に資産割を廃止していくことで、国保加入者の負担が

急激に増加しないよう配慮をしております。 

 ２つ目の資産割の段階的廃止で、国保税が増えた世帯の割合と、その中で、最も増えた世帯の年

間金額についての御質問ですが、単年度ごとの比較になりますが、令和３年度から令和４年度では

１，０２７世帯中３０２世帯が増額、最も増えた世帯の年間金額は８２万８，５００円ですが、こ

れは所得が大幅に増えたことによるものです。 

 同様に、令和４年度から令和５年度では１，０２４世帯中４３８世帯が増額、最も増えた世帯の

年間金額は４９万５，９００円ですが、こちらは世帯構成の異動によるものです。 

 今、申し上げたように、この比較につきましては各年度の賦課期日時点の保険税調定額の単純な

比較であり、年度途中の被保険者の異動や、それぞれの世帯の申告の有無を含めた所得申告状況は

加味はしておりません。 

 最後、３つ目の資産割の段階的廃止を進める上で国保税の増額にならないための検討についての

御質問ですが、令和４年度の実績から申し上げますと、歳入として、保険税収納額が１億２，５３

０万７，０００円、基金安定負担金、これにつきましては、低所得者等に対する保険税の法定軽減

額相当額を公費で補填するものですが、これが３，８２０万８，０００円で、歳入合計が１億６，

３５１万５，０００円となり、歳出の国保事業費納付金は１億７，５６９万４，０００円となって

おり、保険税で集めるべき納付額の不足額は１，２１７万９，０００円となります。 

 この不足額が、本来、保険税から徴収をしなければならない金額で、徴収した場合は、個々の状

況にもよりますが、保険税増額の要因となることから、令和４年度は、基金から１，５００万円を

繰入対応しております。 

 令和５年度につきましては、歳入として、保険税収納額は１億２，３９５万３，０００円、基金

安定負担金が３，９０４万４，０００円で、歳入合計が１億６，２９９万７，０００円となり、歳

出の国保事業費納付金は１億７，７４５万９，０００円で、差引きが１，４４６万２，０００円の

不足額を見込んでおります。今年度においても、基金から１，５００万円の繰入れを予定しており

ます。 

 今後も、令和９年度の賦課方式の統一化に向け、基金からの繰入を継続し、急激な変化を緩和し

た税率改定を行いたいというふうに思っております。 

○議長（森田公明君） 田福議員。 



 - 42 - 

○５番（田福光規君） ２０１８年以降の保険給付費、それから１人当たりの医療費（金額と県内

の順位）の推移をお聞きしたいと思います。 

○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。 

○町民福祉課長（藤田 孝君） 各年度の保険給付及び１人当たりの医療費（県内順位）について

の御質問ですが、２０１８（平成３０）年度は、保険給付費５億６，７７３万円、１人当たり医療

費３９万６，２３４円で７位、２０１９（令和元）年度は、保険給付費５億２，７１４万５，００

０円、１人当たり医療費３８万８，３７０円で２１位、２０２０（令和２）年度は、保険給付費５

億５，３２８万９，０００円、１人当たり医療費４１万５４０円で９位、２０２１（令和３）年度

は、保険給付費５億９，１１３万１，０００円、１人当たり医療費４４万３，１３３円で８位、２

０２２（令和４）年度は、保険給付費５億２，３９０万７，０００円、１人当たり医療費４０万４，

９１１円で２６位という状況になっております。 

○議長（森田公明君） 田福議員。 

○５番（田福光規君） 政府は国保の都道府県化に当たり、厚生省の国保運営方針策定要領ガイド

ラインを参考に、都道府県が国保の運営方針を定めることを義務付けています。長野県の国保の運

営方針では、保険料水準の統一をどのように進めていくのか、また、その達成目標や達成年度をど

のように定めているのかをお聞きします。 

○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。 

○町民福祉課長（藤田 孝君） 長野県の国保運営方針における、保険料水準の統一の進め方につ

いての御質問ですが、令和３年度から令和５年度までを対象期間とする国民健康保険運営方針にお

きましては、保険料水準の統一について市町村の平準化を進め、被保険者間の公平な負担による制

度の継続性を図る方針が掲げられています。 

 具体的な達成目標及び達成年度につきましては「長野県における国民健康保険運営の中期的な改

革方針（保険料水準等の統一に向けたロードマップ）」に記載がありまして、令和９年度までに資

産割を廃止すること、県が示す二次医療圏における標準保険料率に保険料を近づけるという方針が

示されています。 

 また、県が現在策定を進めている、令和６年度からの「長野県国民健康保険運営方針」これは現

段階では案でございますが、案の中で、県統一目標年度を令和１２年度とする予定でございます。 

○議長（森田公明君） 田福議員。 

○５番（田福光規君） 「長野県の国保料（税）の統一に向けたロードマップ」の案では、令和９

年度に向けた医療費の水準の統一方針の中で、医療費水準が高い二次医療圏・市町村に対して、保

険事業への取組の強化、二次医療圏の医療費分析・予防対策の関係者間の共有と、県民運動化の実

現に取り組むとしています。 

 県平均に対し、医療費水準が高い二次医療圏は、松本、上田、長野の３医療圏であります。我が

町も医療圏が高い、医療費水準が高い、医療費が高いということですけど、この方針に基づく取組
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を行いましたか、お聞きします。 

○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） こども・健康推進課と町民福祉課で連携して実施をしております

医療費適正化事業について答弁をさせていただきます。 

 医療費水準が高い、上田医療圏における保険事業への取組等につきましては、最初に、診療報酬

明細書の資格及び内容点検として、資格に過誤のある請求については、不当利得等の請求を行って

います。 

また、診療内容に疑義のあるレセプトは、再審査への請求を実施しております。 

 医療費通知の発行といたしまして、診療を受けた被保険者に対し、医療機関や費用額等を記載し

た通知を発行し、送付をしております。 

後発医薬品利用差額通知の発行といたしまして、調剤を受けた被保険者に対し、ジェネリック医

薬品に切り替えた場合の自己負担軽減見込額の御案内をさせていただいております。 

 第三者行為の返還請求として、第三者行為による傷病で受診した被保険者に対し、保険給付の損

害賠償請求を実施しております。 

 適正服薬指導、これは県事業と連携をしておりますが、令和４年度より上小薬剤師会と連携し、

重複薬等対象者に対し、薬剤師による薬学指導を実施しております。 

 生活習慣病関連被保険者等への積極的介入といたしまして、健診の受診勧奨、健診時の丁寧な個

別保健指導、糖尿病性腎症重症化予防、精密検査となった方への受診勧奨などを行っております。 

 以上の内容につきまして、県と連携しながら保険事業を強化することによりまして、医療費水準

を抑える取組を行っております。 

○議長（森田公明君） 田福議員。

○５番（田福光規君） 当町の１人当たりの医療費が、県内順位が、２０２０年の９位、２０２１

年の８位から２０２２年２６位に低下した理由は、何だと考えていますか。また、今後の医療費の

引下げに向けての取組についてお聞きします。 

○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） １人当たり医療費についての御質問ですが、２０２０（令和２）

年度及び２０２１（令和３）年度において、１件当たり５００万円を超える高額請求を複数件確認

しており、いずれも生活習慣病によるものです。２０２２（令和４）年度においては、さきのよう

な高額レセプトがなく、結果として、１人当たりの医療費が下がったものと思われます。当町を含

む小規模町村におきましては、人工透析等の高額医療費の発生により、１人当たり換算の医療費が

大幅に変動するための結果と見られます。 

 今後の医療費の引下げに向けた取組につきましては、先ほど答弁をさせていただいたとおり、医

療費適正化事業を確実に実施していくことが、医療費の抑制につながるものと思っております。 

その中でも、健診受診者に比べ、未受診者の方が医療費が高い傾向にあります。健診を受診する
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ことで、生活習慣の見直しや疾病の早期発見・早期治療につながり、医療費の抑制となることから、

さらなる健診の受診勧奨に力を入れてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（森田公明君） 田福議員。

○５番（田福光規君） 「長野県の国保料（税）の統一に向けたロードマップ（案）」では、二次

医療圏の統一・応益割の水準の平準化の達成を令和９年度としています。上田二次医療圏で、二次

医療圏の統一・応益割の水準の平準化の達成に向けての当町の課題についてお聞きします。 

 特に、保険税の引上げにつながる危険はないでしょうか。あれば、その対応策についてお聞きし

ます。 

○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） 二次医療圏の統一につきましては、当町が属する上田地域が県平

均以上の医療費水準であることから、各市町村の医療費指数を反映する国保事業費納付金が算定さ

れています。これにより、当町の医療費が上がることが、国保事業費納付金も上がることに直結す

るため、保健事業の取組強化が課題となっております。医療費の平準化が図られ、医療費指数を二

次医療圏で統一できれば、国保事業費納付金の算定額の安定が図られるものと思っております。 

 応益割水準の平準化につきましては、令和９年度までに、市町村の応益割保険料を、県が示す標

準保険料率に近づける方針が打ち出されております。中・長期的な国保の財政運営の安定化の観点

より、県内いずれの市町村においても、応益割保険料の低い市町村は、一定程度の引上げが必要に

なるものと思われます。 

 当町におきましても、県の示す標準保険料率及び二次医療圏の他の自治体と比較して、応益割は、

低い状況から一定程度の引上げを検討しなければならない状況にありますが、急激な負担増となら

ないよう検討してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（森田公明君） 田福議員。

○５番（田福光規君） 急激な負担増にならないように、一般財源の基金への繰入等計画的に実施

をお願いしたいと思います。 

国保の最後の問題です。 

高い国保税が家計を圧迫している中、さらに、昨今の急激な物価高が家計を直撃しています。 

松本市では、昨年、国保税の引下げを実施しました。具体的には、所得割を９．１％から８．

１％に、平等割を２万２，７００円から２万１，７００円に、それぞれ引き下げました。市民の強

い要望に応えたものとお聞きしています。同様に、上田市でも国保税の引下げを実施いたしました。 

当町でも、町民の厳しい生活状況を踏まえて、引下げの検討を要望いたします。 

○議長（森田公明君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 国民健康保険税の引下げについての御質問でございますが、当町の国民

健康保険税につきましては、今後も少子高齢化や過疎化の進行による被保険者の減少が見込まれる

中、国民健康保険制度の維持、可能性を図ることから、現在、長野県における国民健康保険運営の
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中期的改革方針に従いまして、令和９年度までに、原則、二次医療圏での医療費指数の統一と、応

益割額の標準化を目指すことから、令和３年度の国民健康保険税分より、段階的に資産割額を廃止

をしまして、資産割額分を所得割額、そしてまた均等割額、平等割額に振り分けるための税率改定

を行っております。 

 税率改定につきましては、基金からの繰入金も検討しながら、急激な負担増とならないよう、今

後も国民健康保険運営協議会へ諮りながら対応していきたいというふうに思っております。 

○議長（森田公明君） 田福議員。

○５番（田福光規君） くれぐれも町民に対する負担が急激に増えないように計画的な対応をよろ

しくお願いいたします。 

質問の大きな３つ目です。 

当町の介護保険の現状と課題、保険料の引下げの提案についてであります。 

介護保険制度は、２０００年４月に開始され、来年の４月で２４年を迎えます。 

国会で介護保険法が可決された１９９７年、介護の社会化によって解消するという理念に、多く

の国民が期待を寄せており、世論調査で国民の８割が介護保険制度の導入を支持していました。 

 しかし、介護保険の２０余年は、自公政権による社会保障費の削減路線により、この制度が抱え

ていた矛盾が一層拡大しています。 

それは上昇する保険料や利用者負担によって思うようにサービスが利用できなくなっていること、

サービス選択・利用に地域格差があること、介護老人保健施設は原則、要介護度３以上からの入所

というように、どこで生活したいのか、施設か在宅かを選べない状況であること、さらに深刻な問

題は、介護サービス提供を行う介護労働者が不足していることなどが指摘されています。 

 私は、多くの問題と課題を抱えた介護保険について、当町の現状と今後の課題についてただして

まいります。 

 最初に、第８期の介護保険事業計画、２０２１年度から２０２３年度までの計画と実績について

お聞きします。 

 当町の要介護・要支援の認定者数と認定率の推移について、計画での予想と実績についてお聞き

します。 

○議長（森田公明君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 介護保険制度は、高齢化や核家族化の進行、そしてまた、介護離職問題

などを背景に、議員がおっしゃるとおり、介護を社会全体で支えることを目的として２０００年に

創設をされました。 

 そして、今では、介護を必要とする高齢者やその家族を支える制度として、日本において重要な

社会保障の一つとして定着をしております。 

 また、介護保険制度では、各市町村が介護保険事業計画を、介護保険法の基本理念を踏まえまし

て、地域の要介護者等が、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、介
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護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を計画的に実現するために定めたものであり、３年に一度、

策定がされてございます。 

 当町においても現在、「住み慣れた地域で支え合い、自分らしく安心して暮らし続けられる地域

社会の実現を目指して」と基本理念を掲げた第８期の介護保険事業計画の評価を行いまして、第９

期の介護保険事業計画の策定を進めているところでございます。 

 議員の御質問の要介護・要支援の認定者数と認定率の推移につきましては、担当課長より答弁を

させていただきます。 

○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） それでは、私より、要介護・要支援の認定者数と認定率、認定率

につきましては６５歳以上の人口に対するもので、認定率の推移について答弁をさせていただきま

す。 

 第８期の計画における予想と実績についてですが、令和３年度の認定者数の予想は５１８人、実

績は５０７人で認定率２０．３４％、令和４年度の認定者数の予想は５１７人で、実績は４９２人

で認定率１９．９５％、令和５年度におきましては、１０月末現在の実績になりますが、認定者数

の予想は５０２人、実績は４７２人で認定率は１９．１２％で、以上のことから、第８期において

は、認定者数、認定率は減少をしております。 

○議長（森田公明君） 田福議員。

○５番（田福光規君） 時間の関係で、次の②の質問は割愛させていただきまして、③の質問に飛

ばしていただきます。 

③ですね。介護保険給付費全体の計画と実績、その特徴についてお聞きします。

○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） 介護保険給付費全体の計画と実績についてですが、第８期の令和

３年度の計画では、９億２，９７６万８，０００円に対し、実績では９億５，５４７万３，０００

円で、２，５７０万５，０００円の増加、令和４年度の計画では９億３，２７９万円に対して、実

績は９億１，３８４万９，０００円で、１，８９４万１，０００円の減少、令和５年度については、

今のところ、令和４年度同様に減少傾向になっております。 

 計画に対する実績についてのその特徴としましては、在宅サービス──通所、訪問系サービスで

ございますが、在宅サービスの増減が影響をしており、施設サービスについては、ほぼ計画どおり

の実績となっております。 

○議長（森田公明君） 田福議員。

○５番（田福光規君） 第７期に比べ、第８期の２０２１年度、２０２２年度の介護保険給付費が

減少していますが、その理由は何だと考えていますか。 

○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） 第７期に比べ、第８期の２０２１（令和３）年度、２０２２（令



 - 47 - 

和４）年度の介護給付費についてですが、７期の最終年度の２０２０（令和２）年度の介護給付費

は９億５，８３１万８，０００円で、第８期の２０２１（令和３）年度の介護保険給付費は９億５，

５４７万３，０００円で、２０２０年（令和２）年度と比較して２８４万４，０００円の減少とな

っております。 

 第８期の２０２２（令和４）年度の介護保険給付費は９億１，３８４万９，０００円で、２０２

０（令和２）年度と比較して４，４４６万９，０００円減少しており、２０２３（令和５）年度に

おいても、１０月現在ではありますが、減少傾向が続いております。 

 介護給付費が減少している理由ですが、第１号被保険者の減少、認定率の低下が主な要因と思わ

れます。第８期介護保険事業計画では、先ほども述べましたが、介護予防・重度化予防を重点に置

き、事業を実施しており、その成果が現れたものと考えております。 

 なお、担当係では、医療や介護サービスを利用していない高齢者の実態把握のための訪問事業や

関係機関との定期的な情報共有を行い、サービスが必要な方には必要なサービスが提供される体制

の整備も併せて行っております。 

○議長（森田公明君） 田福議員。 

○５番（田福光規君） 令和４年度の財政白書に介護保険の収納率が低下していると記載されてい

ますが、その原因と対応策についてお聞きします。 

○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。 

○町民福祉課長（藤田 孝君） 介護保険料収納率が低下していることについての御質問ですが、

令和４年度の収納率が９８．７％で、令和３年度の収納率が９８．９％となっており、０．２％の

減少となっております。 

 令和４年度は、２４名の方が滞納しております。内訳としましては、過年のみが５名、過年と現

年のみが７名、現年新規が１２名となっております。その原因につきましては、介護保険制度につ

いての理解が得られず、過年度滞納者が固定化されてきておりますことが主な原因と考えられます。 

 対策につきましては、未納通知に、介護サービスを受ける必要が生じた場合に自己負担額が増え

てしまうことや、高額介護サービス費が受けられないことを記載したり、当町は、独居高齢者高齢

者のみの世帯が他市町村と比較して多いことから、大型連休等──５月、お盆、年末年始等を含め

て、大型連休等の前に未納通知を送り、帰省する御家族にも目に留まるように、タイミングも考え

未納通知等をお送りをしているところでございます。 

○議長（森田公明君） 田福議員。 

○５番（田福光規君） 時間の関係で最後の質問に飛ばさせていただきます。 

 最後に介護保険料の引下げを提案させていただきます。 

 当町の介護保険料の基準額は──月額ですが、２０００年から２００３年の第１期の２，３２８

円から、第７期を除いて毎回引き上げられ、第８期も３００円引き上げ、現在６，０００円となっ

ています。 
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 これは、第１期の２．６倍にもなります。第８期の県の平均は５，６２３円。近隣の自治体は、

上田市が５，９０２円、東郷市５，５５０円、青木村６，０００円、坂城町５，０００円であり、

当町は、高い自治体となっています。 

 令和４年度の財政白書でも、第１号被保険者の大半は年金収入のみであり、収納未収額が増加、

不納欠損額があると、記載されているように、大きな問題になっています。 

介護保険料の引上げが町民の暮らしに大きな影響を与えています。 

 このような状況に鑑みて、町民の暮らしを守るために、来年度から開始する第９期介護保険事業

計画での介護保険料の引下げの検討を要望いたします。 

○議長（森田公明君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 第９期における介護保険料の引下げについての御質問でございますが、

今までも、計画策定に当たりまして、年金収入のみの高齢者の皆様に配慮し、給付費を抑えつつ、

基金を繰り入れ、介護保険料を抑える計画、対応を実施をしてまいりました。 

 現在、認定者及び給付費を減少しつつございますが、基金からの繰入れをしても、介護保険料を

引き下げることは大変厳しい状況でございます。 

 しかし、第９期介護保険事業計画の策定を進める中で、介護保険料につきましては、低所得者へ

の配慮として保険料の所得段階の現状の１０段階から１３段階まで設けるなど、今後、介護保険事

業計画策定委員会、また、介護保険運営協議会におきまして、低所得者への配慮等について、委員

さんの御意見をお聞きしながら介護保険料を決定をしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（森田公明君） 以上で、５番、田福光規議員の一般質問を終結いたします。

ここで１０時１０分まで休憩といたします。

休        憩   午前１０時０２分 

─────────────────────────────────── 

再        開   午後１０時１０分 

○議長（森田公明君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

９番、渡辺久人議員の一般質問を許します。

渡辺久人議員。

○９番（渡辺久人君） 本日、私は、東京農業大学について、依田窪病院の医師の働き方改革につ

いて、デマンド交通について、以上３点質問を行います。 

最初に、「東京農業大学山村再生プロジェクト」の検証についてです。 

 羽田町長は、５期目も、２年目は経過しました。町長は、この２年間を評価し、後半の２年に挑

んでいることと思います。 

２年前の１２月の一般質問で、私は、町長の公約について具体的な施策をお聞きしました。 

公約の８番目の宣言で、心通う官学連携に取り組みますと宣言し、産官学連携による町づくり、

未来を担う子供たちの道しるべとなる活動を進めますと公約しています。 
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 そこで、具体的に、どこの企業、大学とどのような内容で連携し、子供たちの道しるべを創造し

ていくのか、お伺いしました。 

 町長の答弁では、明治大学、東京農業大学、信州大学、長野大学、女子美術大学など、長い歴史

の中で官学連携によるまちづくりを進めてきました。 

 具体的には、鷹山黒耀石原産地等に係る明治大学、地域再生・担い手育成教育、伝統文化維持・

発展、地域特産物の増産などを目的とした東京農業大学山村再生プロジェクト事業、アートによる

長和町活性化事業として女子美術大学との連携を挙げられ、今後は町と大学とのシナジー効果を検

証し、より確かな連携強化を進めることにより、未来を担う子供たちの道しるべとすべく、さらに

進化した取組に努めてまいりたいと考えておりますと答弁しております。 

 そこで今回、私は東京農業大学との官民学連携に言及して、事業の効果や課題について質問をい

たします。 

 最初に、東京農業大学、食料環境経済学科との交流の始まりから山村再生プロジェクト事業に至

るまでの交流の内容と、山村再生プロジェクト事業とはどのようなものか、また包括教育連携協定

を締結していますが、その協定の内容はどのようなものか、お伺いします。 

○議長（森田公明君） 羽田町長。 

○町長（羽田健一郎君） 東京農業大学のつながりは、長和町合併の平成５年から交流が始まった

ものでございます。 

 当初は、ゼミ研究室と旧長門町の林業後継者グループとの森林体験交流、また大学祭での特産品

の販売交流が行われたことが始まりでございました。 

 当時のゼミ担当教授が旧長門町出身の立岩氏でありまして、大学と長和町との交流が続いてまい

りました。 

 その後、山村再生プロジェクトがスタートし、さらに包括教育連携協定を締結して、現在まで事

業に取り組んでいるところでございます。 

 山村再生プロジェクトまた包括教育連携協定の内容等につきましては、担当課長より答弁をいた

しますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。 

○産業振興課長（中原良雄君） 先ほど、町長からの答弁にもありましたとおり、東京農業大学と

は森林体験交流、また大学祭での特産品販売から交流が始まったものでございますが、その後、東

京農業大学、国際食料情報学部、食料環境経済学科におきましては、平成２０年度に文部科学省の

支援事業である質の高い大学教育推進プログラムに応募し、事業が採択されたことから、山村再生

プロジェクトとして取組が行われてまいりました。 

 事業実施期間は平成２０年１１月から平成２３年３月までで、平成２２年度で文部科学省の補助

事業は終了となりましたが、大学の教育として２年半という期間では十分な成果を実現し、また定

着させるには期間が短過ぎる感もあったことや、さらなる躍進を目指して、平成２３年度からは東
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京農業大学と長和町の共同プロジェクトとして再スタートをし、現在に至っているところでござい

ます。 

 包括教育連携協定につきましては、町といたしましても、東京農大の取組に対し、包括的な連携

が必要と考えまして、平成２０年１１月２５日付で、東京農業大学と長野県長和町との連携協力に

関する協定書を結んだものでございます。 

 協定書の内容としましては、地域再生・活性化の担い手育成教育の実現のため、伝統文化の維

持・発展、地域再生、地域農業の振興等、様々な分野において相互に協力することを目的としてお

ります。 

 次に、協力事項としまして、地域再生・活性化の担い手育成教育のための連携事業、伝統文化の

維持・発展のための連携事業、遊休荒廃地再生のための連携事業、地域特産品増産のための連携事

業、そのほか両者が協議して必要と認める連携事業に両者は協力するとなっております。 

 有効期限につきましては、当初は協定締結の日から平成２３年３月までとなっておりましたが、

いずれからも改廃の申入れがない場合はさらに１年間更新するものとの記載によりまして、これま

で特段の申入れもなく今日に至っており、現在も協定書の効力は有している状況でございます。 

○議長（森田公明君） 渡辺議員。 

○９番（渡辺久人君） 次の質問です。 

 平成２０年に東京農大山村再生プロジェクトが文科省の質の高い大学教育推進プログラムに指定

され、農大生が長和町を訪れ、農地再生や伝統文化交流、町民との交流を開始しました。 

 質の高い大学教育推進プログラムの平成２０年度文部科学省の予算総額は８６億円で、農大でも

２年間大学予算を長和町で消費しています、その金額を御存じでしょうか。また、コロナ前まで滞

在した延べ学生等の人数は何人か、また事業の目的である農地再生や伝統文化交流、町民との交流

は具体的にどのようなことを行われたのか、お伺いします。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。 

○産業振興課長（中原良雄君） まず、質の高い大学教育プログラムの実施に係る金額につきまし

ては、実施主体が東京農大であるため、東京農大に確認をさせていただきまして、分かる範囲で回

答を頂くことができました。 

 現在、把握できるのは３か年の補助金交付額のみとのことでありまして、そのうち、どれだけ長

和町で使用した経費に限った集計はできないとのことでありますが、平成２０年（２００８年）は

１，４４１万２，０００円、平成２１年（２００９年）は１，８９８万６，０００円、平成２２年

（２０１０年）は１，８００万円、合計で５，１３９万８，０００円であるとのことです。 

 次に、コロナ前まで滞在した延べ学生等の人数につきましては、質の高い大学教育プログラムと

して実施しました平成２０年度から平成２２年度までが５３１名、山村再生プロジェクトに移行後

からコロナ前の令和元年度までが２，２６４名となっておりまして、合計で２，７９５名となって

おります。 
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 このほかにも、東京農大で実施した国際交流活動、フィールド研修、都市農村交流、卒業生交流、

丸子修学館との連携等で、大勢の皆様に来町していただいているところでありまして、数値的な集

約はできておりませんが、実績として数えられるところでございます。 

○議長（森田公明君） 渡辺議員。

○９番（渡辺久人君） 次に、平成２３年から大学独自の取組として山村再生プロジェクト事業が

展開され、長和町の予算も支出されています。予算の内訳と今年度までの総額はどれほどか、この

予算には特産品の開発費も含まれているのでしょうか、お伺いします。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。

○産業振興課長（中原良雄君） 交通費と宿泊代、特産品開発に係る支出も含めまして、東京農業

大学に係る事業費の支出の合計でございますが、町においては学生の往来等に要する費用補助とし

て、参加人数の２泊分、単価５，０００円を算出基礎として、東京農業大学活動支援補助金を交付

してございます。 

 この活動支援補助金は平成２３年度より交付してございますが、令和５年度までの見込みで、約

２，０９９万円でございます。 

 そのほか、山村再生プロジェクトに係る支出、域学連携地域づくり支援事業に係る支出、また山

村再生プロジェクト拠点施設の整備等に係る支出を合わせますと、平成２０年から令和５年の見込

みまで含めまして約７，０００万円を超える支出をさせていただいております。 

 経費としてカウントはしてございませんが、この事業費のほかに、農大生の研修時には町の産業

振興課農政係を中心に、毎回２名から３名の職員がサポートをしております。 

○議長（森田公明君） 渡辺議員。

○９番（渡辺久人君） 長和町の特産品を開発する企画に、長和町は地方創生事業で令和元年まで

実施してきました。特産品として、これまで開発・生産、販売された物品はどのようなものか。物

品ごとの開発経緯、販売経路、売上額等お分かりでしょうか。また、特産品開発の現在の状況はど

うなっているのか、お伺いします。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。

○産業振興課長（中原良雄君） 特産品につきましては、東京農大で「旧長門のトマト」を復活さ

せ、「長和のトマト」としまして、年間８００本程度製造してございます。 

農大収穫祭、都内百貨店で複数回開催される出張農大フェアでの販売、マルイ中野店が主催する

イベントへの出店により、長和町の情報発信を含めて販売活動を行っており、令和４年度において

は約３５万円の販売実績があった状況でございます。 

 特産品といたしましては「長和のトマト」のみの状況でございますが、令和５年度は８月及び９

月の実習に併せて、活性化施設「蔵」におきまして、町内産の加工トマトを用いて、１５０グラム

瓶８００個を製造しており、１１月以降に販売することを計画しているとのことでございます。 

販売方法につきましては、製造・販売量が限られているため、東京など他の都市での販売を展開
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し、大学生の手づくりによる「長和のトマト」の販売を行い、販売の際には消費者へのパンフレッ

ト配布も同時に行うなど、長和町の情報発信を行う計画であるとのことです。

また、これまでに「こうじいらず味噌」と池田さんが栽培する南蛮を用いて「池田南蛮味噌」を

試作し、平成２８年からは商品化を目指す取組や、東京農大で乳酸菌研究を行っている教授を中心

に長和町で採取した乳酸菌を培養し、地域野菜や山菜を活用しながら、木曽地方のすんき漬けのよ

うな漬物を開発・試作する取組も実施いたしました。 

 しかし、町内事業者の事情や生産コスト等から、現状において商品化には至っていない状況でご

ざいます。 

 町といたしましては、長年支援をしてまいったわけでございますが、何か一つでも地域の産業振

興につながる特産品として成果が現れるよう期待してきましたので、商品化に至っていない状況は、

非常に残念に思うところでございます。 

 先ほどの答弁でも申し上げましたが、特産品開発を含めて、東京農大に係る事業に７，０００万

円を超える支出を行ってまいりました。 

 東京農業大学との連携に予算を充てることはよいことであると考えておりますが、主立った成果

がないことにつきましては、しっかりと反省をしてまいりたいと考えております。 

 また、連携事業に取り組むに当たり、東京農業大学が目指す方向と町が考える方向が、必ずしも

同じではなかったのではないかと思われます。 

 こうした点をしっかり検証し、また、現在の先生方としっかり意思疎通を図りながら、今後、取

り組んでまいりたいと考えております。 

 なお、このほかにも、東京農大と長和雑穀研究会が連携し、アマランサス、エゴマ油、キヌアの

機能性、健康食品の試験栽培や機械化試験を行って、事業を推進してきた経過や長和のよいところ

のＰＲに役立てようと、長和のかるたを作成し、販売しているほか、学生が町内のペンションを実

際に訪れて取材を行い、学生視点で企画、発行をいたしました長和町のペンションマップが完成し、

今年度、農大収穫祭等で配布を行ってございます。 

○議長（森田公明君） 渡辺議員。

○９番（渡辺久人君） ７，０００万円かけたということなんですけれども、その効果が出ていな

いという答弁だったと思います。 

次の質問です。 

 耕作放棄地と伝統文化の再生を学生による地域活性プロジェクトの一環として、町内で実習を行

っていますが、その圃場についての質問です。 

実習圃場の所在地と面積、所有者と管理区分、現在の圃場の状況、何を生産しているのか、お伺

いします。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。

○産業振興課長（中原良雄君） 現在、東京農業大学と山村再生プロジェクトの実習圃場の所在地
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でございますが、長久保１３区の南側に位置する大石地積の農地、合計で２１筆２万４，６３８平

米を長久保芹沢圃場として利用をしております。 

 農地の所有者は全て個人所有でありまして、東京農大が借受けをして管理が行われてきた状況で

す。 

 圃場の状況でありますが、東京農大が獣害防止柵を面的に設置して管理している農地が８，７０

９平米あり、そのうち、２，４７６平米に立岩和紙の原料となる楮が植えられております。夏場の

実習で除草や葉かき作業を行い、２月実習で刈取り作業を実施しておりますが、それ以外は棚田の

湧水による湿害の影響などにより管理ができていない状況でございます。 

 このほかに、質の高い大学教育推進プログラムの実施に当たって、圃場の中段から下段に位置し

ます農大生が遊休荒廃地を再生してクルミの苗の定植を行った農地や、水稲栽培を行って管理して

きた農地がございますが、こちらも管理ができていない状況でございます。 

 このことは、東京農大の現地指導員と状況を共有し、実習時の対策を実施、また検討している経

過がございます。 

○議長（森田公明君） 渡辺議員。

○９番（渡辺久人君） 管理できていないとの答弁で、長年、私も見た感じ実習されていないのか

なと思ったわけですけれども、主の目的である農地再生ができていない状況だと思います。 

 当初、この工事については、農業委員さんが一帯の所有者に承諾いただき、町が借入れ実習が開

始されたと聞いております。町が管理すべき圃場と思いますが、管理者は町か大学か、どちらでし

ょうか、お伺いします。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。

○産業振興課長（中原良雄君） 先ほど答弁させていただきましたが、東京農大が個人の所有者か

ら借受けをして実習、また管理が行われてきた経過がございますので、農大が借り受けている以上、

適正な管理をしなければならないことは当然であると考えますので、適正な管理を行っていただく

よう東京農大に申入れを行っているところでございます。 

○議長（森田公明君） 渡辺議員。

○９番（渡辺久人君） 私も自分の耕作地が近くにあるんで時々通ってみるんですけども、最近、

確認のために圃場の上の上段まで行ってみました。上段のほうは管理されているかなという状態で

したけれども、下段のほうが葦が生い茂って、大分農地再生はできていないのかなと、そんなふう

に思います。 

 元の圃場に戻すにはかなりの時間と労力が必要ですが、この圃場で実習を再開する予定はあるの

でしょうか、またできるのでしょうか、大学と話合いはできているのか、結論はいつ出すのでしょ

うか、お伺いします。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。

○産業振興課長（中原良雄君） 先月１１月上旬に東京農業大学を訪問いたしまして、担当教授と
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次年度に向けた意見交換を実施してまいりました。 

 大学との話合いでは、現状の課題や今後の取組などの話合いをさせていただきましたが、実習圃

場である芹沢圃場については、地元から農地管理について適正な管理の要望を受けていることをお

伝えするとともに、令和元年の災害による実習圃場の耕作条件の悪化や、新型コロナウイルス感染

症による中断の影響もあり、圃場の除草作業については、町の支援だけでは管理が追いつかず苦慮

している状況にあることを説明させていただいたところでございます。 

 芹沢圃場の活用につきましては、東京農大といたしましても立岩和紙の原料となる楮の栽培面積

の拡大を図りたいとの意向もございますので、山村再生プロジェクトの取組の目的との整合性等も

検証しながら、活用の在り方について検討を進めていただくよう働きかけていきたいと考えてござ

います。 

 結論をいつ出すのかとのことでございますが、東京農大が圃場を借り受け、実習を行っておりま

すので、管理できず荒れた状態であることは山村再生プロジェクトの意義、目標に逸脱していると

も考えられますので、できるだけ早い段階で方向性が示せるよう、働きかけを行ってまいります。 

○議長（森田公明君） 渡辺議員。 

○９番（渡辺久人君） もし実習ができなくなった場合、町はこの圃場をどうするのか、所有者に

どう説明をするのか、お伺いします。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。 

○産業振興課長（中原良雄君） 東京農業大学が実習できないとなった場合は、借受者が圃場に戻

してお返ししていくことが当然ではないかと思われますので、協定を結んでいる町として指導、依

頼をしてまいります。 

○議長（森田公明君） 渡辺議員。 

○９番（渡辺久人君） ちょっと質問が執拗になるかと思いますけれども、結論が出るまで、町あ

るいは大学でしっかり管理していただけるでしょうか、お伺いします。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。 

○産業振興課長（中原良雄君） 圃場につきまして、東京農業大学がしっかり管理していくことは

先ほど申し上げたとおりでございますので、町としましても引き続き優良農地となるようしっかり

協議を行い、努力してまいりたいと考えております。 

○議長（森田公明君） 渡辺議員。 

○９番（渡辺久人君） 農地の管理のことに、執拗にちょっと質問をしてきましたけども、大学と

協議と答えているだけで実行されていないような気がします。来年の春からは、ぜひ農地再生を町

の責任で行っていただきたいと思っています。 

 次に、平成４年から交流が始まって以来３０年余りが経過しました。官民学交流として経済面、

文化面など、町はこの東京農大山村再生プロジェクトの効果をどのように評価しているか、町と大

学とのシナジー効果は検証できたのか、コロナ禍によって停滞してしまっている感がありますが、
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今後、より確かな連携強化をどう進めるのか、町長にお伺いします。 

○議長（森田公明君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 東京農業大学におかれましては、長和町全体を実習のフィールドとして

活用していただき、学生、住民、地域の団体、また行政等との協働により、遊休荒廃地の再生、そ

して、また自然資源保護・活用、歴史資源の活用、伝統文化活用、食文化活用、地域再生プランニ

ング等の様々な実習を展開をしていただいておるところでございます。

この山村再生プロジェクトにつきましては、お話ございましたように約１５年近く取り組んで行

ってきましたが、町内宿泊施設の利用、そして、また町内の団体や地域住民との交流、地域活動へ

の参加など、この人的な貢献や交流人口の創出におきましては一定の成果があったと考えられます

が、町内農業者や事業者の事業化や所得向上、あるいは地域課題解決の新たな担い手の発掘や育成

面においては、実現できていない状況であるというふうに考えております。 

 山村再生プロジェクトの根幹といたしましては、東京農業大学ブランドにて長和町の特産品を開

発するとともに販売経路を確立し、売れる特産品としての地域の皆さんが生産できる体制ができる

ことを目的とした経過でございます。 

 町は大きく期待と希望を持って対応してまいりましたが、目立った成果がないことは課長から申

し上げたとおりでございます。 

 町といたしましても、地域活性化のため、東京農業大学教育支援協議会の皆様から支援、協力を

頂いてきたところでございますが、提案やアイデアが具体性や現実性が乏しいこと、また実習も決

まった内容になってしまっており、課題解決の時間が取れないことなどにより、事業化に至ってい

ない状況でございます。 

 また、山村再生プロジェクトの活動の一環として、単に学生を労働力として圃場作業に従事させ

ている事例もあり、事業の趣旨とは少しかけ離れた状況も見受けられたところでございます。 

 こうした実習の現状、また地域の課題解決の面で主立った成果がないことにつきましては、私と

しても町民の皆様におわびを申し上げますとともに、しっかりと反省をしてまいりたいというふう

に考えておるところでございます。 

 今後の東京農業大学との連携につきましては、こうした反省を踏まえ、今までの連携の在り方を

見直すとともに、東京農業大学、また町にとってもメリットにつながるような取組としてまいりた

いというふうに考えておるところでございます。 

 今後、東京農業大学ともしっかりと協議をし、連携協定に基づいた事業に取り組んでまいりたい

というふうに考えておりますが、シナジーとは共同作用、相乗作用を意味し、２つ以上の要素が協

力することで、単独で行うより大きな効果や価値が生まれる現象のことでございますので、その効

果が発揮されてきたのかを検証し、今後の東京農業大学との連携を考えてまいりたいというふうに

考えております。 

○議長（森田公明君） 渡辺議員。
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○９番（渡辺久人君） 山村再生プロジェクトについて、その内容、効果、今後について町の考え

を伺いました。地域連携活動では関係人口となり得る、長和町と関わりを持ち続ける学生を育てる

ことも視野にあります。これまで農大では、町の運動会、地域のお祭り、伝統行事に参加、また、

ふるさとＣＭ大賞ＮＡＧＡＮＯに応募するなど、地元との交流、長和町の先導もしていただいてお

ります。 

 最後に町長の答弁にありましたように、シナジー効果がはっきりと出ますよう事業を展開してい

ただくことを期待しまして、次の質問です。 

 ２番目の質問です。依田窪病院の医師の働き方改革の状況についてです。 

 前の質問と同じく、羽田町政第５期目の公約３番目として、「安心の源である 病院があるまち

づくり、心安らかな地域医療を促進します。将来にわたり頼りにされる依田窪病院を目指します。

内科医師の充足により地域医療を促進します。」と述べておられます。 

 本年９月２１日に開会された依田窪医療福祉事務組合の決算資料を見ますと、依田窪病院の入院

患者、外来患者とも内科は増加しています。町長の公約が実行できたと評価されます。 

 ２０２４年、来年４月から実施される医師の働き方改革は、診療時間外や休日にも業務を行う医

師が多い現状を変えるために、また長時間労働に陥りがちな医師の健康の確保や仕事と家庭の両立

を実現するため、労働基準法に基づき、時間外労働の上限規制が罰則付で適用されるものです。 

 また、令和３年から行われている、長和町民を対象にしたウイルス性肺炎などの調査が、今年度

終了します。これに伴い、信州大学病院からの内科医師の派遣が終了することも予測されます。 

 そこで、私は医師の働き方改革に関連し、町長の公約にあります将来にわたり頼れる依田窪病院

の体制について、依田窪医療福祉事務組合議会議員として聞き取りを行いましたので、その内容を

申し上げます。 

 最初の質問として、働き方改革を行う上で重要なことは医師の労働時間を掌握することで、勤務

医師あるいは派遣医師など個々の労働時間の掌握はできているのかと伺いました。 

 病院の回答では、医師の労働時間の把握については常勤医師や派遣医師を含め全病院職員の出退

勤管理を行い、１か月ごとに集計し、勤怠管理をしているとの回答でした。 

 次の質問では、依田窪病院の医師は働き方改革の分類では一般的なＡ水準に分類され、年間９６

０時間以下、月１００時間未満に該当すると思われますが、昨年度、この勤務時間を超えた医師は

いたのかと質問しました。 

 病院の回答では、昨年度、Ａ水準を超える時間外勤務を行った医師はいないとの回答でした。 

 この回答は私とすれば予想外で、医師の勤務は過酷で、日中、外来で診察したり、病院で診察、

当直、当直から日勤を連続して行ったり、担当患者が急変して呼び出されたりので超えてしまうか

と思われましたが、公立の二次医療病院ではそれほどの過酷勤務はなく、月１００時間、年９５０

時間、９６０時間という数字はかなりレベルの高い数字だと思いました。 

 次の質問で、医師の勤務時間の管理は病院管理者の病院長が行うものと理解するが、どなたが行
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っているのかと伺いました。 

 病院の回答では、医師含め全病院職員の勤務管理は、病院管理者である病院長が行っているとの

回答でした。病院長の職務は、医療以外にも多期にわたり、重責であると認識しました。 

 また令和４年、依田窪病院事業会計決算説明では、３億３，２００万円ほどの委託料に、働き方

改革に対しての調査業務を委託したとの報告がありました。 

 次の質問で、依田窪病院で医師の働き方改革を行った場合、医師は不足するのか、また診療及び

救急受入体制に影響は出るのかと伺いました。 

 病院の回答は、現在の医師体制が確保できれば不足とはならず、診療体制への影響もないが、町

と病院が協力しながら引き続き医師の確保に努めてまいりますとの回答でした。 

 次の質問では、当直・日直に対して、労働基準監督署の許可を受ければ労働基準法の労働規制が

適用除外になるが、依田窪病院はどのように扱ったかと伺いました。 

 病院の回答では医師の宿日直許可については、上田医療圏では休日・夜間など休診日に救急車を

受け入れる輪番当番日及び休日の日直を除き、医師の宿直許可を受けているとの回答でした。 

 ここまでの病院の回答を勘案しますと、現状では医師数は確保されているので、あえて働き方改

革を履行しなくてもよい状況と判断できます。しかし、現状より医師数が減少した場合は、診療の

待ち時間など診療体制に影響して、以前のように患者が減少し、医療収益が減少することも懸念さ

れます。 

 また、上田広域連合では医師の働き方改革でこれまで以上に上田圏域の医師不足が進み、病院群

輪番体制をはじめ、救急医療体制を根本的に見直す時期を迎えていると捉えています。 

 単に依田窪病院の問題だけでなく、長野県、市町村、医師会、医療機関など関係機関が一丸とな

って取り組む必要があります。 

 今年の救急件数は──昨年が過去最高の件数でありました。今年は昨年の同時期を上回る件数と

なり、救急医療体制もさらに厳しくなると予測されます。昨年の依田窪病院では、８２９件の救急

収容依頼に対しての収容人員は５９２人、収容不能が２３７件と収容率は７１．４％で、３．５人

に１人は収容を断られている状況になります。 

 最後の質問で、長和町は企業、工場など多くの人が就労できる事業所などは少なく、強いて言え

ば、役場や病院、農協などで働く場所は限定されています。 

 依田窪病院は、２００人以上が就労する、長和町唯一の職場です。病院ですから当然、医師をは

じめ、看護師など医療従事者がほとんどを占めますが、現在の病院職員総数と職種ごとの人数及び

住所地を伺いました。 

 回答は、病院職員は正規職員２１１名、会計年度任用職員４５名の計２５６名、職種ごとの職員

数は医師が１６名、看護師と医療職員が１９８名、事務職員４２名、正規職員に係る住所地につい

ては、上田市が１２１名で全職員の５７％、長和町が３５名、１６．６％、佐久市が１９名、０．

９％、東御市が１０名で０．５％。立科町が８名で０．４％、その他市町村で１８名、０．８％と
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いう回答でした。 

 それでは、改めて質問いたします。 

 長和町に住所を有する職員は僅か３５人で、正規職員に占める割合は１６．６％です。病院所在

地としてこの数字は少ないと私は思います。私は、一人でも多くの町民に依田窪病院で働いていた

だきたいと考えています。依田窪病院で働くためには医大や専門学校を出て、必要な資格を取得す

る必要があります。長和町は病院就労を前提に奨学金や基金を活用するなどできないか、また一人

でも多くの町民に依田窪病院で就労できるための施策は行っているか、町長にお伺いします。 

○議長（森田公明君） 羽田町長。 

○町長（羽田健一郎君） 依田窪病院の御質問でございますが、ただいま様々な問題点の依田窪病

院の議員としてお調べを頂いて、お話を頂きました。大変ありがとうございました。 

 平成２９年は３名であった依田窪病院の常勤内科医師は、医師確保への御尽力や関係機関の御協

力によりまして現在は８名となりまして、全常勤医師は１６名と充実をしてまいりました。診療体

制が強化したことによりまして、救急車や時間外診療等多くの救急患者を受け入れるなど、住民の

皆さんの安心となる地域医療を行っていただいておるところでございます。 

 また、昨年度は新型コロナウイルス感染症の入院患者を上小圏域で最も多く受け入れ、公立病院

としての役割を積極的に担っていただいたわけでございます。 

 このような病院の経営努力によりまして、令和４年度決算はコロナ診療に係る補助金等も含めて

３億２，９６０万円余りの黒字決算とすることができました。 

 ただいまお話しいただきました修学資金等の状況等につきましては、担当課長より答弁をさせて

いただきます。 

○議長（森田公明君） 小林こども・健康推進課長。 

○こども・健康推進課長（小林義明君） 長野県におきまして、医大生と看護職員の修学資金制度

を行っており、上田市医師会が運営する上小地域唯一の看護学校である上田看護専門学校にも修学

資金制度がございます。 

 また、依田窪病院独自の制度といたしましても、看護師、保健師及び薬剤師への修学資金制度及

び入職準備金制度があります。 

 依田窪病院の修学資金制度、入職準備金制度は、学校卒業後、依田窪病院に規定の年数を勤務す

ることで、修学資金の全額または一部返還が免除となりますので、地域医療を目指し、依田窪病院

に勤務をいただけますようお願いします。 

 なお、病院駐車場の誘導や患者さんのサポート、医局の清掃はシルバー人材にお願いをしている

ところでございます。 

○議長（森田公明君） 渡辺議員。 

○９番（渡辺久人君） 就労につながる一つの手段としまして、中学生や高校生や専門学校生など

のインターンシップを行っていただくとか、町民を対象とした修学説明会、また病院職員用の住宅
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の増設など移住につながるような施策も要望いたしまして、次の質問にいたします。 

 最後の質問ですが、デマンド交通の進捗状況についてです。 

 私は、本年６月の一般質問で、長和町の巡回バスの検証について質問しました。 

 社会福祉協議会で行っている福祉的な「なっちゃん便」の継続性困難と非効率な巡回バスに替わ

り、利用者のニーズに応えるには、さらに利便性を高めた「ドア・ツー・ドア型」のデマンド交通

体制について検討できないかと質問しました。 

 羽田町長の答弁では、「デマンドバスの導入に向け、ＪＲバス関東株式会社小諸支店と協議を進

めております。早ければ、実証実験も含め令和６年４月１日から運行を考えています。デマンド形

式につきましては、利便性の高いドア・ツー・ドアのフルデマンド方式を検討しながら、利用者の

ニーズに応えられるよう検討してまいります。」との答弁を頂き、非常に期待をいたしました。 

 質問です。１１月の下旬に長和町公共交通審議会が開催されました。開催に当たっては、おおむ

ね素案が出来上がっていたと思われますが、審議会開催に当たっての事前調査、検討内容について

お伺いします。 

 町民または利用者の意向調査は行ったのでしょうか、お伺いします。 

○議長（森田公明君） 羽田町長。 

○町長（羽田健一郎君） デマンドバス導入に向けた町民または利用者の意向調査は行ったのかと

いう質問でございます。 

 長和町が誕生しまして、旧町村ごとに運行してまいりました巡回バスにつきまして、平成１９年

４月からバス料金の統一を図り、長和町巡回バスとして町内路線を構築し運行を開始をしました。

令和２年１０月には新公共交通体制としてワゴン車を新たに購入しまして、今まで運行していなか

った支線路線まで乗り入れ、利用者の皆様の利便性の向上を図ってまいりました。 

 その間、ダイヤの改正や運行体制の見直しなど、町内の各種代表の皆様により構成される長和町

地域公共交通審議会をその都度開催をしまして、御意見や御提案を頂戴してまいりましたが、会議

において平成１９年４月の運行開始以降、デマンドバスへの意向についてその都度検討を行ってお

り、委員の皆様から御意見を頂いておりました。また、令和３年には巡回バスの運行を委託してい

るＪＲバス関東株式会社小諸支店による利用者アンケートも実施をし、デマンドバスへの意向に当

たり、御利用方法などの実態についてお聞かせをいただいたところでございます。 

○議長（森田公明君） 渡辺議員。 

○９番（渡辺久人君） 次の質問です。 

 長和町公共交通審議会の委員構成は「なっちゃん便」を考慮したものか、長和町社会福祉協議会

は委員となっているのか、お伺いします。 

○議長（森田公明君） 藤田総務課長。 

○総務課長（藤田健司君） 長和町社会福祉協議会が取り組んでおります「なっちゃん便」につき

ましては、承知しておるところでございます。この事業の中でも問題や課題もあることも聞いてお
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ります。 

 今後、フルデマンド方式を導入すれば、運行時間内であれば指定エリア内を御自身の都合に合わ

せた時間に指定場所まで行けるようになりますので、公共交通審議会におきましても確認させてい

ただきましたが、長和町社会福祉協議会とも十分に協議を進め、誰もが安心・安全、そして快適に、

行きたいところへ行くことができる公共交通の構築を目指してまいりたいと考えております。 

 また、長和町公共交通審議会設置要綱では、長和町社会福祉協議会は委員にはなってございませ

んのが実情でございます。 

○議長（森田公明君） 渡辺議員。 

○９番（渡辺久人君） 再確認をさせていただきます。ドア・ツー・ドアのフルデマンド方式なの

でしょうか、お伺いします。 

○議長（森田公明君） 藤田総務課長。 

○総務課長（藤田健司君） 今回、計画しておりますデマンドバスにつきましては、利便性が高い

とされておりますドア・ツー・ドアのフルデマンド方式を導入する予定で考えておるところでござ

います。 

○議長（森田公明君） 渡辺議員。 

○９番（渡辺久人君） 目的地でありますけれども、上田方面、佐久方面、松本・諏訪方面、医療

機関への運行は可能なのでしょうか。 

○議長（森田公明君） 藤田総務課長。 

○総務課長（藤田健司君） 当初につきましては、現在、「ながわごん」が運行しておりますエリ

アをデマンドバスの運行エリアと想定いたしまして、実証実験も兼ねて運行を開始したいと考えて

おります。 

 したがいまして、上田方面につきましては丸子中央病院まで、佐久方面につきましては立科町ま

で、松本・諏訪方面については現時点では考えておりません。 

○議長（森田公明君） 渡辺議員。 

○９番（渡辺久人君） 利用料金、運行事業者の選定はどのような計画でしょうか。 

○議長（森田公明君） 藤田総務課長。 

○総務課長（藤田健司君） 先般開催されました長和町公共交通審議会におきまして、案とではご

ざいますけれども、利用料金につきましては、一乗車３００円、高校生以下は町内無料、７５歳以

上、身体障害者手帳１級から３級、精神障害者保健福祉手帳・療育手帳保持の方、運転免許証を返

納された方につきましては、一乗車１５０円を想定しております。 

 運行事業者でございますが、現在、「ながわごん」など委託しております町内事業者、ＪＲバス

関東株式会社、和田バス有限会社に委託するよう考えており、今後につきましても、スピード感を

持って協議、調整してまいりたいと考えております。 

○議長（森田公明君） 渡辺議員。 
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○９番（渡辺久人君） ドア・ツー・ドア方式で実施するのであれば、運行車両は現在のワゴン車

ではなく普通車や軽自動車が効率がよいと思われますが、検討されたのでしょうか。 

○議長（森田公明君） 藤田総務課長。 

○総務課長（藤田健司君） 今回、計画いたしますデマンドバスは、非常に利便性の高いとされて

おりますドア・ツー・ドア型のフルデマンドを検討しておるところでございます。この方式につき

ましては、現在のデマンドバスエリア内におきまして、バス停や運行に伴う時刻表の概念がなく、

運行時間内であれば、デマンドバス運行エリア内の希望の場所から希望の場所まで利用可能となる

ところでございます。 

 御質問の運行車両につきましてでございますが、かなり狭いような場所まで乗降する可能性もご

ざいますので、現在、利用しております１０人乗りワゴン車では厳しい箇所もあると思います。し

たがいまして、７人乗り程度のワゴン車ですとか、５人乗り程度の乗用車等の導入も検討をしてい

るところでございます。 

○議長（森田公明君） 渡辺議員。 

○９番（渡辺久人君） 来年、令和６年４月から運行と理解しておりますが、特に利用者登録等な

どは必要ないのでしょうか、ＪＲへはスマートフォンで予約して、ＡＩシステムで配車、運行が行

われるようです。スマートフォンの使用方法などをレクチャーしたりとか、ホームページあるいは

パンフレット等活用し、町民に周知していただき、スムーズに新システムに移行できますことをお

願いしまして、本日、私の質問を終わります。 

○議長（森田公明君） 以上で、９番、渡辺久人議員の一般質問を終結いたします。 

 ここで１１時１５分まで休憩といたします。 

休        憩   午前１１時０４分 

─────────────────────────────────── 

再        開   午前１１時１５分 

○議長（森田公明君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 ７番、原田恵召議員の一般質問を許します。 

 原田恵召議員。 

○７番（原田恵召君） それでは、議長の許可をいただきましたので、今回、１つ目として下水道

加入区域（区域外）と合併浄化槽補助について、２つ目としてイギリス、セットフォードとの国際

交流、３つ目としまして旧農協長久保店の建物はどうするのか、４つ目としまして最低賃金は実行

されているのかの４点について伺います。 

 なお、時間の都合がございますので３番と４番、最初に最低賃金を行いまして、４番目に旧農協

長久保店の質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それではまず最初に、下水道加入区域（区域外）と合併浄化槽補助について質問をいたします。 

 下水道区域とは、下水道事業計画区域または下水道事業認可区域のことで、いわゆる個人がつな
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ぎ込む公共ますが設置されている区域のことであります。区域外とは、この事業計画のエリア外の

ことで、住宅が建設される見込みがないと判断され、公共ますが設置されていません。 

 また、合併浄化槽とは、公共下水道事業でエリア外とされた方が、下水の処理をするために、浄

化槽を個人の宅地内に設置するもので、設置に対して処理能力によって、町で補助が行われており

ます。 

 そこでまず、最初の質問ですが、区域を設定していますけれども随時広げていると思うが、町が

決めているのかどこが決めているのか、これをまず伺います。 

○議長（森田公明君） 羽田町長。 

○町長（羽田健一郎君） 長和町の地形は、山間部が多く、住宅もまばらであり、下水道区域は限

られてきております。 

 下水道区域は、当初計画で、以前からある住宅を基本に下水道の管理者として町が計画をしてつ

くりました。その後につきましては、そのときの状況に応じて広げてきておるところでございます。 

 詳細につきましては、担当課長より答弁をさせていただきます。 

○議長（森田公明君） 龍野建設水道課長。 

○建設水道課長（龍野正広君） 下水道区域は、町長が先ほど述べたように、下水道の管理者であ

る町が決めています。下水道法において、下水道の管理者は、下水道事業計画を策定する必要があ

り、その計画の中で下水道区域を定めています。下水道事業計画は、おおむね５年から７年程度の

期間で、実施可能な範囲について施設の構造、配置、能力等を決めております。市町村で策定後は、

都道府県に申請し、認可を受けて決定いたします。 

○議長（森田公明君） 原田議員。 

○７番（原田恵召君） 区域以外だと、公共ますの設置もなく、その下水に加入するには、自分で

工事をしてつなぐしかないのか、これについて伺います。 

○議長（森田公明君） 龍野建設水道課長。 

○建設水道課長（龍野正広君） 長和町では、下水道の整備が完了しておりますので、下水道事業

認可区域において、下水道本管がない場合における下水道への接続は個人負担で接続していただく

ことになります。 

○議長（森田公明君） 原田議員。 

○７番（原田恵召君） 今までこのような例として、区域外で自分で工事をしてつないだ人がいる

のか、それともつながないで合併浄化槽にしたのか、これについて伺います。 

○議長（森田公明君） 龍野建設水道課長。 

○建設水道課長（龍野正広君） 過去の事例では、合併浄化槽ではなく、下水道本管敷設工事を個

人負担でつないでいただいた方もおります。 

○議長（森田公明君） 原田議員。 

○７番（原田恵召君） 区域外について、①として、区域外流入は個人が工事を行い、その後、町



- 63 -

へ寄附するという形が一般的でありますけれども、区域内なら町が公共ますを設置するので、工事

費はその公共ますにつなぐだけで済みますけど、例えば、隣の家が区域外だと、下水道につなげる

だけで数百万円の個人負担になるというふうに考えられます。その道路を一本挟んだだけでこの違

いが出ますけれども、住民としての公平感が保たれるのか、これについて伺います。 

○議長（森田公明君） 龍野建設水道課長。

○建設水道課長（龍野正広君） 公共ますの設置基準につきましては、さきの質問で述べたとおり

でありますが、下水道工事完了後に住宅を建設する場合や、人家のある場所から離れた農地を転用

して宅地にした場合などでは、御質問のように、下水道加入の際に費用が多くかかってしまうケー

スが考えられます。このようなケースにおいては、上下水道係に相談いただいた段階で、本管が敷

設済みの場所と比較すると費用負担が発生する旨の説明はさせていただいております。 

 御相談者所有の他の土地で下水道に隣接した土地の有無についての確認や、過去に土地開発公社

が造成した上下水道引込済みの土地の御案内等、できる限りの対応はさせていただいております。 

○議長（森田公明君） 原田議員。

○７番（原田恵召君） ②としまして、将来新たに隣接して区域外に住宅ができたときに、先に新

築した人の負担はどうなるのか。 

 先例と同じように、新たに住宅を建築した個人が下水道工事をしてつなげるのか、もともとの本

管まで。それはどこにつなげるのか、もともとの本管が先例で工事をした人の本管か。 

 それとも、町の施設としていく場合、町が先に工事を行った個人に工事費を返還するのか。もと

もとの工事、前の人が工事したものを町に寄附しているので、後から工事した人はどこにつなぐの

か、その費用はどうするのかという質問です。お願いします。 

○議長（森田公明君） 龍野建設水道課長。

○建設水道課長（龍野正広君） 将来、新たに隣接する土地に住宅が建設する場合につきましても、

下水道本管工事が必要な場合は、新築される方個人の負担で工事をしていただくことになります。 

 先に個人で敷設した本管が最寄りにあれば、そちらに接続していただくことになります。個人に

よる工事完了後の施設は町に帰属することになりますので、その後の維持管理につきましては町が

行っていくことになります。 

 また、町は先に工事を行った個人に工事費を返還するのか、という部分につきましては返還する

ことは考えておりません。しかしながら、個人で敷設した本管に別の個人が本管を接続するような

場合には、当事者間において話合いをしていただき、後から接続した方が先に接続した方へ負担金

をお支払いする必要があると考えます。 

○議長（森田公明君） 原田議員。

○７番（原田恵召君） ケース・バイ・ケースなので、今のパターンと町がエリア内に入れてしま

えば、町がやるという話になるのでしょうけども、またケース・バイ・ケースで伺ってまいりたい

というふうに思います。 
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（３）として、区域外には合併浄化槽を設置するのに補助をしているが、そもそも合併浄化槽を

設置している地域・場所はどこなのか、①として具体的に地域名と、設置実績と近年の補助実績は

どうか伺います。 

○議長（森田公明君） 龍野建設水道課長。

○建設水道課長（龍野正広君） 合併浄化槽設置地域でございますが、１件、２件で地域から離れ

た住宅は合併浄化槽を設置していただいております。 

 大門地域では、岩井地区の一部、落合地区の一部、小茂谷地区、姫木地区の一部、長久保地域で

は１区の一部、古町地域では上落合地区の一部、岡森地区、和田地域では野々入地区、唐沢地区、

男女倉地区、細尾地区、その他別荘地では、学者村、ふれあいの郷、美し松ハイランド、りんどう

の郷、白樺ハイランド、美ヶ原高原郷等でございます。 

 設置実績・補助実績は、令和元年度からの実績でございますが、令和元年度設置実績５基、うち

補助対象５基、令和２年度設置実績７基、うち補助対象７基、令和３年度設置実績１４基、うち補

助対象１１基、令和４年度設置実績１０基、うち補助対象８基となっております。 

○議長（森田公明君） 原田議員。

○７番（原田恵召君） 今、話を聞きまして、本当に毎年結構あるんだなという、そんな思いなん

ですが、その中でも昨年４年度に１０基設置されたけれども補助の対象になったのは８基、２つは

違うんだよということ、３年度は１４基のうち１１基で３か所は対象外という話なんですけども、

この理由が分かったら教えてください。 

○議長（森田公明君） 龍野建設水道課長。

○建設水道課長（龍野正広君） これにつきましては、補助対象は一般住宅に限ります。そのほか

に、例えば営業目的ですとか、令和４年度では姫木平のキャンプ場に設置した、そういうところに

は補助対象とはなっていませんのでよろしくお願いします。 

○議長（森田公明君） 原田議員。

○７番（原田恵召君） この合併浄化槽は、単独で設置しますのでくみ取りが必要になりますけれ

ども、年間どの程度の費用がかかるのか教えてください。 

○議長（森田公明君） 龍野建設水道課長。

○建設水道課長（龍野正広君） 浄化槽の機種や大きさ、くみ取る汚泥の量にもよりますが、平均

的な費用としまして年間２万４，０００円ほどかかります。 

○議長（森田公明君） 原田議員。

○７番（原田恵召君） ③の質問としまして、合併浄化槽に対しては補助をしているんですけども、

その区域外で町の下水道につなげる人にも同程度の補助が必要じゃないかということで質問します。 

 ちなみに、合併浄化槽については、５人槽がおよそ工事費が９０万円というふうに相場がありま

して補助金は３３万２，０００円。６から７人槽ですと工事費が１００万円ほどで４１万４，００

０円。８から１２人槽ですと工事費が１２０万円に対して５４万８，０００円というふうに、４割
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ぐらいですかね。結構な補助があるんですけども、この区域外で下水道につなげる人の場合には補

助はないが、これができないかということで伺います。 

○議長（森田公明君） 龍野建設水道課長。

○建設水道課長（龍野正広君） さきにも御説明しましたが、下水道整備事業が完了していること

から、まずは費用の面からも、下水道がある場所において建物の建設を検討いただければと思いま

す。 

 それを踏まえて、個人で下水道工事を実施される方への補助ということにつきましては、過去に

個人で敷設した方へ補助金を出していないことからもありますので、すぐに補助をすることは難し

いと考えますが、工事金額が高額のため、今後においては、近隣市町村の要綱等を考慮しながら検

討していかなければならないと考えております。 

○議長（森田公明君） 原田議員。

○７番（原田恵召君） 土地開発公社では新たな団地造成を考えていないのか。

①として、今回の件は、たまたま空き地があって町の住宅建設の想定から外れた場所だったんで

すけども、土地開発公社で新たな団地造成を考えて用意すれば、こんなことにならなかったかなと

も思うんですが、考えているのか伺います。 

○議長（森田公明君） 龍野建設水道課長。

○建設水道課長（龍野正広君） 土地開発公社では、新和田トンネルが無料化になったことにより、

諏訪方面の方を移住・定住のターゲットとして、和田地域に菜園付の宅地造成を検討しております。 

○議長（森田公明君） 原田議員。

○７番（原田恵召君） 今のままだと新たに住もうとする土地がなくて、新たに家を建てるときに

は町外に出て行ってしまうんじゃないかという、そんなことを思いますと、今回の件は、若者が町

内に住もうとしたときに、公共ますのない区域外であったということで質問をいたしました。 

 区域外に住もうとする人が、下水のつなぎ込みに膨大な費用がかかるのは理不尽なことではない

か。さらに区域外で合併浄化槽を設置する人に補助金を出して、公共下水道を自費でつなげるには

補助なしというのはおかしいのではないかということで質問いたしました。今後の町の対応をしっ

かりと見させていただきます。ぜひ要綱をつくっていただきたいというふうに思います。 

次の質問に移ります。イギリス、セットフォードとの国際交流について。 

（１）として、当初の交流にはホームステイなどの計画が上がっていたが、現在はその予定がな

いのか、ホームステイはどうなったのか伺います。 

○議長（森田公明君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 国際交流のホームステイに関する御質問でございますが、長和町の国際

交流事業では、第２期生が渡航した平成３０年度にホームステイが実現をいたしました。 

 子供たちのホームステイを実施するためには、受け手としての信頼のおけるホストファミリーを

得ることが最重要課題となります。一般的には業務委託として仲介者を立て、契約を結んでいるホ
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ストファミリーを対象に、経費をかけて行う例が多く見られます。 

 しかし、長和町のホームステイは交流の窓口となっているエンシェントハウスミュージアムが組

織するティーンエイジヒストリークラブのメンバーの御家庭をホストとして実施をされました。活

動を共にする子供たちのお家に招かれているという、このホームステイの実現は、交流事業の発足

段階から現地を視察し、セットフォードの博物館や議会関係者と協議を重ね協力関係を築いていた

だいた、商工会、観光協会の関係者の皆さんと、長和町の議会議員団の皆様のおかげであり、そし

て平成２４年度以降の７回にわたって長和町を訪れた、イギリスの実行委員会関係者とティーンエ

イジヒストリークラブのメンバーを温かく迎えてくださった町の皆様によって、長和町に対する信

頼が高まった結果というふうに思います。 

 また、子供たちの教育的な活動の責任者である学芸員のほうからは、平成２８年度に放映した、

長和青少年黒耀石大使１期生の皆さんとの交流活動の様子が、長和町の子供たちのためならばと、

ホストを引き受けてくださる決断につながったというふうに伺っております。 

 第３回目となる大使たちの英国渡航は、コロナ禍により３度の延期となりましたが、今年度に至

ってようやく再開されました英国の渡航は、３期生と４期生の合同チームの渡航となりました。幸

いにも渡航先における日常の生活は、マスクを利用しながらも、日常の姿に戻りつつありました。 

 そして、３年の月日を経てティーンエイジヒストリークラブのメンバーも、すっかりですね世代

交代を遂げておりましたが、今回の渡航再開では、各家庭からホームメイドのランチの差し入れを

はじめ、大きな歓迎をいただき、やや緊張気味であった子供たちの間にも強固な友情が構築できた

と確信ができました。私どもといたしましてはこの信頼関係を基盤として、次年度の事業からホー

ムステイの再開について協議をしていく計画でございます。 

○議長（森田公明君） 原田議員。 

○７番（原田恵召君） ②としまして、イギリスから日本に来る予定があるのか、日本から行くだ

けか、について伺います。 

○議長（森田公明君） 藤田教育長。 

○教育長（藤田仁史君） イギリスからの来日につきましては、平成２６年に英国ブレックランド

の実行委員会の代表者が、そして、平成２７年と平成３０年には、ティーンエイジヒストリークラ

ブの子供たちが長和町に訪れ、地元の子供たちや住民の皆さんと交流することがかないました。 

 過去７回に及ぶ関係者や子供たちの来日は、事業全体の窓口となっているセインズベリー日本藝

術研究所とエンシェントハウスミュージアムが補助金を獲得して実現したものでございます。イギ

リスは日本の行政組織の仕組みと大きく異なっているため、交流対象地域の行政組織が渡航手続や

予算手続の窓口になることはありません。今後も子供たちの来日が実現するとすれば、企業等の助

成金を獲得してのこととなりますが、セインズベリー日本藝術研究所の所長であるサイモン・ケイ

ナー氏は、研究所の活動の一環として何度も長和町に訪れ、また、本交流事業の成果を広くアピー

ルし、補助金等の獲得について後方支援をしてくださっております。 
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 当町でも、事業の内容を充実させ、長和町の魅力をアピールするとともに、特色のある本交流事

業の成果を広く発信する形で協力をしていきたいと取り組んでおります。 

 なお、長和町の訪問団が英国で活動する際には、ブレックランド、ノリッジという広域に及ぶ博

物館組織や議会が、ティーンエイジヒストリークラブの交流事業参加に伴う経費等について支援を

してくださっており、黒耀石大使の活動についても有料施設の利用料などについて御支援をいただ

いております。 

 町といたしましても、来日が実現いたしましたら前回と同様に、物心両面からできる限りの支援

をしていきたいと考えておりますので、皆様の御協力をお願いいたします。 

○議長（森田公明君） 原田議員。 

○７番（原田恵召君） 他の市町村を見ますと、数年に１回、または１０周年などの記念に合わせ

て行っているが、当町は毎年行うのか、中高生を対象にするなら数年に１回でもいいのではないか

ということで伺います。 

○議長（森田公明君） 藤田教育長。 

○教育長（藤田仁史君） 国際交流事業の実施状況でございます。 

 まず、長和町では中学２年生から高校３年生までを公募の対象として、町の魅力を発信する大使

としての研修期間を経て、実際の渡航は公募申請の１年後としております。 

 長和町では、人数に制限があり渡航事業は２年に１度ですが、対象年齢の幅を持たせることによ

って、中学生のときに参加できなくても、高校生のときに再度申請のチャンスがあり、公募への参

加の機会を広くしております。 

 一方、他の市町村における国際交流の実施状況は、中高生を対象とした海外渡航を毎年の事業に

しているところが多く、コロナ禍以前では、東御市が高校生を対象として毎年３月に、小諸市が中

学生を対象として毎年夏休みに実施をしております。上田市は旧丸子町時代からの事業を引き継ぐ

形で、中学生を対象として１年置きの夏休みに実施をしているという状況でございます。 

○議長（森田公明君） 原田議員。 

○７番（原田恵召君） それでは、ここから細かく聞いてまいりますけども、今回のオランダ経由

イギリス渡航の費用は幾らかかったのか、同じく長崎にも行っているがその費用は幾らかかったの

か、それぞれ個人負担は幾らだったのかということで。 

 オランダ経由イギリス渡航は何人で行って幾らかかったのか、行った人の詳細と費用及び個人負

担金の金額は、また財源は何なのかを伺います。 

○議長（森田公明君） 笹井教育課長。 

○教育課長（笹井佳彦君） 本年度は、コロナ禍の影響と、ウクライナ情勢等の課題を乗り越えて

の渡航事業再開ということもあり、町長自らが団長として、引率支援の研究者２名、役場職員４名、

３期・４期の黒耀石大使１４名の総勢２１名での渡航となりました。 

 長期計画では大使の派遣経費として引率も含め、１回当たり８００万円程度を見込んでおりまし
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た。しかし、今回は２回分を併せての渡航となったため、円安の影響をかなり受けましたが、滞在

費を含む渡航経費の総額は１，５４６万１，３５５円となっております。 

経費と財源との関係でございますが、今回は渡航目的に、江戸時代にオランダに渡ったシーボル

トコレクションのホシクソの分析調査、そして、世界遺産であるストーンヘンジでの国際交流とい

う学術的なテーマを組み合わせることにより、研究者２名とミュージアム学芸員の渡航費２３０万

６５０円に対しまして、東芝国際交流財団の助成金１７５万円が採択され、大使たちの引率体制を

強化することができました。 

 黒耀石大使の渡航費は総額１，０１５万８，０７８円でありました。財源といたしましては後に

御説明いたしますが、本事業計画が国内では長崎市、海外ではイギリスからオランダへという交流

の広がりを持つ事業として大きく評価を受け、自治体国際化協会の助成事業としては異例の４年連

続の採択となり、２５０万円の支援を受けることに成功しました。 

 そして、イギリスでのワークショップに対しては、グレイトブリテン・ササカワ財団から事業助

成２０万円が採択され、個人負担金１０５万円と国際交流基金からの充当１３５万円を加え、総額

５１０万円の助成金を財源としております。 

 なお、引率に当たりました町長を含む役場職員計４名の渡航費は、総額３００万２，６２７円で

町の一般財源を充当させていただきました。 

○議長（森田公明君） 原田議員。

○７番（原田恵召君） 確認ですけども、今、個人の費用ということで話がございましたが、１，

０００万円かかって１人当たり７２万５，０００円、また個人負担金は１０５万円と言いましたが、

１人当たり１４名の学生から７万５，０００円をもらったということでよろしいでしょうか。 

○議長（森田公明君） 笹井教育課長。

○教育課長（笹井佳彦君） 議員おっしゃるとおりで、１人７万５，０００円ということで、１４

名の金額でございます。 

○議長（森田公明君） 原田議員。

○７番（原田恵召君） 同様に、長崎に行った詳細は幾らなのか、財源は何かを教えてください。

○議長（森田公明君） 笹井教育課長。

○教育課長（笹井佳彦君） 令和４年度に実施いたしました長崎研修の費用の総額でございますが、

２１８万７，９６７円で、財源は新町一体感醸成基金からの繰入金で実施をさせていただきました。

参加者は大使が１６名、引率者が３名、この引率者につきましては、職員が２名、撮影で地域おこ

し協力隊が１名という内訳でございます。 

○議長（森田公明君） 原田議員。

○７番（原田恵召君） 今お話があったように、長崎に行ったのは１６名なんだけれども、イギリ

スに行ったのは１４名ということで、学生は２人行かなかったという、そういう内容だそうですが、

そもそもで長崎やオランダに行く必要があったのか、国際交流の趣旨からそれていないか、これに
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ついて伺います。 

○議長（森田公明君） 藤田教育長。 

○教育長（藤田仁史君） 長崎研修につきましては、渡航事業の任務とされていましたシーボルト

コレクションの調査の事前研修として行ったものであり、海外に持ち運ばれたコレクションの経緯

やその社会背景について、専門の研究者から直にお話をお聞きしました。 

 また、長崎では第１期生が西東京市で発表したように、自分たちがまとめた縄文と黒耀石文化の

メッセージを、英語で伝えるプレゼンテーションを行い、今日の国際情勢の中で、メッセージに込

められた平和を祈る思いの大切さについても確認をし合いました。 

 この長崎での活動とオランダでの調査計画が、国際交流事業のモデル事業として自治体国際化協

会に高く評価され、異例の助成金採択に結びついたという経緯がございます。長和青少年黒耀石大

使３期生、４期生は、それぞれ令和元年、令和３年に発足をし、その活動期間の大部分がコロナ禍

にあり、長期計画にもうたってあった研修そのものが実施できない状況が続きました。長崎への宿

泊研修を事前研修として実施することについては、国際交流事業実行委員会において、令和４年度

に３度目の渡航事業の延期を決定した際、研修内容を深め、大使たちのモチベーションを維持する

とともに、世代幅のある大使たちのチームワークを高める代替計画として決議をされたものでござ

います。５月３１日の長和町議会全員協議会において御承認をいただきましたことにより実現し、

本国際交流の大きな実績に結びつくことができたことに対しまして御礼を申し上げます。 

○議長（森田公明君） 原田議員。 

○７番（原田恵召君） 最初に、その学生達に任務があるんだと話がございましたけども、その任

務を誰が何というふうに考えているのかそれについては後刻伺いたいというふうに思います。 

 そして、大金を使っているんですけども、この事業については、基金をつくっているはずだが活

用していないのか、また広く募集をする予定はないのか、について伺います。 

○議長（森田公明君） 藤田教育長。 

○教育長（藤田仁史君） 国際交流基金からは、黒耀石大使の２期生、３期生、４期生の渡航費用

の一部を負担をしていただいております。令和４年度には新たな寄附をいただきましたが、事業の

継続に当たりましては、寄附の募集を広くお願いするとともに、さらに企業メセナ協議会の寄附募

集ポータルサイトへの登録なども検討しております。 

○議長（森田公明君） 原田議員。 

○７番（原田恵召君） 基金は実際、幾らあるのか教えてください。 

○議長（森田公明君） 藤田教育長。 

○教育長（藤田仁史君） 国際交流事業基金につきましては、令和４年度末残高で２９４万８，０

００円でございます。 

○議長（森田公明君） 原田議員。 

○７番（原田恵召君） 今回、町長もイギリスへ行っていますが、目的とかかった費用は幾らか教
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えてください。 

○議長（森田公明君） 藤田教育長。 

○教育長（藤田仁史君） 町長の渡航費及び滞在費は、引率者の経費でも触れましたが、総額８２

万５，９００円でございます。 

 今回、渡航事業の団長として参加した一番の理由は、まだ不安定な社会情勢の中で大使たちの安

全と、交流事業の円滑な再開を図るためでございますが、特に本交流事業では４つの大きな責任を

担っての渡航となりました。 

 第１は、地域連携を結んでいる明治大学とともに、オランダのナチュラリス生物多様性センター

所蔵とされているシーボルトコレクションの黒耀石分析調査の成果を確立することでございます。 

 第２の責務は、国際交流事業の再開に当たって、平成３０年に双子遺跡の協定を結んだグライム

ズグレイブス遺跡を管轄するイングリッシュヘリテイジの関係者と協定継続についての合意を図る

ことでございます。 

 また、第３にはコロナ禍によって中断していた、長和青少年黒耀石大使とエンシェントハウス・

ティーンエイジヒストリークラブとの交流再開を見届け、連携の協定を結んでいるブレックランド

の実行委員会や、ミュージアム関係者と今後の継続的な交流についての合意を図ることでございま

す。今回は、その後方支援をいただいている、セットフォードの議会代表であるメイヤーや関係者

との面会により、地域間交流のさらなる推進を再確認することができました。 

 そして、第４の責務は、３年越しに協定関係を更新してきたセインズベリー日本藝術研究所が企

画に関わっているストーンヘンジでの縄文企画、サークルオブストーンにおいて、長和青少年黒耀

石大使主催のワークショップによる協力を提供し、研究所との今後の協定関係を強固なものにする

とともに、長和町の魅力を世界に発信することでございました。 

 ハードな移動スケジュールでの多岐に及ぶ交流事業でしたが、全ての目的を無事遂行することが

でき、今後の交流事業の継続を支える大きな力になったものと思っております。 

○議長（森田公明君） 原田議員。 

○７番（原田恵召君） 先日、令和６年度の大使の募集をして面接まで済んだそうですが、その目

的は何なのか、これからも一方的な渡英で交流なのか、について伺います。 

○議長（森田公明君） 藤田総務課長。 

○総務課長（藤田健司君） 長和町青少年黒耀石大使における英国との国際交流事業につきまして

は、教育基本法の改定に伴い、国際的な視野から互いの文化や歴史を尊重し、世界の平和を重んじ

る態度を育成することを目的として始まったわけでございます。 

 そして、広報活動を中心とした任務を担う大使としての英国渡航につきましては、ふるさとの魅

力をグローバルな視点から再認識するとともに、積極的な表現と発信活動を通じて感性を磨き、自

分自身の新たな可能性を引き出すという狙いがございます。 

 また、日常とは異なる異文化に直接触れることによりまして、同世代の子供たちと交流する経験
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は、国際交流や英語を学ぶ楽しさを知る契機等になると考えておるところでございます。 

 研修を経て、１年置きに実施する大使の渡航事業でありますが、平成２８年から始まりました。

２期生は２年後の３０年に渡航し、３期生と４期生につきましては、昨年の３度目となるコロナ禍

による渡航延期を経まして、今年度の合同派遣として渡航が実現いたしました。 

 令和６年度に渡航する第５期生の公募につきましては、当初計画に基づくもので、先輩である大

使の活動を見て公募に備えてきた子供たちも多く、中学生の応募が中心となってございます。３月

と７月に開催されました国際交流事業実行委員会では、このような子供たちの期待に配慮いたしま

して、当初の計画どおりに第５期生を公募し、次年度から、通常スケジュールである募集の翌年に

渡航という隔年事業に戻すことといたしたところでございます。 

 なお、英国との国際交流事業は、町議会からの提案に基づき平成２３年度からその実施の検討が

始まり、英国との交流を承認いただいたものでございます。相互の往来による交流事業につきまし

ては、平成２４年に、英国側の関係者が町を訪れたことから継続的に取り組まれてまいったわけで

ございますが、それぞれ７回ずつの訪問があり、子供たちの訪問も英国から２回、長和町からは今

期の合同派遣で３回目の訪問となります。 

 英国の子供たちの来町予定につきましては、さきに申し上げたとおり、大人の関係者の引率対応

や資金面での調達を含め、主に英国側の判断を仰ぐことになるわけでございますけども、実現可能

となった際につきましては、実行委員会を中心に受入れ体制を整え、広く地域の皆様との交流の場

を設定したいと考えておるところでございます。 

○議長（森田公明君） 原田議員。 

○７番（原田恵召君） それでは今のお話の中で、来年度の募集の人数は何人だったのかというこ

とと、今、答弁の中で町議会からの提案というのがあったんですけれども、それはどういうことな

のか伺います。 

○議長（森田公明君） 原田議員。 

○７番（原田恵召君） 分からないようでしたら後で教えてください。 

 次の質問に移ります。個人負担金を増やしたほうがいいのではないかということ、今回円安によ

り費用がかかってしまったそうだが、増えた分を町が全部負担するのはいかがか、今回１６人予定

していたのが１４人になったので予算は足りているんですけども、そうでなかったら予算足りなか

ったような状況でございます。それについて伺います。 

○議長（森田公明君） 藤田総務課長。 

○総務課長（藤田健司君） 持続可能な長和町を目指し、そして持続可能な事業とするための財源

の確保につきましては、国際交流事業のみならず全ての事業に関していえることでございまして、

現在、そして今後に向けても、大きな課題であると考えるところでございます。 

 今回実施いたしました事業の際には、確かに計画時より円安のため費用がかかってしまった部分

もあったわけでございます。今回の事業における負担金につきましては、国際交流事業実行委員会
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において１人当たり７万５，０００円と決定されておりましたが、今回は補正対応することなく、

当初予算の範囲内で事業を実施することが可能となりましたので、増額となりました分につきまし

て、町で負担したいと考えているところでございます。 

 今後につきましては、相場により不透明な部分もあり、確かにしっかりと読むことができないよ

うな経費もあるわけでございますけれども、円安によりますサーチャージ料金などの変動がある状

況になりましたらば、国際交流事業実行委員会に改めてお諮りを申し上げまして、負担金等を決め

ていけたらというふうに考えているところでございます。 

○議長（森田公明君） 原田議員。 

○７番（原田恵召君） １人当たり８０万円相当の費用がかかっての渡航でございますが、今回の

イギリスに行ったのには、まず日にちが長かった、１週間、それとオランダ経由で行ったことによ

ります費用と、大勢で行ったので小さなホテルに泊まれなかった、といういろいろな問題があるわ

けです。 

 このお金をかけずに効果を上げるような、そういうことをぜひ、交流委員会の中で考えていただ

きたいというふうに思います。高校の修学旅行だったらもちろん個人負担です。新婚旅行だって、

この８０万円というような金額での新婚旅行は考えられません。この１，６８０万円相当、１，７

５０万円ですか、オランダとイギリスに行ってかかっているわけでございますけれども、これを単

純に計算すると、長和町では５，６００人に３，０００円ずついきいき券を配っても１，６８０万

円、福祉灯油で１軒８，０００円配っても十分間に合う金額でございます。 

 この国際交流については、有意義とは思うが、いかんせん町費を使い過ぎておるのではないか。

この２年間での１，８００万円というお金がかっていることについては、看過できず質問をいたし

ましたが、町民が納得できるような事業としていただくように要望をしまして、次の質問に移りま

す。 

 先ほど申し上げましたように、（４）の質問に移ります。最低賃金は実行されているのかという

ことで、まず、全国では１，０００円超えの最低賃金が、長野県の最低賃金が９４８円と公表され

ています。この賃金は町の賃金単価に影響されるのか、その場合、令和６年度からなのか、また、

日当に換算すると８時間で７，５８４円、拘束時間があるんですけれども、７．７５時間で７，３

４７円、役場で働く職員に適用されるのか、また、委員会等の委員などの報酬額にも適用されるの

か、これについて伺います。 

○議長（森田公明君） 羽田町長。 

○町長（羽田健一郎君） 最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額

を定めた制度、最低賃金法という法律で決められており、最低賃金額より低い賃金で契約した場合

は無効となり、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。また、使用者が最低賃金以上

の賃金を支払っていなかった場合、使用者は労働者にその差額を支払う必要があるとともに、罰則

が適用されることとなっております。また、地域別最低賃金は、都道府県ごとに定められており、
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その都道府県で働く全ての労働者に適用されます。地域別最低賃金は、正規雇用はもとより、パー

トやアルバイト、臨時、嘱託といった雇用形態や呼称に関係なく、また、外国人労働者も含め、国

籍や年齢、性別に関わりなく、全ての労働者に適用され、長野県の最低賃金は時給で９４８円とい

うことになっております。 

 御質問の内容については、担当課長から答弁させます。 

○議長（森田公明君） 藤田総務課長。 

○総務課長（藤田健司君） それでは、御質問につきまして、私のほうからお答え申し上げます。 

 ①の役場で働く職員に適用されるのかということでございますが、最低賃金についてのこの御質

問でございますが、１０月１日から長野県の最低賃金が９４８円に改定されております。日当に換

算しますと、原田議員のおっしゃるとおりでございますが、この最低賃金につきましては、役場で

働く正規職員、会計年度任用職員、共立ソリューションズからの派遣職員にも適用されるところで

ございます。 

 正規職員につきましては、最低賃金を上回っておるところでございます。会計年度任用職員につ

きましては、時間給の職員に一部最低賃金を下回る職員がおりましたので、１０月１日より９４８

円で支給するように勤務条件通知を改定いたしたところでございます。派遣職員につきましては、

共立ソリューションズで対応いただいておるところでございます。 

 次に、②となります。委員会の委員などの報酬額にも適用されるのかということでございますけ

れども、委員報酬につきましては、まず賃金とは労働契約があることを前提に、労働の対償として

支払われるものとなっておるところでございます。それに対しまして、報酬につきましては、雇用

契約、委任契約、請負契約と、いろいろな場面で使用されております。町における委員報酬につき

ましては、委任契約と解されますので、労働契約ではないため、賃金には当たらなくなると思いま

す。よりまして、最低賃金の適用外であるため、報酬額には影響なく適用されないと考えておると

ころでございます。 

○議長（森田公明君） 原田議員。 

○７番（原田恵召君） （２）としまして、旅費はきちんと支払われているのか、①として、長和

町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例には、旅費として実費またはガソ

リン代キロ３０円となっているが、支払っているのか。この３０円は適正か、この数字の根拠は何

か。②として、職員と議員は、上小管内の出張には日当がつかないが、県内の出張も日当がつかな

いのか、これについて伺います。 

○議長（森田公明君） 藤田総務課長。 

○総務課長（藤田健司君） それでは、お答え申し上げます。 

 ①の旅費の関係でございます。旅費についての御質問でございますけれども、支払いにつきまし

ては、委員報酬とともに各担当において事務を行っておるところでございます。旅費につきまして

は、実費または１キロメートル当たり３０円で計算されまして、適正に支払いが行われておるとこ
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ろでございます。また。１キロメートル当たり３０円の根拠でございますが、平成２９年４月１日

に、２０円から３０円に改定されております。１キロメートル３０円とした根拠・理由でございま

すが、近隣市町村や類似団体なども参考に検討した経過もあるわけでありますが、確かにばらつき

もありましたので、最終的には、県の条例を参考に定めておるところでございます。 

 ②日当につきましては、議員・職員ともに、平成２８年４月１日から、上小管内、県内だけでな

く県外も含めて、日当の支給はなくなっております。こちらにつきましても、県の条例を参考に改

正しておるところでございます。 

○議長（森田公明君） 原田議員。 

○７番（原田恵召君） 令和４年に、大門地区の自治会の会長としまして、各種委員会に、町の委

員会に呼ばれまして、参画しました。また、長和町の代表として、上田広域の斎場の検討委員会に

も参加しました。上田広域では、１日幾らというその費用弁償があって、３回行きましたけれど、

１万５，０００円を頂戴しました。 

 それに対して、町では、毎月のように自治会長として呼ばれたんですけれども、それ相応のもの

がなかったというふうに思います。先ほど、適正に支払われておりますというふうにございました

けれども、ぜひその明細を出していただきたいと思いますので、もう時間がないので、後刻出して

いただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、あと６分ですので、最後の質問をいたします。 

 旧農協の長久保店の建物はどうするのかということで伺います。この旧長久保店は町の所有であ

り、最初は公民館であったり、農協に貸し出したり、山の子に貸し出したりというようなものでご

ざいます。取壊しの予定があるのか、取壊しに幾らかかるのか伺います。 

○議長（森田公明君） 羽田町長。 

○町長（羽田健一郎君） 旧農協長久保店に関する御質問でございますが、令和２年度に策定しま

した長和町公共施設個別施設計画において、旧農協長久保店につきましては、取壊しの計画はさせ

ていただいておりますが、旧農協長久保店等として使用していました旧長久保公民館は、鉄筋コン

クリート３階建ての建物であり、鉄筋コンクリート造りの建物の取壊しは、坪単価が約１０万円程

度かかるため、取壊し費用の概算は、およそ２，４００万円程度と予測されます。 

 建て替えを伴わないような取壊しのみに係る費用に補助金や地方交付税処置のある有利な起債が

ないことから、他の事業と比べ優先度が低く、計画段階より遅延している状況となっておるのが現

状でございます。 

○議長（森田公明君） 原田議員。 

○７番（原田恵召君） 残りの２つ一緒に聞きますけれども、現在保険に入っているのか、また改

修して使う見込みがあるのかについて伺います。 

○議長（森田公明君） 宮阪企画財政課長。 

○企画財政課長（宮阪和幸君）それでは、最初に現在の保険の加入状況についてお答えさせていた
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だきたいと思います。旧長門町公民館の保険加入につきましては、山の子学園がこの施設から退去

した際に、保険をかけるのを取りやめております。 

 次の、改修して使う見込みがあるのかという御質問でございますが、この施設につきましては、

昭和３８年建築の施設で、６０年余りが経過しておりますので、長和町公共施設個別施設計画にお

きまして、取壊しをするという計画とさせていただいております。よって、改修する予定はござい

ませんので、よろしくお願いいたします。 

○議長（森田公明君） 原田議員。 

○７番（原田恵召君） なかなか難しい物件ですが、取り壊して駐車場にするというのも一つの方

法でしょうし、新たな施設が必要になったときには整備するなど考えるしかないのかなというふう

に思います。 

 以上をもちまして、私の一般質問を終わります。 

○議長（森田公明君） 以上で、７番、原田恵召議員の一般質問を終結いたします。 

 ここで昼食のため午後１時１５分まで休憩といたします。 

休        憩   午後 ０時１２分 

─────────────────────────────────── 

再        開   午後 １時１５分 

○議長（森田公明君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 １番、阿部由紀子議員の一般質問を許します。 

 阿部由紀子議員。 

○１番（阿部由紀子君） 議長の許可をいただきましたので、ただいまから私の一般質問を始めた

いと思います。 

 今日の質問事項は、和田保育園と和田小学校の今後についての１つとなります。よろしくお願い

いたします。 

 今年６月の一般質問でも、和田小学校と和田保育園の現状と今後についての質問をさせていただ

いたのですが、この質問をするに至りましては、今年４月に行われた保育園保護者と議会との懇談

会で、保護者から統合への強い希望があったことを基に質問をさせていただきました。 

 質問では、今現在３４人という和田小学校の生徒の人数が、３年後には全部で２１名、平均する

と３、４名の見込みとなることからの当事者による不安の声があることをお伝えいたしました。懇

談を行った保護者からは、その後、町がどう対応してくれるのか、その後の対応を望む声もあり、

私としましても一般質問をはじめ、委員会などでも再度現状をお伝えしたり、保護者との懇談会の

開催やアンケートを取ってはどうでしょうかということを、一般質問や委員会などでもお伝えをし

てきました。 

 そんな中、９月１２日付で行政からの通知が保育園保護者に届きました。内容は、長和町観光協

会における第２のふるさとプロジェクト事業実施への協力依頼ということで、説明会は約２週間後
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となる９月２５日に行われました。内容は、都心の子育て家族が１週間から３週間ほど移住体験を

し、お子さんは和田保育園で保育園体験や交流をするというものでした。 

 観光協会の事業として、国の補助金により実証事業として行いたい。実施期間は１０月中旬から

を予定しているということで、実施は説明会から僅か二、三週間後の話であることや、保育園の使

われていない一室、年長さんの部屋になりますが、そちらを観光協会の拠点として使うこと、観光

協会で保育士１名を募集し、交流を行うことなどの説明が行われました。 

 保護者からは、「この話は小学校の統合問題にもつながっていく可能性もある。この事業が始ま

ることで統合がしづらくなるのではないか。」また、「今いる子供たちへのメリットが感じられな

い。目線が当事者ではない。」といった声のほか、「この話の一番の核となる保育園側が当日説明

を受けたことにびっくりしている。」や、「子供たちと密に関わっていく保育士の方々や、子供た

ちへの配慮を相手の立場に立って、前もって話を進めるべきだ。」との声がありました。 

 結局、この話に保護者は納得することができず、後日また話合いの機会を設けることとなりまし

た。この流れを踏まえて質問をさせていただきます。どうしてそのような急な話となったのでしょ

うか。現場の声を聞いてどう思われたでしょうか。 

○議長（森田公明君） 羽田町長。 

○町長（羽田健一郎君） 信州・長和町観光協会の新規事業に関する御質問でございます。 

 信州・長和町観光協会におきまして、新たな関係人口の創出が交流人口の増大につながる事業を

実証実験したいことから、国、観光庁ですね、の補助事業を活用しまして、今回、第２のふるさと

づくり実証事業に取り組むこととし、国の実証事業として採択を受けました。この事業は、和田地

域の文化財施設である羽田野を活用し、都会の家族が約２週間程度滞在し、テレワークにて仕事を

しながら、子供は地域で都会にはない自然に触れながら、地元の保育園などで過ごすと、言わば移

住体験につながる実証事業でございます。 

 急な話であるかどうかは、今回の事業の内定を受け、当然、町関係当局に理解をいただかないと

実施はできないことから、事業内定前から関係課への情報共有を実施して取り組んでいると認識を

しておるところでございます。詳細につきましては、担当課長から説明をさせます。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。 

○産業振興課長（中原良雄君） 信州・長和町観光協会では、先ほど町長からの答弁でもございま

したが、事業内定前である令和５年５月から、町担当部局であるこども・健康推進課へ情報共有を

させていただいております。事業内定後、間隔を空けず、現場である和田保育園に事業説明を実施、

その後、関係機関が一同に会したミーティングを設置していることから、準備期間は確保できたの

ではないかと考えます。 

 また、和田保育園からも保育園交流選任スタッフを観光協会側で準備するなどの要望を聞いてお

り、ハローワークにて９月より保育士募集を開始するなど、説明会以前から現場の声に対応すべく

動いておりました。 
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 よって、観光協会としては決して急な話ではないとの認識でございますが、事業の可否に時間を

要したこと、また、実施について、保育園に対し、もう少し具体的で丁寧な説明が必要であったと

思うところでございます。 

○議長（森田公明君） 小林こども・健康推進課長。

○こども・健康推進課長（小林義明君） 観光協会より、第２のふるさとプロジェクト事業におい

て、都心の子育て家族が移住体験により長和町を知ってもらう中で、子供さんを保育園で受け入れ

てもらえないかとの相談がありました。和田保育園の園児数減少への心配もあることから、保育園

の活性化や子供さんの交流にもつながるよい事業と考えましたが、現在のままで受入れが可能か、

どのような受入れ体制が必要かなどを検討し、観光協会が子供の託児を行う中で、和田保育園の一

室をお貸しし、保育園体験や交流を行う形であれば事業が実施できそうとのことで、すぐに保護者

説明会を計画し、開催したところでございます。 

○議長（森田公明君） 阿部議員。

○１番（阿部由紀子君） 今の答弁について、再質問です。

確認をしますが、今の答弁から、６月に内定を受けて７月に認証、内定後から間隔を空けず保育

園に説明をし、保育園側からの要望を聞いて現場の声に対応すべく動いていた、保護者説明会以前

である９月からハローワークでの保育士の募集を開始していたということでよろしいでしょうか。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。

○産業振興課長（中原良雄君） 保育園との協議の中で、保育士だけでは対応が難しいとの御意見

もあり、９月からハローワークで保育士の募集を始めていたところでございます。 

○議長（森田公明君） 阿部議員。

○１番（阿部由紀子君） 説明に来ていた観光協会の方、２名いらっしゃったんですが、当日保護

者からの意見や反対を受けて、和田保育園の保護者が保育園や小学校の統合を希望しているという

現状を知らなかったということで驚いていました。こうした説明会をする前に、事業を実施したい

という観光協会側にも、行政からは現状を説明すべきだったのではないでしょうか。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。

○産業振興課長（中原良雄君） 議会と保護者の皆様との懇談会が実施され、その内容が１０月に

町へ要望書が提出されたことにより、町は状況を把握できたところでございまして、観光協会とし

ますと、直接話をお聞きしていないため、把握することが困難であると理解しています。行政から

の現状説明につきましては、要望を踏まえ実施するものと理解しております。 

○議長（森田公明君） 阿部議員。

○１番（阿部由紀子君） 再質問をさせていただきます。

今年６月の議会議事録を確認しましたが、冒頭でも説明しましたように、６月の私の一般質問で

は、和田小学校と保育園の現状と今後についてという題目で、議会と保育園保護者との懇談会を行

ったことをはじめ、懇談会に至る経緯から現在の保育園の子供の人数、その人数であるがゆえの当
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事者が抱える問題点と、このままの人数で小学校へ行くことによる子供の成長への不安などを保護

者からお聞きした具体例も加えて詳しくお伝えした認識でおります。 

 一般質問だけでなく、各種委員会などでも、この問題については保護者との懇談会の開催をして

ほしい、との要望やアンケートを取ってほしいと、口頭ではありますが、申し上げてお伝えしてき

たと思います。 

 今いただいた答弁では、１０月まで議会から要望書が出ていなかったので知りませんでしたとい

うようにしか聞こえないのですが、口頭で幾らお伝えしてきてもなかなか町民の思いや一般質問で

の内容が伝わっていないと感じたため、議会から１０月に正式に要望書を出したと私は認識をして

おります。 

 今日傍聴に来ている議会モニターの方や、ゆいねっとを見ている町民の方にも、これまでのやり

取りを見たり聞いたりしている方がいるはずだと思います。 

 質問です。４月に保育園保護者と行った懇談会の内容を、行政側は本当に承知していなかったと

言えるのでしょうか。 

○議長（森田公明君） 小林こども・健康推進課長。

○こども・健康推進課長（小林義明君） ６月議会の阿部議員の一般質問には、町長、教育長より

答弁をしており、御質問の内容につきましては承知をしておりますが、４月の議会懇談会でどのよ

うな話合いが行われたかの詳細は承知をしておりませんでした。 

○議長（森田公明君） 阿部議員。

○１番（阿部由紀子君） ４月の懇談会では保育園の保護者全員から統合を望む声がありましたが、

１０月の懇談会では、統合をする予定はないとの答えでした。どうしてなのでしょうか。 

○議長（森田公明君） 藤田教育長。

○教育長（藤田仁史君） まず、４月の懇談会は長和町議会が主催をしたものでございまして、１

０月は観光協会が計画をした保育園留学に係る第２回目の説明会であり、懇談会ではございません

でした。なお、この件につきましては、６月議会で阿部議員の一般質問「和田小学校と和田保育園

の現状と今後について」の質問において、学校の適正配置の考えについてで既にお答えをしてござ

いますが、改めて申し上げたいと思います。 

 和田小学校は昨年度より複式学級が始まり、単級での授業、連学年合同授業、異年齢集団の縦割

り活動、ＩＣＴの利活用、児童の課題に合った丁寧な指導、一部教科担任制などの取組を進め、少

人数ではございますが着実に児童の力をつけられるよう努めており、特色を生かした学校運営をし

ております。学校の適正配置につきましては、児童の教育条件をよりよくすることはもとより、地

域のコミュニティの核としての学校の特性や、地理的要因、地域の事情等についても十分配慮し、

慎重に判断していかなければならないと考えていること、その他の質問において、小学校の統合に

関するアンケートは実施する予定はないが、小規模特認校就学特例制度について検討する際に、長

門、和田両小学校の保護者の御意見を伺っていくことなどを答弁をさせていただいております。 
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○議長（森田公明君） 阿部議員。 

○１番（阿部由紀子君） １１月１６日の信濃毎日新聞に、和田小学校において小規模特認校を検

討との記事が出ていましたが、こちらはどのような制度でしょうか。 

○議長（森田公明君） 笹井教育課長。 

○教育課長（笹井佳彦君） 小規模特認校就学特例制度とは、文部科学省が平成９年の教育プログ

ラムの中で、児童数が減少し、存続が危ぶまれる小学校において、小規模のよさを生かした学校運

営を進める場合に自治体全域から児童を集めることが認められている小規模特認校制度を制定した

ことから始まりました。内容は主に、全校生徒が１００人以下の学校で行われており、長和町にお

いては和田小学校が対象となります。この制度を導入することによりまして、長門小学校の通学区

域に関する規則で定められている大門、長久保、古町の児童も、希望すれば和田小学校に通学する

ことができます。なお、和田小学校に就学することを選択した場合におきましては、卒業するまで

在籍することになります。 

○議長（森田公明君） 阿部議員。 

○１番（阿部由紀子君） 町民の方から、上田は学区関係なく通学できるようだとの話を聞いてい

ますが、実際にはどうなのでしょうか。また、長和町の学区にはどのような決まりがあるのでしょ

うか。 

○議長（森田公明君） 笹井教育課長。 

○教育課長（笹井佳彦君） 上田市におきましても、通学区が決まっておりまして、通学区制度が

原則でございます。しかし、上田市に限らず、特例はどの自治体にもございます。例えば、西内小

学校におきまして、学年で１人になってしまうため、保護者から違う市内の小学校に通学したいと

いう要望があり、西内小学校長の意見書が教育委員会に提出され、特例として認められたケースが

ございます。 

 しかしながら、あくまで特例でございますので、やむを得ない事情が重要になってまいります。

なお、長和町は地域によって通学区が定められております。大門、長久保、古町区域は長門小学校、

和田区域は和田小学校になります。 

○議長（森田公明君） 阿部議員。 

○１番（阿部由紀子君） 制度を取り入れることにより、人数の多い長門小から和田小学校へ通う

ことができるとのことですが、説明会では、学区の決まりで和田の子供は長門小学校へ行くことは

できないとの話がありました。保護者からは、小規模特認校制度で大きい学校の人は希望した学校

で学べるのに、和田の子が学区の決まりで移動できないのは不平等ではないか、との声があります。

少ない人数の保護者は黙って我慢しろと言われているような気がして切ない、との声もあります。

学区を決める決定権はどこにあるのでしょうか。 

○議長（森田公明君） 藤田教育長。 

○教育長（藤田仁史君） 前述と答弁が重なりますが、小規模校のメリットを最大限に生かして学
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校を存続させることができるようにすることも考慮した制度であるため、不平等という認識は違う

のではないかと思っております。小規模のよさを生かした学校運営を進める場合には、自治体全域

から児童を集めることが認められる特例制度で、主に全校生徒が１００人以下の学校が対象となっ

てまいります。長門小学校では１６０人以上の児童数がありますので、この制度の対象にはなりま

せん。なお、町の通学区の設定、変更は教育委員会が行っております。 

○議長（森田公明君） 阿部議員。 

○１番（阿部由紀子君） 和田小学校の高学年の子や保護者は、いまさら転校はしたくない、慣れ

ている場所がいい、と思う人もいるかもしれないけれど、どんどん少なくなっていくこれからの世

代を思い、分かってもらいたい、和田は手厚く勉強を見てもらえたり、アットホームな雰囲気がと

てもよいのだけれど、少な過ぎるのが問題である。同級生がいないとか、上の学年や下の学年がい

ないという学年も出てくるのは心配である。小学校の学区を撤廃して、どちらの小学校も選択でき

るという条例に変えてほしいなどの意見があります。条例を変えることはできないのでしょうか。 

○議長（森田公明君） 藤田教育長。 

○教育長（藤田仁史君） 小規模特認校制度と一緒に考えられているので通学区の撤廃という考え

なのかもしれませんが、議員が言われるような通学区の撤廃ということになれば、それこそ児童の

取り合いという懸念が生じてまいりますので、現段階では通学区の変更を行う予定はございません。 

○議長（森田公明君） 阿部議員。 

○１番（阿部由紀子君） 町として地域を守りたいとの思いから小学校存続という方針なのかもし

れませんが、我が子がその当事者で、貴重な幼少期に犠牲を払わなければならないことが切ないし

苦しい気持ちです、という意見もあります。経田小との交流や音楽会、運動会、修学旅行など、人

数が多いほうが達成感もある、サッカーや野球など大勢じゃないとできないことを経験させてあげ

たい、といった声も聞かれます。地域に学校が必要なのは理解できますが、今の状態では当事者の

気持ちを最優先に考えるべきなのではないかと思います。 

 先ほどもお話にありました第２のふるさと事業のような山村留学や経田小との交流も、長門小と

一緒になった上で行えばよいのではないかとの声もあります。その際に、和田の校舎を使うなどし

てもいいのではないでしょうか。当事者の問題をとにかく一度解決してから、和田の校舎の利用法

やプロジェクトを考えて進めればよいのではないでしょうか。 

○議長（森田公明君） 藤田教育長。 

○教育長（藤田仁史君） 教育環境をよりよくすることはもとより、地域のコミュニティの核とし

ての学校の性格や、地理的要因、地域の事情、小学校に通う子供の気持ち等についても十分配慮し、

慎重に判断していかなければならないと考えております。 

 また、和田小学校は文部科学省型のコミュニティ・スクール事業を全国に先駆けて取り入れた地

域の人たちが学校運営に深く携わってきた１２０年以上の歴史を持つ学校でございます。現在でも、

農業、スポーツ、学習支援、登下校の見守り、交流など、地域の方々がボランティアで児童の支援
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をしていただいております。保護者と子供も、住民の一員でありますので、地域の皆さんと一緒に

地域の将来についても考えていただければというふうに思います。どちらを優先するという問題で

はないと考えております。 

○議長（森田公明君） 阿部議員。

○１番（阿部由紀子君） 今年度の第２のふるさとプロジェクト事業は延期とのことですが、来年

度以降はどのように考えているのでしょうか。当事者の問題に向き合わない限り、この答えは平行

線かと思われますがいかがでしょうか。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。

○産業振興課長（中原良雄君） 第２のふるさとプロジェクト事業の実証事業につきましては、交

流人口の増大、関係人口の創出に不可欠であると考えており、地域の活性化にも資する事業である

と計画されたものでございます。 

 町といたしましても、信州・長和町観光協会が行う実証事業は実施してまいりたいと考えており

ますが、保育園の統合問題とは別に考えていただければと考えております。 

 保育園の統合につきましては、保護者の皆様の思いを踏まえ、しっかりと検討すべきであると思

いますが、第２のふるさとプロジェクト事業の保育園留学につきましては、事業を実施することに

より、他の地域から来られた園児またその御家族と交流を持つことができ、両者にとって大変意義

のあることであると考えてございます。しかしながら、事業を実施するに当たっては、保護者の皆

様を初め、関係する皆様に御理解いただきながら今後進めてまいりたいと考えてございます。 

○議長（森田公明君） 阿部議員。

○１番（阿部由紀子君） 数年前、住民票を移してまで依田窪南部中学校に行き出した和田中の親

御さんの例があったかと思います。和田中学校と依田窪南部中学校の合併までの例をお聞かせくだ

さい。 

○議長（森田公明君） 笹井教育課長。

○教育課長（笹井佳彦君） 野球、サッカーなど、和田中学校にない部活を求め、依田窪南部中学

校に通いたいということが主な理由であったと聞いております。最初に中学校でどうしても野球を

やりたいという児童がおり、教育委員会が特例で認めましたが、その児童が中学校に行ったときに

サッカー部に入ってしまったという事象がおきまして、特例の理由がなくなってしまい、特例とい

う制度が無法状態になってしまうことを懸念し、翌年から特例を廃止した経過がございます。それ

以降、住所を移して依田窪南部中学校に通学する児童が出始めたと聞いております。 

○議長（森田公明君） 阿部議員。

○１番（阿部由紀子君） 今御説明にあった例は、人数が少ないことによる危機感からの行動だっ

たのではないかと思います。友人関係や部活動の選択肢がある環境を望んだ結果だったのではない

かと思います。その後も同じ理由から、和田地域から引っ越してしまった親御さんの例も聞いてお

ります。当事者の声に耳を傾け対策を取らない限り、人の流出は避けられないと思います。和田と
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長門は合併してからもう１０年もたちます。子供たち当事者にとって、これから子育てをしていく

ための地域とは、もう長和町というくくりでよいのではという意見が多数あります。どう思われま

すでしょうか。 

○議長（森田公明君） 羽田町長。 

○町長（羽田健一郎君） 依田窪南部中学校の場合、部活が理由ということでございましたが、中

学生ぐらいになりますと、本人の意志が強く持てるようになってきますが、保育園児の場合はまだ

まだ自分の意志を表現するのは難しく、保護者の意志がですね、優先されると思いますので、中学

校の統合の例と同様には考えられないというふうに思っております。 

 また、長和町というくくりでよいのではないかと、こういう御質問でございますが、学校は子供

たちが地域と関わり、愛着を育む場であり、地域、ふるさととはつまずいたらいつでも帰ってこら

れる場所、疲れたら心を休める場所、自分が生まれ育ち、何にも代え難い、大切な存在ではないか

というふうに思っております。そんな郷土を、ふるさとをいつまでも大切に思う心を持った大人に

育ってほしいと願っておるところでございます。和田、長門、それぞれが育つ身近な地域に強い思

いがあって当たり前ですし、それぞれの地域の特性があり、両小学校に歴史と校風があり、合併し

て年数がたったから全て長和町というくくりで考えるような話ではなく、個々の特性が必要な部分

と、そしてまた長和町として一つで考えてよい部分というものがあるというふうに思っております。 

○議長（森田公明君） 阿部議員。 

○１番（阿部由紀子君） 今現在、どこの自治体でもあらゆる施設の維持費の削減が課題となって

います。使われていない施設の有効活用や、合併により重複している施設や建物の維持費や光熱費、

管理費など、人口の減少も含めて今一度見直していかなければならない時期に入ってきていると言

われています。統合することにより、学校の維持費や光熱費などを削減することができるのではな

いかと思います。 

 また、その分の経費や人件費などは必要とされている場所やサービスを増やすことによって、よ

り子育て政策を充実させることができるのではないかと思います。例えば、以前から私が一般質問

や委員会などでも申し上げております病児保育や病後児保育、または早朝保育や休日保育、児童館

や子供の居場所の充実に係る人員や雇用の確保、高校通学の交通費の増額や通学バスのルートや台

数を増やすことなども可能になるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（森田公明君） 藤田教育長。 

○教育長（藤田仁史君） 公共施設の見直しにつきましては、利用状況など把握しながら町として

も取り組んでいかなければならない課題の一つでございますが、例えば公民館、体育施設、加工所

施設などの公共施設と異なり、子供の教育を司る学校は経費重視で考えるような施設ではございま

せん。不必要な経費は削減しても必要なものは残す、必要な施策には予算を講じていくべきである

ものと考えております。 

○議長（森田公明君） 阿部議員。 
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○１番（阿部由紀子君） 町の生涯学習のスポーツ教室などでも、どうしても子供たちは同じ学校

やクラスの子で固まる傾向があります。和田の子は孤立しがちで仲間に入りきれず辞めてしまう

ケースがあります。統合して同じ学校になれば同じ学校の同級生となるため、そのように孤立して

しまう場面も少なくなると思います。なおかつ、同じ長和町の仲間として、その後同じ中学校に行

くことができます。和田に住んでいるのが少数だとしても、あらゆる場面で孤立したり寂しいと思

う状況を回避できると思います。１人や３人、４人などの人数で修学旅行へ行ったり中学校へ上が

っていくことが今から予想される和田の子供たちの気持ちや現状を、町は想像することができてい

るのでしょうか。地域に必要と言われても、今の状況では人数が少な過ぎます。例えばそれが自分

の子供や孫だった場合、本当に今のままでいいと思えますか。 

○議長（森田公明君） 藤田教育長。

○教育長（藤田仁史君） スポーツ教室などで孤立するということは、単に小学校の違いだけが問

題ではないと考えております。私の子供も小中学校のときにサッカーをしておりました。たしかそ

のときは同じ学年では長門小の子供が７人、和田小の子供が１人だったと思いますが、よいチーム

ワークで競技をしていましたし、練習や試合の送迎などでは、お母さんと協力をして子供たちの活

動を応援することができました。また、私自身も子供の頃、古町小学校卒業後、依田窪南部中学校

で、違う小学校を卒業した子供たちと知り合い、高校に進学してからも、より多くのお友達と付き

合うことができました。 

 今後のスポーツ教室につきましては、多くの子供が楽しく活動できるように、社会体育事業の課

題として取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

○議長（森田公明君） 阿部議員。

○１番（阿部由紀子君） 地域に子供が必要なのは理解できますが、子供は地域の持ち物ではあり

ません。人格や性格など一生に関わる基礎となる大事な部分が育つ時期に、子供同士でコミュニ

ケーションを取ったり、勉強も運動も切磋琢磨する最低限の人数は必要だと思います。長和町に学

校が一つしかなく、他の町村と統合という話ならまだしも、車で５分か１０分も行けば、２０人か

ら３０人が一クラスという子供たちが同じ町内にいます。その子たちが数年後、同じ中学校へ通う

ことになるのですから、そこに、和田の学年で１人、３人、４人といった子供が一緒になった上で、

新たな地域やまちづくり、山村留学の話を考えていけばよいのではないでしょうか。 

○議長（森田公明君） 藤田教育長。

○教育長（藤田仁史君） 地域があって人々の生活が成り立っていると考えておりますが、保護者

も子供も地域の住民の一員でございます。地域の将来を地域の皆さんと一緒に考えていかなければ

とも思っております。前述で答弁していることと重なりますが、山村留学も小規模特認校制度も、

まずは、和田小学校を存続させていくための施策として検討をさせていただいております。 

○議長（森田公明君） 阿部議員。

○１番（阿部由紀子君） 学区の決まりがあるから少ない学校から出られない、その状況を変えら
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れないまま山村留学の話を進めるのには無理があると思います。当事者の問題を解決した上で、長

和町の子供たちとしての山村留学の形や、和田の校舎の利用法などを考えるほうがよいのではない

かと思います。そのほうが結果的に観光協会のやろうとしているまちおこしを町民みんなが気持ち

よく応援したり、プロジェクトやまちおこしに対してありがたく思えるのではないかと思います。 

 和田地域に移住者や子供を増やそうと思うのは、とてもいいことだと当事者たちも思っています。

ただ、先ほども申し上げましたが、自分の子供の成長過程が犠牲になるのが悲しいとの意見があり

ます。当事者の悩みを理解し、なおかつ地域おこしのプロジェクトが町の活性化につながるように

バックアップするためにも、行政は今この問題にきちんと向き合い、解決すべきであると考えます。 

 信濃毎日新聞の和田小学校に関する記事で、専門家の方によりますと、小規模特認校の和田小学

校への導入については、長門小も全校生徒が１６０人ほどであることから、同じ町内でこの制度を

取り入れるに当たっては、子供の取り合いのようになるとも指摘されておりました。 

 長和町の学区を決める権限は教育長にあるのでしょうか。制度では、和田小から長門小へ通うこ

とも可能になるのではないでしょうか。９月の懇談会では、保護者から町長と教育長に話がしたい、

ぜひ聞いてもらう機会をつくってほしいとの意見がありました。 

 改めまして、この問題に関して教育長はどのように考えますか。町長はどのように思われますで

しょうか。 

○議長（森田公明君） 羽田町長。 

○町長（羽田健一郎君） まずですね、４月の保育園保護者と議会の懇談会は、これは議会が独自

で行ったもので、行政には相談も報告もございませんでしたが、６月議会定例会におきまして、阿

部議員が懇談会で保育園保護者から出された意見を集約した形で一般質問を行われました。その際

ですね、町長、教育長から、山村留学あるいは小規模特認校の制度の導入を検討し、存続する方針

であること、統合については現時点では考えていないこと、統合に関するアンケートを行う予定は

ないが、小規模特認校の制度については、両小学校にアンケートを行うことを検討していることな

ど、阿部議員からの質問にはっきりと答弁をさせていただきました。 

 ６月議会終了後に阿部議員がその結果を保育園保護者に責任を持って報告すべきであったという

ふうに感じております。保育園保護者に報告していなかったことから、９月に行政が開催した保育

園体験交流の説明会において、４月懇談会の要望に何の回答もないという苦情が出たのではないで

しょうか。議会が行った懇談会であるにもかかわらず、なぜ苦情が行政に向いたのか、正直困惑し

ております。 

 また、４月に懇談会を行って、１０月に半年たってから要望書が出てきたことも遅過ぎるのでは

ないかというふうに感じました。議会が懇談会を行うこと自体は非常にいいことだと思いますが、

今回は小学校保護者の意見を聞かなければ不公平だというふうに思います。行政も議会も住民のた

めにある組織でございますので、今後行政に関係すべきことは、相談や情報共有を行っていただき、

共に住民のために連携を図っていただきますようお願いをしたいと存じます。 
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 次にですね、この問題に関して町長の考えという御質問でございますが、私は６月議会一般質問

後から、学校統廃合の意見に何か違和感を感じておりました。それは、最も影響を受ける子供の声

が聞こえてこないからです。少人数ゆえに多様な教育活動ができないのではという保護者の不安か

ら、一定程度の学校規模における、よりよい教育を求める声ばかりが聞こえてきます。しかし、自

分の学校がなくなる、当たり前に通っていた学校が消える経験をする子供たちの声は、この意見の

中には聞こえてきません。子供は、統合することになれば、期待と不安が交差する中で、新しい出

会い、新しい関係づくりに直面するでしょう。人間関係がうまくいけばいいですが、そうなるとは

限りません。また、６年生の１年間だけを統合校で過ごす子供たちの中には、あと１年なのにとい

う戸惑いや、その気持ちを親に言ったところでという諦めを抱く者もいるでしょう。 

 学校統廃合は２つ以上の学校が合わさるため、行事や教育内容などの調整、精選が必要になりま

すので、教員は多忙を極め、子供一人一人に関わるのが難しくなるでしょう。大人が思う以上に、

学校統廃合は子供たちに大きな影響を与えます。子供が何を感じ、何を思うのか、大人は子供の意

見に耳を傾けなければなりません。 

 一番最優先されるべき和田小学校に在籍する子供たちのことが後回しにされ、保護者の不安だけ

が前面に出てきていることに違和感を感じたのです。実際に和田小学校に通う子供たちの考えを聞

くことなく、大人が決めた和田小学校の今後の在り方であってはなりませんので、和田小学校児童

の気持ちを毎年小学校で行っている学校評価などにおいて、十分に聞き取り、把握をしたいという

ふうに考えております。 

 しかし、人口減少、少子化の波は全国的な問題でもあり、いずれは学校の再編についても避けて

通れないときが来るかもしれませんが、和田保育園、和田小学校の現状把握、子供・保護者のお考

え、住宅政策、様々な選択肢を研究し、誰一人置き去りにすることのないよう、この課題に関しま

しては継続をして取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

○議長（森田公明君） 藤田教育長。

○教育長（藤田仁史君） 和田小学校の運営につきましては、ただいま町長からの答弁にもござい

ましたとおり、現在少人数ではありますが、それを強みに変えられるよう努力をし、日々子供たち

が伸び伸びと楽しく学校生活を送れるように取り組んでいるところでございます。また、和田小学

校は早くから文科省型のコミュニティ・スクールを立ち上げ、大勢の皆様に学校の中に入っていた

だき、児童の学習支援、農林業体験、体力向上、安全安心など、様々な分野で地域の皆様に支えて

きていただいており、これらの活動に対しましては改めて感謝を申し上げたいというふうに思いま

す。 

 保育園、小学校の保護者の皆様につきましては、まず小学校特認校就学特例制度の意向調査に合

わせて、今後の学校の在り方についても御意見を伺うこととしております。なお、通学区の変更や

統合といった学校の再編につながるような非常に重大な課題につきましては、地域の皆様の御意見

を伺いながら、慎重に進めていくべきであるものと考えております。 
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○議長（森田公明君） 阿部議員。 

○１番（阿部由紀子君） ６月の議会終了後、私はみんなの声を議会で伝えたと、保育園保護者に

口頭ではありますが、報告をしてきました。議場で今日と同じような形で行政の皆さんに伝えてい

たため、私も保護者も何かしら行政が動いてくれると思っていましたが、議会からの要望書が出て

いなかったことで、一般質問で質問をしても伝えたことにはなっていないということになっている

んだなと認識をしました。６月の一般質問の内容は、要望書とほぼ同じ、もしくは要望書よりも人

数などの情報や保護者の声を詳しく説明したと思っています。議員や議会は、町民の声を伝えるこ

とはできても、実際に政策を考え実行したり、予算を決める権限はないことから、小学校の保護者

にも、どうか行政で直接意見を聞いてほしい、懇談会をしてほしいとお伝えをしてきました。 

 先日配られた小規模特認校制度についてのアンケートを見た長門の保護者の方たちからは、あの

アンケートは、和田の子供も長門に来られるようになるためのものだと思った、だとか、和田が統

合したくないから小規模特認校を取り入れたいんだと思ったという意見が多数で、私たち保護者の

意見や考えとは逆で伝わっているんだなと思いました。和田のこれから小学校へ入学していく子供

を持つ保護者たちは、和田の子も望めば長門へ行けるようになってほしいと思っています。保護者

が統合を望むのは、子供自身は今与えられている環境しか知ることができないからです。私が保護

者の声を今こうして届けているのは、学年で１人しかいない子や、クラスに３人しかいない自分の

子供たちを育てながら、長門小の運動会や音楽会の様子をテレビで見ると羨ましくて切ない気持ち

になると聞いたからです。長和町の子育て政策には、子供ファースト、まずは今の、そしてこれか

らの子供の成長をぜひ一番に考えていただきたいという思いをお伝えしまして、今回の私の一般質

問を終わります。 

○議長（森田公明君） 羽田町長。 

○町長（羽田健一郎君） ただいまですね、６月議会のお話を保護者の皆さんにしていただいたと

いうことでありますけれども、先ほど来お話ししましたように、６月議会の答弁では、小規模特認

校という制度を使いながら、和田小学校を存続していくという答弁をしたわけでございまして、そ

ういったことが保護者の皆さんにお伝えをいただいたかどうか、そこのところが問題だというふう

に私は考えております。 

○議長（森田公明君） 以上で、１番、阿部由紀子議員の一般質問を終結いたします。 

 ここで午後２時２０分まで休憩といたします。 

休        憩   午後 ２時０６分 

─────────────────────────────────── 

再        開   午後 ２時２０分 

○議長（森田公明君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 ３番、荻野友一議員の一般質問を許します。 

 荻野友一議員。 
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○３番（荻野友一君） 議長の許可をいただきましたので、一般質問を行わせていただきます。

私は本日、令和元年１０月に、当町に甚大な被害をもたらしました台風１９号についての検証を

通じて、町の防災体制に関連し幾つかの質問をいたします。 

 台風１９号については、長和町が発足以来の甚大な被害を受けた大変な災害でありました。被災

後の定例議会におきましても複数の議員から一般質問をされましたが、４年を経過した現在、台風

１９号被害時の町の対応をもう一度検証することにより、その中にこれからの災害対策に生かして

いくべき教訓があると考えています。 

 まず、４年間の災害復旧を通じ、被害の概要も確定されたことと考え、災害被害額に関して質問

したいと考えます。 

 最初に、道路、河川、橋梁について、国庫補助により復旧された被害箇所と被害額、そのほか、

これに係る被害総額は幾らか、また復旧率はどれくらいか、お尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 令和元年１０月１２、１３日の東日本台風１９号災害での長和町におい

ての災害総額の御質問でございます。 

 当時は長和町におきまして本当に甚大な被害でございました。長和町建設振興協議会の皆様をは

じめ、そのほかにも様々な方の御支援があり、災害復旧に取り組んでくることができました。おか

げさまで農業用施設１か所を残して、全て復旧が完成をしております。 

 この場をお借りいたしまして、改めて皆様にお礼を申し上げたいと存じます。本当にありがとう

ございました。 

詳細につきましては、この後、担当課長より答弁をさせていただきます。 

○議長（森田公明君） 龍野建設水道課長。

○建設水道課長（龍野正広君） 町で発注した町道１６か所、河川５か所、橋梁２か所についての

災害復旧工事につきましては、補助率８６．８％で２３か所の復旧工事を行い、４億８，９９２万

６，４７０円の被害総額となりました。復旧率につきましては１００％です。 

 また、県で発注した町内の災害復旧工事につきましては、２３か所の復旧工事を行い、１０億９，

５７５万９，６００円の被害総額と聞いております。 

○議長（森田公明君） 荻野議員。

○３番（荻野友一君） 次に、農地、農業施設に係る被害総額は幾らか、また、復旧率はどれくら

いか、質問いたします。 

○議長（森田公明君） 龍野建設水道課長。

○建設水道課長（龍野正広君） 農地につきましては、２１か所の復旧工事を行い、補助率９４．

２％で４，１４０万６，０００円の被害総額となりました。農業用施設につきましては５６か所の

復旧工事を行い、補助率９８．５％で９億３，５８７万２，３００円の被害総額となりました。 

残り１か所が２月末までの工期となっており、復旧率は９８％です。 
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○議長（森田公明君） 荻野議員。

○３番（荻野友一君） 細かく質問を重ねてすみませんが、次に上下水道に係る被害総額は幾らか、

お尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 龍野建設水道課長。

○建設水道課長（龍野正広君） 上下水道に係る被害ですが、綿屋工業さんの前が依田川の氾濫に

より国道１５２号線が崩落した際に１か所被災し、下水道災害復旧工事を行いました。被害総額は

２８１万２，７００円で、補助率は８６．８％でございます。復旧率は１００％です。 

○議長（森田公明君） 荻野議員。

○３番（荻野友一君） 次に産業振興課に係りますが、林道について国庫補助により復旧された被

害箇所と被災復旧額、そのほかこれに係る被害総額は幾らか、また復旧率はどれくらいであるか、

お尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。

○産業振興課長（中原良雄君） 林道の国庫補助による復旧箇所は、８路線２１か所になります。

事業費総額は１億４，５１３万４，０００円で、国庫補助額は１億３，８０２万２，０００円、補

助率は９２．３％でございます。 

 大沢と本沢は奥地となりまして、補助率９７．３％となります。復旧工事は最後の箇所、本沢３

号、４号で工事自体は終了しておりまして、受注業者の書類整備中の状況でありますので、ほぼ１

００％といった状況でございます。 

○議長（森田公明君） 荻野議員。

○３番（荻野友一君） 今、答弁をいただきまして、台風１９号による被害の大きさを改めて感じ

ているところであります。自然災害は時に、人間の考えも及ばない被害を生み出す大きな脅威を持

っています。この地域でも、災害が起こったときに被害を最小限に抑えるため、防災に対する施策

を講じていかなければならないと考えています。 

 台風１９号を経験し、町では消防団、自主防災組織、各自治会等の団体と台風災害に対しての検

証を行ってきていると考えていますが、検証により明らかにされた問題点をどう解決したのか、ま

た、解決に向けどのようなアプローチをしているのか、お尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 藤田総務課長。

○総務課長（藤田健司君） 台風１９号時におきましては、関係各所から様々な問題点や御意見な

どをいただきました。大きく分けまして、備蓄の関係、情報伝達の関係、高齢者避難等が挙げられ

たところでございます。 

 備蓄につきましては特別なものを用意するのではなくて、できるだけ普段の生活の中で利用され

ているものを備えるよう心がけ、水またはお湯ですぐ食べられるマジックライス各種や保存水５０

０ミリリットルペットボトルを中心として配備を行い、有事に備えているところでございます。 

情報伝達の関係につきましては、伝達不足が挙げられたわけでございますが、町の防災無線をは
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じめ、告知端末放送や町ホームページ、ＣＡＴＶ文字放送やＦＭとうみ、フェイスブックなど、Ｓ

ＮＳで情報発信を実施しているわけでございますが、来年２月に実装予定のお知らせアプリの「Ｎ

─ナビ」にも最新情報を掲載する予定でございますので、あらゆる手段の充実に加えまして登録促

進を促してまいりたいと考えているところでございます。 

 また、高齢者の避難につきましては、災害時に自ら避難することが難しい独り暮らしの高齢者、

要介護者、障がい者などがどのような避難行動を取ればよいのか、現在、一人一人の状況に合わせ

ての、いわゆる避難行動要支援者を対象に、有事の際にどのような避難行動を取ればよいのか、あ

らかじめ本人、家族と確認し、作成いたします行動計画、個別避難計画の作成に、福祉施設に従事

する皆様などの絶大な協力を得まして、事業として取り組んでいるところでございます。 

 令和５年より優先度の高い方から順に作成し、状況の把握等につきまして活用する予定でござい

ます。 

 災害時におきまして、犠牲者のうち高齢者が高い割合を占めている中で、誰一人取り残さないた

めにも、今後も鋭意努力してまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（森田公明君） 荻野議員。 

○３番（荻野友一君） 今の答弁に含まれることも、これからちょっと細かく質問していきたいと

思いますが、災害時の町の対応についてお尋ねいたします。 

 最初に、避難指示の発令の根拠についてお尋ねします。避難指示につきましては、災害の種類に

よっても違いがあると思いますので、それぞれの災害につき、お尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 藤田総務課長。 

○総務課長（藤田健司君） 避難指示の発令根拠につきましては、現在策定されております長和町

の地域防災計画となります。この計画による避難指示につきましては、風水害として５つの体制が

あり、降雨の状況、依田川の水位計によるデータが判断基準となります。 

 また、地震による震災発生時におきましても、この計画による定めがありまして、震度の数値に

応じてそれぞれの対応が異なっております。 

 その他といたしまして、航空災害、林野火災、原子力災害などによる避難や避難誘導にもござい

ますけれども、今年度、地域防災計画の改定を予定しております。発令基準につきましても、気象

庁からの危険度分布キキクルなどを活用いたしまして、集中豪雨などにも対応する予定で、その作

業に現在、取り組んでいるところでございます。 

○議長（森田公明君） 荻野議員。 

○３番（荻野友一君） 長和町内における避難場所の特定は、ハザードマップとの整合性に問題は

ないのか、お尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 藤田総務課長。 

○総務課長（藤田健司君） ハザードマップでは、長和町におきましては、中山間部に位置するた

め、斜度や距離、構造におきまして、国の基準より警戒区域等が示されております。避難場所に指
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定されておりますのは集会施設など、多くの近隣公設の場所となっておりますけれども、マップの

区域外の避難所とするならば数か所しかなく、有事の際には実際に避難することはできないと考え

ております。 

 この整合性に問題があるのかないのかと聞かれますと、正直ないとは言い切れないことが実情で

ございます。したがいまして、避難所につきましては、現状どおりとするしかすべはないというふ

うに考えているところでございます。 

○議長（森田公明君） 荻野議員。

○３番（荻野友一君） １９号台風では夜間、二次避難も行われましたが、一次避難場所の開設は

適当であったのか、お尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 藤田総務課長。

○総務課長（藤田健司君） 該当箇所でございますけれども、広域避難施設といたしまして、当時、

大門基幹集落センターを開設いたしました。その後、大茂沢等の増水によります雨量の状況などを

勘案し、有事の発生も予測されることもございまして、事前に町民センターを開設し移動、大門基

幹集落センターにつきましては避難所の閉鎖をいたしました。その中で、宮ノ上地区、四泊・落合

地区の皆さんにつきましては、避難指示を発令した経過がございました。 

 その都度、雨量の状況等が刻々と変わる中での事前判断ではございましたけれども、大門基幹集

落センターの開設は適当であったと考えておりますけれども、その後の状況に鑑み、夜間等の移動

となってしまいましたが、当時の判断とすれば適切な判断であったと考えております。 

 また、状況によりまして、避難所の移設も想定して、避難者の利便性なども考慮し、準備するこ

とも大切であると感じておるところでございます。 

○議長（森田公明君） 荻野議員。

○３番（荻野友一君） 令和元年１２月の田福議員の、河川の河床整備についての質問について、

２年３月の渡辺議員の改良復旧工事の質問について、信濃川流域内の関係者による千曲川緊急治水

対策プロジェクトを取りまとめるとの回答がありましたが、このプロジェクトによる成果、または

進行中であれば、現在の状況はどうなっているのか、お尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 龍野建設水道課長。

○建設水道課長（龍野正広君） 令和元年東日本台風により甚大な被害が発生した信濃川水系にお

いて、国・県・市町村が連携し、信濃川本川及び千曲川本川の堤防で被災した区間での災害復旧や

越水防止を目指すため、信濃川水系緊急治水対策プロジェクトが進められています。 

 全体事業費は約１，８６６億円、事業期間は令和元年から令和９年度までとし、令和５年９月末

時点での進捗率は、被災箇所の原型復旧工事に関しては１００％となっており、今後は改良工事を

施工していくところであります。町内では、このプロジェクトで２４か所被災復旧工事が行われ、

全て完了しています。 

また、今後の工事等要望箇所につきましても、引き続き県へ要望してまいります。 
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○議長（森田公明君） 荻野議員。 

○３番（荻野友一君） 現在の備蓄食料の品目と数量はどのようになっているのか、お尋ねいたし

ます。 

○議長（森田公明君） 藤田総務課長。 

○総務課長（藤田健司君） 現在の備蓄食料につきましては、アルファ米各種が１，８９０食、雑

炊各種が６００食、乾パン類２８８食、保存水が５００ミリリットル、３，５５２本の備蓄でござ

います。今後につきましても有事の際に備えまして、毎年度更新を行ってまいりたいと考えており

ます。 

○議長（森田公明君） 荻野議員。 

○３番（荻野友一君） 現在の備蓄品の内容はどのようなものになっていて、備蓄場所はどちらか、

お尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 藤田総務課長。 

○総務課長（藤田健司君） 現在の備蓄品につきましては、主にマット、毛布、救急セット、コー

ドリール、ガソリン携行缶、投光器、ハンドメガホン、マンホールトイレ、ランタンライト、カセ

ットコンロ、カセットガス、炊き出し缶セット、対流式ストーブ、使い捨てカイロ、ブルーシート、

可搬式トイレ、モバイルバッテリー、プライベートルーム、ファミリールーム、多目的簡易ベッド、

生理ナプキン、成人おむつ、粉ミルク、ペーパー歯磨き等がございます。 

 備蓄場所につきましては、役場の庁舎の倉庫、古町コミュニティセンター、長久保老人福祉セン

ター、和田コミュニティセンター、和田支所、大門支所、姫木コミュニティセンター、入大門セン

ターでございますが、場所によっては内容数量等異なっているところでございます。 

○議長（森田公明君） 荻野議員。 

○３番（荻野友一君） 備蓄品につきましては、毎年１回でも自治会、ＰＴＡ、社会福祉関係団体

と協議し、見直しを図っていってほしいと思っております。 

 次に、令和元年１２月の渡辺議員の情報伝達の質問について、町内全域に情報を的確に発信する

ためには、設備的にも停電時などの対応にも不備があることが判明しましたが、現在、対策はどの

ように取られているのか、お尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 上野情報広報課長。 

○情報広報課長（上野公一君） 令和元年１２月議会の渡辺議員の一般質問にありました、停電時

に告知放送が聞こえないことに対する対応ですが、停電時の際には、現在の告知端末をラジオとし

て、エフエムとうみの防災チャンネルをお聞きいただくなどの活用方法を、当時答弁させていただ

きました。 

 また、災害時の情報提供については、１つの手段で全てをカバーするのは難しく、今後、様々な

手段を検討していきたいとも答弁させていただいております。 

 これ以降、現在までの停電時の災害情報伝達といたしましては、先ほど申し上げましたＦＭとう
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みとの連携による「はれラジ」というスマートフォンアプリによる町の災害情報の発信、ソーシャ

ルネットワーキングサービス、いわゆるＳＮＳに分類されるツイッターやフェイスブックを活用し

た情報発信などを行っております。 

 加えて、今年度、国のデジタル田園都市国家構想交付金事業を活用した長和町独自の地域アプリ、

仮称「Ｎ─ナビ」の導入を進めております。これは、先ほど申し上げた、現在運用している様々な

情報発信媒体に加え、Ｊアラートを含めた防災無線や消防署の緊急放送なども一元化し、このアプ

リで一括管理、一括配信するものです。 

 これにより、停電などが発生してもスマートフォンやタブレットで災害情報を受け取っていただ

くことが可能になります。もちろん、告知放送で流れる音声もこのアプリで聞くことができます。 

 現在、運用開始に向けた作業が進んでおりますが、このアプリは災害情報だけでなく、広報紙の

閲覧、当番医、イベント通知、ごみカレンダー、道路情報、気象情報、ライブカメラ、防災マップ、

バスの時刻表、子育て、交通機関の連絡先、公式サイトのリンク、その他のお知らせなど、町の情

報やお知らせを簡単に取得できるメニューも実装する予定でおります。 

 このアプリに限らず今後も様々な手段を活用して、住民の皆さんへの情報提供に努めてまいりま

す。 

○議長（森田公明君） 荻野議員。 

○３番（荻野友一君） 実装予定の「Ｎ─ナビ」がうまく機能してくれることを願っております。 

 一般質問の答弁の中で、避難所について、長和町全体で多くの人を受け入れることのできる施設

が限られているため、１９号台風の災害を検証し、町の施設計画と防災計画との調整を図りながら、

避難所の指定、施設の改修、整備を図っていくとの考えを示されましたが、現在、それらはどう進

められているのか、お尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 藤田総務課長。 

○総務課長（藤田健司君） 避難所につきましては、町の個別施設計画を勘案いたしまして、指定

しているところでございます。その中で、一時避難所の公民館等につきましては、必要に応じて改

修等を実施しているところでございますが、多くの集会所などにつきましては現状維持となってお

ります。 

 また、近隣住民の皆様と協議をいたしまして、新規で古町コミュニティセンターを広域避難施設

として、昨年指定したところでございます。 

 また、現在２つの小学校につきましては、災害時要援護者施設として指定しておりますが、大規

模に収容できることから、今後、避難場所として、関係機関と協議を実施してまいりたいと考えて

いるところでございます。 

○議長（森田公明君） 荻野議員。 

○３番（荻野友一君） １９号台風の避難指示が出された後の避難誘導と住民の安否確認はどのよ

うにされたのか、お尋ねいたします。 
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○議長（森田公明君） 藤田総務課長。

○総務課長（藤田健司君） 避難指示発令後の避難誘導につきましては、消防団員において見回り、

併せて広報を行ったところでございます。 

 また、住民の安全確認につきましては、避難行動要支援者を対象に個別で架電し、状況把握を実

施し、安全確保をいたしたところでございました。 

○議長（森田公明君） 荻野議員。

○３番（荻野友一君） 台風１９号の避難指示が出された後、自宅で待機していた町民も多くいま

した。各自治会で役員中心に連絡網を確立し、お互いの安否確認を済ませていたとの覚えがありま

す。ただ、役員のほうにも被災状況の説明等が行き届かないなど、連絡内容について、自治会によ

って情報の質の差が見受けられたことも聞いております。 

 先ほどの情報伝達の質問と重なりますが、正確な情報を確実に届ける努力を、いろいろな手段を

考え、情報網を整備するよう提案いたします。 

 次に、令和３年の災害対策基本法の一部改正により、避難行動要支援者について、要支援者一人

一人の避難計画が市町村の努力義務となっていますが、現在の長和町の状況はどのようになってい

るのか、お尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 藤田総務課長。

○総務課長（藤田健司君） 先ほどの答弁でも申し上げたところでございますが、町では、避難行

動要支援者を対象に個別避難計画作成を事業化しております。その中で、令和６年１月より福祉事

業者の皆さんの協力の下、優先度の高い方から順に作成していく予定となっておりまして、対象者

全員の作成を目指して推進してまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（森田公明君） 荻野議員。

○３番（荻野友一君） 令和３年より既に２年が経過しており、自然災害に対してはいつ起きるか

分からない状況ですので、一日も早い避難計画の作成をお願いいたします。 

 次に、避難行動要支援者の状況は毎年変化するものと考えられますが、長和町は、その情報と避

難計画は毎年いつ更新されているのか、お尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 藤田総務課長。

○総務課長（藤田健司君） 避難行動要支援者名簿につきましては、変更等があればその都度、見

直しを図っているところでございます。 

 個別避難計画につきましては今後作成されるわけでございますが、ランクや支援者等の変更にな

った場合について作成していただく福祉事業者などの方から、変更計画の提出を基に、更新を実施

する予定となってございます。 

○議長（森田公明君） 荻野議員。

○３番（荻野友一君） 変更の都度、見直しを図るとの答弁をいただきました。見直した後の情報

の共有を消防団、福祉関連の団体等と速やかに交わせるようなシステムを構築していただきたいと
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考えます。 

次に、長和町の自主防災組織の組織率はどのようになっているのか、お尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 藤田総務課長。

○総務課長（藤田健司君） 自主防災組織につきましては、１１月末現在で８６区中５０区となっ

ておりまして、設置率につきましては５８．１４％となっているところでございます。 

○議長（森田公明君） 荻野議員。

○３番（荻野友一君） 自主防災組織が町に定着しない原因は何が考えられるのか、お尋ねいたし

ます。 

○議長（森田公明君） 藤田総務課長。

○総務課長（藤田健司君） 自主防災組織が定着しない原因でございますが、１つに地域の防災

リーダーの不足が挙げられると考えております。

その中で一例といたしまして、元消防団幹部の方などに防災士の取得等を推進して、地域の防災

リーダーを１人でも多く組織の中心として活躍できるよう、努めてまいりたいと考えているところ

でございます。 

 また、少子高齢化によるものとも考えられ、若者の参加・参画や構成員の高齢化、防災意識、役

員任期なども挙げられると考えているところでございます。 

○議長（森田公明君） 荻野議員。

○３番（荻野友一君） 自主防災組織につきましては、その構成員数や平均年齢、地理的な条件な

どを勘案して、幾つかの区を統合するなどの工夫をして提示していかなければ、なかなか組織化し

ない現状であると考えられます。また、各地域の防災意識の差も大きいと思いますので、いま一度、

行政からの積極的な働きかけが必要かと思われます。 

 次に、１９号台風被災後の防災に関する町民との話合いはどのように開催されてきたのか、お尋

ねいたします。 

○議長（森田公明君） 藤田総務課長。

○総務課長（藤田健司君） 防災に関する町民との話合いでございますが、宮ノ上自治会と被災後

懇談会を実施した経過がございます。その他といたしまして、文書にて、各自主防災組織への意見

や反省の振り返り等を実施したところでございます。 

 今年度におきましても、地区防災会議の総会や協議などへの参加し、研修を実施させていただき

ましたので、今後につきましても連携して取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（森田公明君） 荻野議員。

○３番（荻野友一君） 町の的確な防災のためには全町を挙げ、実践的な防災訓練は必要だと考え

ますが、町の方針はどうなっているのか、お尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 藤田総務課長。

○総務課長（藤田健司君） 今年度につきまして、地区防災組織や自主防災組織が主体となり、避
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難訓練等を実施した経過がございます。過去には、地区を選定して避難訓練後、空撮ドローン見学

会や備蓄食試食会などを実施した訓練もございました。また、依田窪南部消防署の協力なども必要

であると感じているところでございます。 

 避難訓練後の催しなども含めまして、開催できる規模や効果等、今後関係する諸機関の皆様と協

議を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（森田公明君） 荻野議員。

○３番（荻野友一君） １９号台風の発生時、消防団の団員の減少、町職員の減少により、大災害

時のマンパワーが足りないことが明白になりましたが、町としてどのような対策を立てたのか、お

尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 藤田総務課長。

○総務課長（藤田健司君） 荻野議員のおっしゃるとおり、団員の減少、町職員の現役団員の減少

により災害時のマンパワーは否めず、今後に向けて深刻な問題であると認識しておりますので、憂

慮に堪えないところでございます。 

 団員の確保につきましては、現在、鋭意推進しているわけでございますけれども、人口減少に伴

いまして、限りある中での勧誘活動となっている現状がございます。その中で、消防団ＯＢの方を

対象に、機能別消防団なども視野に入れて取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

 また、マンパワー不足の中、重要となるのが自主防災組織でもありますので、今後の災害に備え、

自助・共助そして公助の連携が取れますよう、各団体の強化と連携に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（森田公明君） 荻野議員。

○３番（荻野友一君） 台風１９号被災後、幸い当町では災害ボランティアを受け入れるような事

態には陥らずに済みました。大災害事後の災害ボランティアの受入れ体制を当町ではどのように整

えているのか、お尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 藤田総務課長。

○総務課長（藤田健司君） 災害ボランティアにつきましては、長和町社会福祉協議会が事務局と

して受入れ、登録を行っております。現在の登録者数は２７名ということでございますが、実績が

ないため、災害など有事の際には実際のボランティアセンターを立ち上げ、運営については長野県

社会福祉協議会に依頼、協力の下、運営に当たる予定でございます。 

 今後につきましてもスムーズに運営が行えるよう、関係各所と連携を図ってまいりたいと考えて

いるところでございます。 

○議長（森田公明君） 荻野議員。

○３番（荻野友一君） 大災害時、町民・消防・行政が一体となって困難に立ち向かわなくてはな

りませんが、一体感を醸成する方法をどう考えているのか、お尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 藤田総務課長。
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○総務課長（藤田健司君） 大きな災害が起きたような場合、その規模にもよるものとは思います

けれども、誰しも経験したことのないような対応もしていかなければならないと認識しているとこ

ろでございます。災害時において、一体となり連携して困難に立ち向かうことは大変重要であると

感じております。 

 その中で、まず、地域防災計画に関する情報を共有することが重要であると考えておりますし、

何よりも災害の軽減を図るためには、自助・共助・公助が不可欠であると考えております。この３

つの連携が円滑であればあるほど、災害による被害は軽減できると考えますし、一人一人が無事で

なければ、地域や身近にいる人同士で助け合う共助は成り立たないと考えます。 

 したがいまして、３つの重要事項への取組をさらに強化していくことが、一体感の醸成につなが

るのではないかと考えているところでございます。 

○議長（森田公明君） 荻野議員。

○３番（荻野友一君） １９号台風を被災しまして、町内の小学校ではどのような防災教育がなさ

れてきたのか、お尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 笹井教育課長。

○教育課長（笹井佳彦君） 台風１９号の前から行っていることではございますが、煙体験、避難

訓練、消防署の見学、講話などを行っております。特に避難訓練におきましては、山に避難した後

に土砂崩れのおそれがあることを想定して、山から平地の別の場所に再避難するなどを行っており

ます。 

○議長（森田公明君） 荻野議員。

○３番（荻野友一君） 各家庭内での防災時の決め事などの確認は取れているのか、お尋ねいたし

ます。 

○議長（森田公明君） 笹井教育課長。

○教育課長（笹井佳彦君）学級通信、校長講話などにおきまして、家族で災害の際の集合場所、避

難場所をあらかじめ決めておくように指導を行っております。 

○議長（森田公明君） 藤田総務課長。

○総務課長（藤田健司君） 今年度、全戸に配布いたしましたハザードマップ内に避難の心得を記

載させていただいておりまして、避難時の注意事項をはじめ食料などの備蓄例、避難時の持ち出し

チェック項目などがございますので、自助の部分といたしまして御活用いただければと思いますし、

積極的な周知にも取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（森田公明君） 荻野議員。

○３番（荻野友一君） 各小学校、保育園において災害時の避難について指針もしくは計画はある

のか、また、行政関係部署はどのような連携を取っているのか、お尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 笹井教育課長。

○教育課長（笹井佳彦君） 毎年、小学校で作成しております学校運営計画におきまして、安全指
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導の項目で防災に関する内容といたしまして、避難確保計画を作成するとともに、避難訓練、小学

校災害時引渡しマニュアル、防災組織と係分担及び活動内容、緊急時避難誘導分担、児童捜索分担、

火災・地震発生時の対応、事故・事象の発生時などの対応など、事細かに計画を策定しております。 

 教育委員会との連携でございますが、大雨、コロナ感染など急な対応は教育課と校長が連絡を密

にして協議を行いまして、下校時間の繰上げ、学級・学年閉鎖、こういうことを決めております。 

○議長（森田公明君） 小林こども・健康推進課長。

○こども・健康推進課長（小林義明君） 保育園につきましては保育所安全計画において、地震・

火事・土砂災害などの避難、対応マニュアルを策定し、避難訓練や子供さんの引渡し訓練を行って

おります。 

また、消防計画を作成し、消火・通報・避難などの消防訓練も実施しております。 

 行政関係部署とは情報を共有しながら、それぞれの場面で必要が生じた際に連携を図ってまいり

ます。 

○議長（森田公明君） 荻野議員。

○３番（荻野友一君） 台風１９号の罹災により４年の歳月が経過し、災害復旧についてもほぼ復

旧されたところであります。過ぎてしまえば、そのときの状況や心情は忘れてしまいがちなもので

す。しかし、昨今の異常気象を考えれば、局地的な豪雨や豪雪、地震などの災害とは常に隣り合わ

せの生活を営んでいかなければなりません。 

 今回の私の質問の答弁にもありましたが、災害時に人的被害を出さないためにも、自助・共助・

公助の連携が必要不可欠であると思います。町はそのために先頭に立って、防災に対し各団体の強

化と連携に邁進していただきたいと思います。 

このことを願い、私の一般質問を終わります。 

○議長（森田公明君） 以上で、３番、荻野友一議員の一般質問を終結いたします。

ここで午後３時１２分まで休憩といたします。

休        憩   午後 ３時０１分 

─────────────────────────────────── 

再        開   午後 ３時１２分 

○議長（森田公明君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

２番、龍野一幸議員の一般質問を許します。

龍野一幸議員。

○２番（龍野一幸君） 議長の許可をいただきましたので、私、森林の保全についてという質問を、

本日最後の質問をさせていただきます。 

 我が国は日本全土のおよそ３分の２を森林が占め、世界有数の森林国と言われております。戦後、

空襲で焼け野原になった山肌に植林がされ、戦後から昭和４８年代までが木材需要拡大期と記録さ

れております。昭和３５年をピークに残存していた樹木の多くが住宅用建築材として伐採され、そ
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の後、杉やヒノキ、カラマツなどの植樹がされ人工林として増え続けており、現在の山林を形成し

ております。 

 森林の持つ機能は、水源の確保、土砂災害の防止、生物多様性の保全、地球温暖化防止、国土の

保全や水源の涵養等、住民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林整備を進めていくことは、

国土や住民の生命を守ることにつながっています。また、気候や騒音の緩和など生活環境の保全や

観光、教育、林業経営など多岐にわたり、その恩恵を将来にわたりつないでいく必要があり、今後

もしっかりと寄り添っていかなければならない大切な資源です。 

 当町では８６％を森林が占める自然豊かな町です。先人たちは、いにしえよりこの自然と寄り添

い、守り、農耕とともに林産業を担ってきました。当町の森林は約５２％は国有林、１９％が公有

林、残りの２９％が私有林となっており、現状、森林の管理保全はその森林所有者の責任で行うも

のとなっており、原則所有者の方が管理されております。 

 近年では高齢化と少子化に伴い、離農、耕作放棄など荒廃地が拡大の一途をたどり、山林におい

ても所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足など手がかけられず山林の野生化が大き

な課題となっています。山林を相続するも林業を営むことは難しく、相続税や固定資産税、間伐費

用など所有しているだけでの費用負担も生じております。土地を手放したくても林業経営に適した

場所でなければ林業者には売れず、寄附でさえ受け取ってもらえない状況は全国的にあります。現

実的にはゴルフ場やスキー場、廃棄物処理場、メガソーラーにするというように、森林の伐採につ

ながる事業者にしか売れないという状況であります。 

 林野庁ではこのような状況に対し、２０１８年に森林経営管理法を制定し、手入れの行き届かな

い森林について、市町村が森林所有者から経営管理を委託を受け、林業経営に適した森林は地域の

林業経営者に再委託をし、また、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理できる制度を打ち

出しております。 

 まず、その森林経営管理制度（法）について当町の取組について伺ってまいります。 

 林野庁では令和５年１０月、今年ですが、森林経営管理制度の取組状況についてと報告書が公開

され、ここには令和４年度末までに私有林人工林があり、制度が必要な市町村のほぼ全てで森林経

営管理制度に関わる取組を実施、制度の活用が必要な市町村の約８割で森林経営管理制度に基づく

意向調査を実施したと掲示しております。探索に取り組んだ市町村は、全国で僅か１３３市町村と

のことでした。 

 １番目の質問です。まず、当町では意向調査を和田地区では実施したが、全町での実施はしなか

ったと聞いております。なぜ、できなかったのか伺います。 

○議長（森田公明君） 羽田町長。 

○町長（羽田健一郎君） 長和町で意向調査を行ったいきさつでございますが、森林経営管理制度

の導入に向け、市町村で実施するには人材が不足していることから、上田地域振興局林務課が中心

となり、上田地域林務行政広域連携検討会議が開催され、上田地域広域連合での共同処理などが検
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討をされました。その具体的な共同処理内容の検討課題の一つとして、各市町村モデル事業を実施

し、長和町においては、主に森林組合さんにより意向調査を実施をいたしました。 

 実施に当たりましては、この制度の創設された目的である森林経営計画が立てられていない私有

林で、なおかつ、人工林で整備がされていないというものがありますが、長和町の山林の状況を見

ますと、対象となる山林がほとんど見当たらず、森林組合、林務課と検討した結果、森林経営管理

制度を念頭においた意識調査ではなく、現在の森林所有者の森林に関する意識を調査する内容のも

のといたしました。 

 そうした各市町村モデル事業を実施した結果、上小地域での森林経営管理制度は山林の状況に合

わず、上田地域広域連合での共同処理の検討から、現在では森林環境譲与税を活用した各市町村の

実態に合った森林整備の推進といった方向になってきております。 

 森林経営管理制度を念頭とした事業から、実態に合った森林整備としたために、意向調査に関し

て必要度が下がり、次の意向調査の必要性を検討している最中ですので、現在は休止をしている状

況でございます。 

 なお、長和町の状況では町独自のＧＩＳが非常に便利によく整備されており、写真、それから公

図、林班図、森林簿がまとめて検索できることから、もし、森林整備の意向を調査する必要があっ

た場合は、意向調査を実施するよりも対象森林所有者へ直接整備の提案をしたほうが効率よい状況

であります。また、意向調査を再開する場合は、長野県林業公社などの外部に委託する考えでござ

います。 

○議長（森田公明君） 龍野議員。

○２番（龍野一幸君） 今回のその一部の調査でも、国の条件に合い森林所有者から経営管理の依

頼を受けた事例はどのぐらいあったのか。また、そのとき所有者の費用はどうなったのか、把握さ

れていれば回答をお願いします。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。

○産業振興課長（中原良雄君） 今回の意向調査は、森林管理制度を念頭に置いたものではなく、

あくまで森林に関する意識調査でありましたので、経営管理の依頼はございません。そのため所有

者の費用は発生しておりません。 

○議長（森田公明君） 龍野議員。

○２番（龍野一幸君） 当町において、再委託に関しては森林組合が主たる委託先になるかと思わ

れますが、他の林産業者に委託した事例はあったか伺います。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。

○産業振興課長（中原良雄君） 他の林産業者に委託した事例はございません。現在の町内事業者

の状況から判断すると再委託の状況になった場合には、森林組合に委託することになるかと思われ

ます。 

○議長（森田公明君） 龍野議員。
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○２番（龍野一幸君） 当町では国が示す条件に合わない環境がほとんどで、実質対応が困難であ

ると聞いております。手をかけず放置されたままにしている所有者は全国的に見ても相当な数にな

っていると思います。当町住民の方からも、譲渡したいんだけど町や森林組合でもよい回答が得ら

れない、と複数声が上がっております。 

 そんな中、法務省は今年２０２３年の４月２７日から相続土地国庫帰属制度をスタートさせたと

しております。その内容は、相続した土地について遠くに住んでいて利用する予定がない、周りの

土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど負担が大きい、といった理由により土地を手放したいと

いうニーズの高まりへの対応、また、このような土地が管理できないまま放置されることで、将来

所有者不明土地が発生することを予防するために、相続または遺言によって特定の相続人に財産の

一部または全部を譲ることによって、土地の所有権を取得した相続人が一定の条件を満たした場合

に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする内容になっております。 

 次の質問。当町のホームページは、この案内はアップされておりませんが、ここにも建物があっ

たら駄目とか、境界が明らかでない土地は駄目とか、数々のハードルがあるようです。森林の保全

だけでなく土地放棄を要望する所有者にとって、非常にありがたい制度であると思います。町とし

て積極的な案内を入れてもよいのではないかと思いますがいかがでしょうか。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。 

○産業振興課長（中原良雄君） 相続土地国庫帰属制度でございますが、これは土地全般の制度で

ございまして、山林、農地、宅地など山林以外も対象となるものでございます。 

 相談・申請窓口は法務局であり、国へ直接申請する制度でございます。現在、町として積極的な

周知は行ってございませんが、他市町村の動向も踏まえ検討してまいりたいと考えております。 

○議長（森田公明君） 龍野議員。 

○２番（龍野一幸君） 先日私用で、固定資産税を納めているが、どの土地か確認に伺いました。

すぐに航空写真で紹介していただきましたが、そのときに感じたことは、私有山林のそれぞれの所

有者の意向調査を実施し、それを図面化し、色分けしたものがあれば全貌が読めるのではないかと

感じました。改めて所有者の意向調査を実施し、今後、町としてまとめ、この制度の活用促進が図

れるのではないかと感じます。見解を伺います。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。 

○産業振興課長（中原良雄君） 町独自のＧＩＳ、県のＧＩＳを活用いたしまして森林経営計画が

立てられていない人工林は把握をしており、意向調査前の森林の状況調査でもそれを基に、数か所

調査を行いました。そうした調査によりまして、長和町の山林の状況において、森林経営計画が立

てられていない私有林で、山林整備がされていないに該当する山林が見当たらなかったのが現況で

ございます。 

○議長（森田公明君） 龍野議員。 

○２番（龍野一幸君） 森林所有者以外に森林そのものの実態把握はされているのでしょうか。 
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○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。 

○産業振興課長（中原良雄君） 森林簿というものがございまして、樹種、林齢が把握できるよう

になってございます。 

○議長（森田公明君） 龍野議員。 

○２番（龍野一幸君） この制度の実施が困難と思われる自治体が多数あるとしたら、それらの自

治体や県などと共同で国に制度の見直しを図っていく必要性はあると思います。将来を見据えて見

解を伺います。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。 

○産業振興課長（中原良雄君） 制度が必要な自治体がございますので、直ちに見直しが必要であ

るとは現状考えてございません。しかし、森林の適正管理についてどういった制度がよいか関係機

関、団体とも協議し、制度の見直し、提案が行えればと考えてございます。 

 一方で、山林所有者は山林という個人財産を持ち、自ら経営管理する責務があることを自覚して

いただきたいとも考えているところでございます。 

 町といたしましては、森林整備事業に関するかさ上げ補助を持続し、森林整備に関する森林所有

者の負担軽減を図り、森林整備をしやすい状況を維持することが重要であると考えております。 

○議長（森田公明君） 龍野議員。 

○２番（龍野一幸君） 答弁の中にＧＩＳという言葉がありました。ＧＩＳとは複数のデータを地

図上で重ね合わせ、分かりやすくするシステムということのようです。 

 今回の質問の意図は、山林を手放したい所有者への意向調査をぜひ実施していただき、全町で一

体、どの程度の山林が放棄したい土地なのか実態を把握しておくべきと感じたものです。町民にと

ってそもそも森林経営計画、そのものは知らない人がほとんどではないかと思います。山菜やキノ

コを取ることが主で、管理に対しては、なすがままが実情ではないかと思います。相続土地国庫帰

属制度の相談・申請窓口は法務局とのことですが、まずは、町が所有者に分かりやすく説明できる

案内窓口を設ける必要もあると思います。今後、ぜひ御検討いただきたいと感じます。 

 次に、一部関連して森林環境税と森林環境譲与税に関しての質問になります。この法律は平成３

１年４月に施行され、５月には令和元年になって年号が変わっておりますが、都道府県及び市町村

に森林環境譲与が開始されました。法令ではこの使い道の公表が定められており、当町は令和元年

５９９万７，０００円、令和２年１，２７４万４，０００円、令和３年１，２７５万９，０００円

が交付されたとあり、使途は、使い道は、今後の森林に関する森林経営管理制度及び町独自の課題

解決に向けた財源とするため、基金への積立て、これは他の市町村もほとんど基金へ積み立ててお

りましたが、そのほか当町では１９号台風の復旧に多く使われております。この中で令和２年度に

２１８万円を森林所有者への意向調査を実施したとされておりますが、このときの意向調査はどの

ようなものであったか伺います。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。 
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○産業振興課長（中原良雄君） 意向調査の内容でございますが、所有する山林の場所を把握して

いるか、管理をしたことがあるか、自分の山林の状況を把握しているかなど、山林についての意識

調査に重点を置いたものでございます。 

○議長（森田公明君） 龍野議員。

○２番（龍野一幸君） アンケートを見た記憶はないんですけども、実施されたということです。

令和６年、来年度になりますが、森林環境税は国税として個人住民均等割の枠組みを用いて、国

税として１人年間１，０００円を市町村が賦課徴収するものとなっております。増税かと思ってお

りましたが、これは既に令和元年から住民税、県民税に半々５００円５００円に分かれて徴収され

ており、令和６年度は県民税、町民税からの徴収はなくなり、国税に切り替わるというものと理解

しました。 

災害復旧事業も令和５年でおおむね終了、先ほどの話にもありました。 

令和６年度に国税となりますが、この譲与額の見込額はどの程度になるか伺います。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。

○産業振興課長（中原良雄君） 見込みでございますけれども、２，０２４万７，０００円でござ

います。 

○議長（森田公明君） 龍野議員。

○２番（龍野一幸君） 立科町とは森林面積の相違はありますが、約５倍ぐらい当町は多く頂きま

す。今後、森林の保全においては貴重な財源になると思います。では、どのような用途を計画され

ているか伺います。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。

○産業振興課長（中原良雄君） 現在の状況では、老朽化した林道内橋梁の改修、皆伐などの計画

がある林道の優先整備、同じく作業道の整備、公道へ枝等がせり出している山林のライフライン保

全のための伐採、森林整備事業へのかさ上げ補助など、交付額で賄える範囲での計画をしてござい

ます。 

○議長（森田公明君） 龍野議員。

○２番（龍野一幸君） 担い手不足に対する考えはいかがでしょう。

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。

○産業振興課長（中原良雄君） 現状考えられることは広域で連携し、森林組合の新人研修に関わ

る費用などの補助、森林組合や林業事業者より独立した事業者へ安定した仕事の確保などが考えら

れます。 

 また、県と連携し林業事業者から直接お話を伺い、何を求めているかなど調査を実施し、実態の

把握に努め検討を進めていきたいと考えているところでございます。 

○議長（森田公明君） 龍野議員。

○２番（龍野一幸君） 人手不足は、今後、さらに拡大の一途をたどると思います。ぜひ県と連携
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は重要と考えております。 

 次の質問は、当町は特定間伐等促進計画、長野県長和町令和３年１２月に出されております。１

番目として、特定間伐等促進計画の目標を、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第４条

に定められた県の基本方針や、当地域の間伐実施状況を勘案して、令和３年度から令和１２年度ま

での間伐の実施目標面積を、間伐の目標面積１０年間で１，４５０ヘクタール、年１４５ヘクター

ル、伐採後の確実な再造林を含めた造林の実施を促進するとなっております。計画エリアは長和町

内民有林全域となっており、私有林も含んでおります。この計画は林業事業体、当町でいえば森林

組合の申請によるものと解釈しましたが、令和４年度森林組合による町内の間伐の実施はありませ

んでした。 

 質問として、令和１２年度までに年平均１４５ヘクタールの間伐目標に対して、森林組合や他の

事業者からの計画書の提出がなければやらない事業なのか、今後の展開はどうなるのか伺います。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。

○産業振興課長（中原良雄君） 間伐につきましては、林業事業者が森林経営計画により実施して

おりますので、計画がなければ実施はされません。全体的に間伐が必要な箇所は少なくなっており、

大部分が伐期を迎えておりますので、しばらくは皆伐と再造林が主となります。 

○議長（森田公明君） 龍野議員。

○２番（龍野一幸君） 間伐だけでなくて倒木なんかもたくさん見られてきております。その辺に

も目を向けていただきたいと思います。 

 令和４年度の森林組合では当町の山にカラマツ６万本、松くい虫被害地に広葉樹を７，０００本

植樹されたそうです。当町は昭和３３年、３４年と連続して大きな台風災害に遭い、災害復旧、災

害復旧と、当時の公民館報は苦渋な様子を記述しておりました。被害が大きくなったのは戦後好景

気になった木材需要で、樹木が伐採され山林の地肌が弱くなったこともその要因であったと伝え聞

いた方もいらっしゃいます。裏づけとしては、昭和３２年の４月に長久保大沢地籍にカラマツ１５

万７，０００本、アカマツ３万３，０００本、杉２，５００本を南部中学校生徒５００名が参加し

て加わって植樹祭を行ったと記録がありました。当町全体の山林が広範囲にはげ山に近い状態であ

ったことが想像できます。一方、当時は和田、長門地区においても人口も多く、各地区の森林組合

を中心に山の手入れもされておりました。 

 次に、林野庁は森林の水源涵養機能の重要性をうたっております。水資源の貯流、洪水の緩和、

水質の浄化等に役立つ多面的機能です。葉っぱが持つ保水力です。木の保水力は自然界のダムであ

ると述べる専門家もおり、特にブナは１時間に２６０ミリから４００ミリの雨を吸収するほど保水

力を備えた能力があるそうです。 

 次の質問です。河川の上流に位置する町として、水害防止の観点からも水源涵養機能の高い広葉

樹の植栽推進を考えられないか伺います。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。
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○産業振興課長（中原良雄君） 町内の水源涵養林は保安林となってございまして、機能はしっか

りと果たしていると認識をしているところでございます。ブナの保水力は有名でございますが、県

内だけでも４系統あると言われており、植栽しても地域に合わなければ成長が著しく落ちるなど難

しい木でもあります。元来、地域にない木を植えるのは難しいことがありますので、現状の山林を

維持することが大切ではないかと考えているところでございます。 

 上流の町としてきちんと山林を管理、伐採、植える、育てるを持続させることが保水にもつなが

ることだと考えているところでございます。 

○議長（森田公明君） 龍野議員。 

○２番（龍野一幸君） 林産業の発展、町の特産品、子供たちにとっての遊び場、先ほど阿部議員

と町長の答弁で、町長がいつでも帰ってきたい、これる、ふるさとでありたいとおっしゃいました。

現風景の復活の観点からも広葉樹の活躍は期待できると思います。林産業面では現在はカラマツが

中心ですが、もともと約３０年で製材になるセンダンという広葉樹があります。まだ、九州・中国

地方に分布ですが温暖化の理由で北上中だということです。また、クルミやそもそもある子供たち

が楽しめるクヌギなど、ブナのほかにも桜やイチョウなど産業面・観光面にもつながる植物が多々

あります。ただここで一つ訂正です。イチョウは、広葉樹と解釈しておりましたが針葉樹でした。

ここは広葉樹の範囲で書きましたけど、訂正させていただきます。 

 所有者の意識調査をした上で、放棄地、荒廃地などの活用もできるのではないか、また、計画的

に植栽することで管理もしやすくするのではないか。先ほどの相続土地国庫帰属制度の取組にも連

動できるのではないかと思います。広域や県と連携して推進すれば、コスト面でも抑制できるので

はないかと思います。町はどうお考えか伺います。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。 

○産業振興課長（中原良雄君） 現在、古町地区で行われている樹種転換地では、民有林はコナラ

が植えられております。成長すればシイタケの原木、薪など長期にわたっての需要が見込まれ、山

林所有者が管理を心配しなくても時期が来れば、業者から伐採させてほしいということになり、自

動的に山のサイクルが生まれます。広葉樹林のこうした流れができることが、山が荒れず山林所有

者の負担も軽く理想と考えますので、需要のあるナラ、クヌギが最適であるのではないかと考えて

ございます。 

 相続土地国庫帰属制度は町、県を通さず国へ申請する制度でございますので、連動して考えるた

めには調整等が必要になるのではないかと思われるところでございます。 

○議長（森田公明君） 龍野議員。 

○２番（龍野一幸君） 災害復旧や間伐や植栽で切り開いた林道の今後を、森林組合としては危惧

しておりました。先ほどの答弁で森林環境譲与税の使い方は、林道にも手を入れていくと伺いまし

て、その辺は一安心というところですが、放置すれば野生化してしまい林道としての機能消失にな

るということです。草刈り作業での保全もありますが、トレッキングコースや森林ガイドやマウン
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テンバイクなどスポーツや観光面にも活用できるよう、これも図面に表すことで活用の幅が広がる

のではないかと思います。林道の今後をどう考えるか伺います。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。

○産業振興課長（中原良雄君） 長和町の林道４７路線、総延長９０キロメートルでございますが、

森林環境譲与税を活用いたしまして、森林組合からも実際に意見をお聞きし、森林整備の計画のあ

る路線を優先に実際に整備をしてございます。 

 林道でありますので林業のための道として、林業に支障が出ないよう整備を続けていく考えでご

ざいますが、財源の問題もあり全ての路線整備はできない状況でございます。今後も引き続き、森

林組合等と連絡を取り合い必要な路線を優先に整備を継続してまいりたいと考えてございます。 

 また、トレッキングコースなどの林道の活用につきましては可能かどうかも含め、関係部署と連

携し検討してまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（森田公明君） 龍野議員。

○２番（龍野一幸君） 林道は狩猟等にも重要な役割を果たしております。現状、森林組合なくし

て森林の保全は保てないことも明確でありますし、林道は森林整備においては必要不可欠であり計

画的な環境づくりを要望して、最後の質問に移ります。 

 当町もゼロカーボンを宣言し、温暖化対策に向けて従来よりも森林の保全に力を注ぐべき時期に

あるかと思われます。山はあるが手がかけられない、放棄したい、所有者不明地、放置すれば樹木

が弱り光合成が著しく減少する。森林保全の観点からゼロカーボン実現への具体策をどう考えてい

るのか伺います。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。

○産業振興課長（中原良雄君） 個人の山林につきましては、個人の財産であり山林の所有者の責

務として、森林を管理するよう法律でも定められているところでございます。各種補助金、町のか

さ上げ補助など充実した補助金を活用し、整備を進めていただければと考えてございます。個人の

山林経営の相談は町の業務でありますので、適切な相談に努めてまいりたいと考えております。な

お、町有林、財産区有林はＳＧＥＣという持続可能な森林管理の促進に取り組んでいる国際認証を

取っております。持続可能な森林管理はゼロカーボンにも寄与していることから、ゼロカーボンの

具体策の一つと考えてまいります。 

○議長（森田公明君） 龍野議員。

○２番（龍野一幸君） 個人の山は個人の責任でということですが、先ほども申し上げましたが、

そもそもどこに自分の山があるのか分からない、分かっていてもどういうように手をつけてよいの

か分からない。そして手放したい、という現状を改めて把握していただき、所有者個人個人の要望

を、そのＧＩＳにまとめてもらいたいと思います。 

 次の世代では、さらに放棄地も増えることも予想され、ゼロカーボンに向けても含め個人林の整

備のためにも相談窓口の精度向上を要望いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。 
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○議長（森田公明君） 以上で、２番、龍野一幸議員の一般質問を終結いたします。

─────────────────────────────────── 

◎散会の宣告

○議長（森田公明君） 本日予定した会議は終了いたしました。

明日６日も一般質問を予定しておりますが、会議時刻は午前９時からと決定しておりますので、

時間までに御参集願います。 

会議を閉じ、散会といたします。 

─────────────────────────────────── 

散        会   午後 ３時５１分 
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開        議   午前 ９時００分 

─────────────────────────────────── 

     ◎開議の宣告 

○議長（森田公明君） 長和町議会第４回定例会を再開いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

─────────────────────────────────── 

      ◎日程第１ 一般質問 

○議長（森田公明君） 日程第１ 一般質問を行います。 

 通告順により、本日２名の一般質問を行います。 

 ６番、羽田公夫議員の一般質問を許します。 

 羽田公夫議員。 

○６番（羽田公夫君） 議長の許可を頂きましたので、一般質問をさせていただきます。 

 始める前にちょっとお願いがありますが、私の質問要旨についてですが、私として読みやすいよ

うな形に字句を多少修正してあります。文中の趣旨は変わりませんので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 本日の質問内容は、町有財産の処分について、学校給食の再度の値上げについて、和田宿ステー

ション「道の駅」の経済的効果について、長和町の獣害対策についての４点であります。よろしく

お願いいたします。 

 旧和田中学校の校舎は昭和２６年に建てられ、７０年以上の歴史のある木造校舎です。昭和の雰

囲気を色濃く残している点などが評価して、登録有形文化財として指定を受け、長く保存していく

話もありましたが、その後、その問題については、現在どうなっているのかお尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 羽田町長。 

○町長（羽田健一郎君） 皆さん、おはようございます。 

 羽田公夫議員の御質問にお答えをいたします。 

 旧和田中学校校舎の国の登録有形文化財申請に関する御質問でございます。 

 旧和田中学校校舎につきましては、跡地、跡利用検討委員会の答申書の中でも、登録有形文化財

制度を利用した「建物の保護とその付加価値を活用したＰＲを望む。」とした付帯意見がなされ、

また、「信州らしい山間（やまあい）の風情ある学校建築」として文化庁の調査官の現地指導を受

けまして、令和４年度に専門家による建物の現地調査を行い、申請書である意見具申書を作成をし

てまいりました。 

 その後、町のスポーツコミッションによるボルダリング施設整備に伴い、校舎の、建物のですね、

一部を改修しており、そのため意見具申書も修正中で、完了次第、提出をする予定にしておるとこ

ろでございます。 

○議長（森田公明君） 羽田議員。 
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○６番（羽田公夫君） ２番目の質問に移ります。 

 現在、町内における大小合わせて町所有の建築物は２８０か所と聞いております。 

現在使われていない不要と思われる建物等は、個別施設計画の中でも取壊しの判定を受けている建

物が４０か所に上っていると聞いております。それらは不要建物として処分していく計画が立てら

れていますが、その進捗状況についてはどのような現状なのか、もし、進んでいないとしたら、ど

こにその問題があるのか、お尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 宮阪企画財政課長。 

○企画財政課長（宮阪和幸君） 現在使われていない建物の処分に関する進捗状況などの御質問で

ございます。 

 令和２年度に策定しました長和町公共施設個別施設計画におきまして、将来的に施設の老朽化な

どを理由として取壊しを計画している施設は、議員のおっしゃるとおり４０施設ございますが、現

在のところそのほとんどは利用している状況となっておりますので、完全に空き家状態となってい

る施設は数える程度しかございません。 

 また、取壊しの計画につきましては、建て替えを伴わないような単純な取壊しは有利な起債や補

助金がないことから、財政状況を鑑みると後回しになってしまっているのが現状でございます。 

○議長（森田公明君） 羽田議員。 

○６番（羽田公夫君） 長和町では合併の歴史を持っているので施設の重複はある程度はやむを得

ない面もあるかと思います。負の遺産としていつまでも先送りができないものと考えます。火災保

険や、建物によっては光熱水費等として経費もかかっております。町としてはこの大きな問題をこ

れからどのように対処しようと考えているのかお尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 宮阪企画財政課長。 

○企画財政課長（宮阪和幸君） 老朽化した施設や重複施設などの整理につきましては、議員のお

っしゃるように町の大きな課題となっております。優先順位をつけ、施設の整理や利活用の選択肢

について計画し、場合によっては売却なども含め早期に検討してまいりたいと思っております。 

○議長（森田公明君） 羽田議員。 

○６番（羽田公夫君） 旧和田中学校の校舎は貸与、体育館の建物は売却、土地は貸与として共に

任意団体、一般企業に賃貸や売却という形をとり対応しています。 

 契約の内容や売却等の算定基準など、その内容についてお尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 宮阪企画財政課長。 

○企画財政課長（宮阪和幸君） 旧和田中学校校舎及び和田体育館の貸与・売却に関する御質問で

ございます。 

 昨年度開催いたしました、旧和田中学校施設跡利用候補者選定委員会におきまして、委員の皆様

に跡利用者を選定していただき、旧和田中学校施設は長和町スポーツコミッションに、和田体育館

は株式会社日本ウオルナットに跡利用をしていただいております。 
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 旧和田中学校、和田体育館ともに税務係から評価額を提示していただき、賃借料や譲渡価格を算

定しておりまして、旧和田中学校は当面の間、敷地、建物とも賃貸借で、和田体育館の敷地は賃貸

借、建物につきましては１０月に売却させていただいております。 

○議長（森田公明君） 羽田議員。

○６番（羽田公夫君） 旧和田中学校の体育館は、私にとっても思い出の深い建物でした。

１１月中旬に一般質問の取材にウオルナットの社長さんの案内で現場を見学させていただきまし

た。外観はほとんど変わりませんが、中は倉庫として使うために相当の費用をかけて改造したとの

こと。自分たちが──社長さんですけれども、中学時代に活躍した体育館なので思い出を大事にし

ながら使わせてもらっているとのことでした。 

次の質問に移ります。 

 私は、旧和田中学校の跡地利用検討委員会に参加させていただき、経過を見届けることができま

した。当初の思惑では現状の姿をできるだけ残し、できれば教育関係者の組織で借りてもらってと

考えましたが、現在の結果を町民の立場より見れば、売却益や固定資産税等の増収にもつながり、

好結果と受け取れます。他に選択肢がない中、担当はよくやった、と前向きに捉えますが、町長は

どのように評価されているのかお尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 旧和田中学校の跡利用に関してどのように受け止めているということで

ございますが、昭和２６年建築の大変趣のある旧和田中学校につきましては、平成２８年度をもっ

て閉校となり、その後、跡利用について様々な検討を行ってまいりました。 

 これまで具体的な利用方法を決めかねていたところでございますが、昨年度開催された旧和田中

学校施設跡利用候補者選定委員会において選定をされました長和町スポーツコミッションと株式会

社日本ウオルナットには、今後末永く施設を活用を頂きたいというふうに考えております。 

 長和町スポーツコミッションはスポーツと住民との交流を柱とした利用計画でございますので、

今後、町民の皆様にも広く利活用される施設へと生まれ変わることを期待をしておるところでござ

います。 

 和田体育館は、製造した製品のですね、ウオルナットのその製品を保管施設として整備していた

だきました。リニューアルされた体育館は町民の皆さんが利用できる施設ではございませんが、町

としては、活用されていなかった施設を有効活用していただけるということでございますので、感

謝をしているところでございます。 

○議長（森田公明君） 羽田議員。

○６番（羽田公夫君） 町有財産の処分の方法として、それぞれの条件は違うが、可能性のある物

件から、旧和田中学校のケースを参考に町内外へ公募をかけ、双方の思惑が一致した物件から貸与

なり、売却のテーブルに上げ、処分を進めたらどうか、町の考えをお尋ねします。 

○議長（森田公明君） 宮阪企画財政課長。
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○企画財政課長（宮阪和幸君） 町有財産の貸与、売却に関する御質問でございます。

先ほどの議員の質問の中でも触れられていましたが、現在、町には約２８０の施設があります。

公共施設個別施設計画では、それらの施設につきましては、今後の方向性としてそれぞれ、継続、

改築、取壊しなどの方向性が示されています。今後、利用する計画がない施設につきましては、取

壊しのほかにも賃貸、売却などの可能性を模索しながら、財産の整理を目途に計画していきたいと

考えております。 

○議長（森田公明君） 羽田議員。

○６番（羽田公夫君） 町独自の解体処分等に補助金等はない現状を考えれば、民間の力を借りる

のは有効な手段と考えられます。賃貸は無理でも売却であれば希望者があるかもしれません。 

よい結果を期待しながら次の質問に移ります。 

学校給食の値上げについての質問であります。 

近年、食品の値上がりは、原材料や輸送費、人件費の高騰が重なって生じているようです。他に

もウクライナやパレスチナ情勢の悪化を背景に、原油や小麦などの価格が高騰、さらに円安も重な

り、輸入の割合が高い原材料を中心に値上げが続いている状況です。これらの値上がりが昨年の長

和町の小中学校の一律２０円の給食費の値上がりということになりました。 

 今年度も値上げのニュースが続き、給食費の再度の値上げが避けられない状況と考えられます。

これらの値上げの現実を考えると、教育委員会はどのように受け止め、考えているのか、お尋ねい

たします。 

○議長（森田公明君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 給食費におきましては、私の公約に関連し、平成３０年より児童生徒の

給食費の無償化を行ってまいりました。子育て支援として先駆けて行ってきたこの子育て支援事業

でございますが、議員おっしゃるとおり、近年、食品食材に──給食の食材においても、紛争、感

染症などに起因する原材料の価格高騰の影響を受けまして、昨年度、１食当たり一律２０円の値上

げを行いました。長和町におきましては給食費の無償化をしておりますので保護者の皆さんへの御

負担はございませんが、今年度もですね、食材原材料の価格高騰は収まらず、給食の食材の予算が

不足するおそれがございます。学校の栄養教員が中心となって、原価を考慮しながら栄養バランス

を保つ献立づくりに取り組んでいただいております。 

給食費予算の現状、見込みについては担当課長より答弁をさせていただきます。 

○議長（森田公明君） 笹井教育課長。

○教育課長（笹井佳彦君） 給食費の値上げに関する御質問でございます。

今年の１１月に入りまして、学校長より、もしかすると食材費が足りなくなる可能性があるとの

相談を受けています。金額、いつ頃足りなくなりそうかというような見込みを出すように指示をし

たところでございます。 

今後見込みが固まったところで予算が足りなくなるようであれば、補正を行う予定でございます。 
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○議長（森田公明君） 羽田議員。

○６番（羽田公夫君） 昨年度の値上げの手続では、ＰＴＡの働きかけで校長先生が動き、教育委

員会が動いて値上げが実現するという長和町のパターンが示されました。教育委員会が最後に出て

くるという位置づけですが、教育委員会は教育現場の指導監督するという立場を考えれば、もっと

早い段階で表面に出て、物価状況をしっかり判断し、リーダーシップを取ってもよいのではないか

と考えます。日々値上がりの報道が流れる中、給食を楽しみにしている子供たちのためにも素早い

対応が求められます。 

 ＰＴＡ、学校、教育委員会の３者が一同に集まり、話合いの場を通して結論を出し、指導してい

く立場が欲しいと考えます。現場では栄養士さんが毎日、物価高の原価と、子供たちが食べる栄養

価の計算表を基に献立を考え、バランスをとるため悪戦苦闘の毎日を過ごしています。 

 教育委員会が前面に出て、現実を見て皆を引っ張っていくスタイルに変えてはどうでしょうか。

お尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 笹井教育課長。

○教育課長（笹井佳彦君） 本来、給食費は保護者が負担するものでございますので、ＰＴＡが決

める事項となっております。そのため、長和町給食運営規程におきましては、学校給食費の決定と

して１食当たりの金額を給食運営委員会に諮り、ＰＴＡの賛同を受けた後、校長が決定する定めと

なっております。 

 ちなみに給食運営委員会の組織でございますが、校長、教頭、教務主任、給食主任、保健主事、

養護教諭、栄養教職員並びに教育長、教育課職員、ＰＴＡの正副会長の中から構成をいたしまして、

委員長は校長、副委員長は教頭となっております。 

 教育委員会の立ち位置といたしましては、現在給食費は無償化を行っている関係から予算につい

て関わっているということになります。 

 無償化がなくなるようなことがあれば、ＰＴＡが給食費を集め支払うことになりますので、現在

も従来どおりＰＴＡと学校で給食費を決めるという本来の方法をとっております。 

○議長（森田公明君） 羽田議員。

○６番（羽田公夫君） 給食費は保護者が、という本来の姿から、長和町では小中学校の児童生徒

の給食費は近隣町村では先頭を切って無償化を実施しています。この面からもリーダーシップはと

れるのでないでしょうか。栄養士さんが十分に腕を振るえる環境づくりを要望して、次の質問に移

ります。 

和田宿ステーションの道の駅の経済効果についてであります。 

 農林水産省管轄の和田宿ステーションから、国土交通省管轄の和田宿ステーション道の駅に衣替

えをした結果、新和田トンネルの通行料の無料化で交通量が増えているところへ来て、トイレの改

修と道の駅の看板が功を奏し、立ち寄る人数が大幅に増え、大変な盛り上がりを見せているとの評

判をお聞きしています。 
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 １１月３日の新そば祭りの際には、私もお手伝いさせていただきましたが、天候にも恵まれ大盛

況でした。利用者の増加による集客数と売上げの実態をお尋ねいたします。 

 また、現在のところ委託料が１２１万円ほど出ていますが、利益が上がれば減額になるのか、そ

の件も併せてお尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 道の駅和田宿ステーションにつきましては、お話ございましたように国

土交通省から令和５年２月２８日付に道の駅として登録をされ、９月２３日に道の駅登録証の伝達

式及びオープニングセレモニーを開催をさせていただきました。 

 式典には国会議員、県会議員をはじめ関係機関の皆様、また町議会議員の皆様にも御出席を頂き、

盛大に開催できましたことを改めて感謝を申し上げる次第であります。 

 また、御質問にありますとおり、新そば祭りは町内外より多くのお客様に来ていただくとともに、

大変おいしいと好評でございました。 

羽田議員をはじめ、新そば祭り開催に御尽力を頂きました皆様にも感謝を申し上げます。 

 さて、道の駅和田宿ステーションが、農業をはじめとした地域産業の活性化、豊富な観光資源を

生かした都市農村交流の活性化に加え、道路利用者への安全で快適な道路環境の提供に当たって機

能性や利便性の向上につながり、大勢の人々が集い、交流する拠点となるよう、町としても努めて

まいりたいというふうに考えております。 

なお、利用者の増加による集客数の売上げ、また、指定管理料につきましては、担当課長より答

弁をさせていただきますのでよろしくお願いします。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。

○産業振興課長（中原良雄君） 和田宿青空市場組合に確認をした状況によりますと、令和４年度

のお客さんの数は、年間で４万７，３７０人でありましたが、令和５年度の４月から１０月までで、

４万１，２８６人となっているとのことでございます。 

 令和４年度と令和５年度の４月から８月までを比較しますと、令和４年度が２万２，３１４人、

令和５年度が２万４，７５６人となっておりまして、令和４年度と令和５年度の９月を比較します

と、令和４年度が５，４７０人、令和５年度が６，６７８人、令和４年度と令和５年度の１０月を

比較しますと、令和４年度が６，６２４人、令和５年度が９，８５２人となっております。 

 これらの数値から、上半期の主な増加の要因は、コロナウイルス感染症の影響により抑制されて

いた人流が持ち直し、経済活動の正常化の進展によるものと推測されますが、翌月の１０月につき

ましては、道の駅化による効果も含まれていると思われます。 

 ９月２３日の供用開始以降のデータが少ない状況もありますので、引き続き動向に注視をしてま

いりたいと考えております。 

 売上げにつきましても、令和４年度と令和５年度の９月２３日から１０月２３日分を比較します

と、令和４年度分が１，５６６万５，５６３円、令和５年度分が１，５１８万７，６６６円となっ
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ておりまして、令和４年度と令和５年度の１０月分を比較しますと、令和４年度が１，３０８万６，

５６３円、令和５年度が１，４９７万８，２２５円となっております。 

 売上げにつきましては、松茸の生育・出荷状況により影響が大きく異なり、令和４年度は比較的

豊作でありましたが、令和５年度は記録的な不作であるにもかかわらず、前年度を上回る売上げが

記録に現れる結果となっておりますので、道の駅化によるものではないかと推測されるところでご

ざいます。 

 また、指定管理料といたしまして、和田宿観光農林業振興組合に指定管理料として１２１万２，

０００円を支出しており、施設使用料として３３万２，０００円を納入いただいておりますが、令

和２年度から令和４年度はコロナウイルス感染症の影響により大幅な減収となったことから施設使

用料は減免としていた状況でございます。 

 今後につきましても、利益が上がれば指定管理料は減らし、使用料を多く徴収するということで

はなく、社会情勢や経営意欲の低減とならぬよう総合的な状況を勘案しながら、適正な指定管理料

の算定、使用料の設定に努めてまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（森田公明君） 羽田議員。

○６番（羽田公夫君） 道の駅登録が令和５年２月２８日となっていますが、実際にお披露目され

たのが登録証伝達式・オープニングセレモニーの９月２３日と半年以上の期間がありました。町民

や利用者にとって道の駅になったということと、そのための改修工事がアピールできて宣伝にもな

ります。 

オープニングセレモニーをもっと早くできなかったかお尋ねいたします。

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。

○産業振興課長（中原良雄君） 令和５年２月２８日付で登録されて以降、国土交通省関東地方整

備局長野国道事務所、長野県道路維持課、上田建設事務所と合同で複数回、打合せの場を設け、供

用開始の時期や手続について協議を実施してまいりました。 

 その中で、供用開始に当たっては、第１としまして、道路管理者であります長野県上田建設事務

所において、発注の国道１４２号線沿いに設置される道の駅の案内標識や予告標識の設置工事の完

了が８月末でありまして、工事完了後でなければならないこと、第２としまして、標識の設置完了

の時期と整合を図りながら施設を供用する１か月以上前に供用届を提出する必要があること、第３

としまして、登録証伝達式・オープニングセレモニーに国会議員の皆様を御来賓として御招待した

ため、事前に国と町の連名でプレスリリースを行う必要性も生じたことから、これらの条件をクリ

アした上で関係者のスケジュール等を勘案し９月２３日となったものでございます。

○議長（森田公明君） 羽田議員。

○６番（羽田公夫君） 出足好調の和田宿ステーション道の駅ですが、地域の活性化の核としてさ

らに努力を重ね、特色ある施設に育ててほしいと思いますが、産業振興課ではこれからどのような

道の駅にしていきたいのか、ビジョンがあったら、目指すところの姿を教えてほしいと思います。 



- 116 -

 木橋の下から北側で、自動車修理工場の間にある緑の小公園的な空き地の有効活用として、普通

自動車の駐車場に改装としてはどうですか。しっかりした開発目標を持つことで、利用者がまた寄

ってみたいと思える施設になることを期待して、お尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。

○産業振興課長（中原良雄君） 町といたしましては、開駅、道の駅化を契機としまして、開設当

初から御利用いただいている皆様、道の駅として新たに訪れる皆様にも末永く愛され、輝き続ける

施設となるよう積極的に情報発信やＰＲ等を行い、元気のある道の駅としてさらなる魅力の向上に

努めてまいりたいと考えております。 

 道の駅として供用開始に合わせてテレビ取材、新聞折り込み広告や地元の観光フリーペーパーの

季刊情報誌に取り上げていただいたことや、全国、関東、長野県のそれぞれの道の駅連絡会のホー

ムページへリンク掲載等をしていただきまして、知名度も飛躍的に向上し、大勢の皆様が訪れ、に

ぎわいの創出につながっているものと考えます。 

 また、木橋北側にあります緑地の活用につきましては、議員からの御意見を頂戴しました駐車ス

ペースのほかにも、多目的のイベントスペース、ドッグラン、バーベキュー等多様な目的や用途へ

の活用が見込まれますが、町が置かれている厳しい財政状況や管理体制の在り方なども考慮しなが

ら、関係者の意向も踏まえまして、慎重に協議検討が必要なものと考えますので、御意見として賜

りたいと存じます。 

○議長（森田公明君） 羽田議員。

○６番（羽田公夫君） 近くにありましたコンビニ、セブンイレブンが閉店して、近所の皆様は不

便を感じています。旅行客のお土産ばかりでなく、地元民の日常の買物ができる品ぞろえも要望し

て次の質問に移ります。 

長和町の獣害対策についてであります。 

 令和５年度は、天候不順の異常気象が全国に及び、特に北海道や東北地方を中心にクマの餌にな

るドングリが不作で、餌を求めて人里に頻繁に出没するようになり、今は全国でクマによる被害が

１８０人以上の方々に上り５人が亡くなっています。うち１人は長野県の方です。長和町も、現在

のところクマの目撃情報などは聞こえてきませんが、いつ、どこで起こってもおかしくない問題で

あると考えます。 

我が長和町では自然災害の避難マニュアルの存在は確認できますが、野生動物からの人間に危害

を及ぼす対策については特になかったのではないかと思います。 

 実際に危険な野生動物が住宅地に地内を徘回する姿が現実のものになった場合の住民への対処方

法のマニュアルや、それに代わるものがあるかお尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 今年は、東北地方を中心に、お話ございましたように、クマに襲われる

被害が連日のように報道されておりまして、国が統計を取り始めて以降、３年前の１５８人を既に
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大きく上回り、過去最悪の被害となっております。 

 長和町におきましても、議員の御指摘のとおり、いつ、どこで起こってもおかしくない状況と考

えられます。 

 野生動物の対策でございますが、長和町鳥獣被害防止計画が策定されており、こうした計画は、

上小各市町村においても策定をされております。 

 計画の内容でございますが、シカ、イノシシの農作物の被害防止の対策から、対象鳥獣による住

民の生命、身体、または財産に係る被害が生じ、または生じるおそれがある場合の対処に関する事

項が盛り込まれております。 

 関係団体として、上田警察署をはじめ、上田地域振興局、猟友会、また、クマ対策員としてＮＰ

Ｏ法人のピッキオがそれぞれの役割をもって対処し、緊急時の連絡体制などが定められております

ので、これに基づき対処してまいる計画というふうになっておるところでございます。 

○議長（森田公明君） 羽田議員。 

○６番（羽田公夫君） 長和町では、山と人里が一体となり、山に囲まれている現状を考えれば、

いつ動物が出現してもおかしくない状況だと思います。もし、野生動物の出現があった場合は、状

況に応じて町民の対処方法を指示することや、害獣に対する地元の警察や猟友会等の方々に頼らざ

るを得ないと思いますが、その方々との連携マニュアルはあるのかお尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。 

○産業振興課長（中原良雄君） 先ほどの町長の答弁にもありましたとおり、長和町においては、

国の鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律の規定に基づきまして、

長和町鳥獣被害防止計画を策定してございます。 

 また、鳥獣被害防止施策を適切に実施するため、長和町鳥獣被害対策実施隊も設置してございま

す。 

 農作物の被害が大きいシカやイノシシの駆除につきましても、長和町鳥獣被害防止計画に基づき

対策を実施しているものでございます。 

 計画において、先ほど答弁させていただいた関係団体と連携して対応することとなっております

ので、状況に応じ適切な対応に努めてまいりたいと考えてございます。 

 なお、住宅地や農地にツキノワグマが出没した場合には、長和町鳥獣被害防止計画とは別に、県

のツキノワグマ出没対応のマニュアルがございます。クマの出没場所など、その状況により捕獲の

権限や対応は変わりますが、この県のマニュアルに沿って対応をしてまいります。 

 住民の方への周知のほか、見回り、また農作物に執着するようであれば県の許可を受け捕獲する

などの対応をしてまいります。 

 また、捕獲された場合には県の方針に従い、民家や農地から離れた場所へ放獣を行う、つまり殺

さないことを前提に対応することとなってございます。 

 なお、集落内などの住宅の敷地内に出没し、人的被害のおそれのある場合には、警察と猟友会と
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の連携が必要になりますが、猟銃を使用した対応をとることとなってございます。 

○議長（森田公明君） 羽田議員。

○６番（羽田公夫君） 最後の質問ですが、耕作者組合を設置してある地区では、多面的支払事業

で獣害柵の設置が進んでいますが、耕作者組合の中に、新たに柵の見回り、点検、補修を主な任務

とする指導員を設けることを提案します。 

 指導員には、活動時間に応じての時給の支払いと、資材の補填を行い、修復作業が必要であれば

必要人数で素早く作業に当たることもできます。作業中や日常的に野生動物等の情報も行政が把握

できる等のメリットが考えられます。 

指導員の設置についてその可能性をお尋ねいたします。 

○議長（森田公明君） 中原産業振興課長。

○産業振興課長（中原良雄君） 獣害防止柵の設置につきましては、御質問にありますとおり、耕

作者組合での設置、また、自治会や区など様々な団体の皆様に設置をしていただいております。獣

害防止柵の保全管理につきましては、設置者が主体となって責任を持って管理を行っていただくこ

とが原則になりますので、引き続き御理解、御協力をお願いいたします。 

 今年９月の定例会の一般質問でも答弁させていただきましたが、獣害防止柵の点検補修につきま

しては、多面的機能支払交付金あるいは中山間直接支払事業にて共同活動の取組として行うことが

できます。 

 ある自治会では、自治会が設置した獣害防止柵について、当番制で獣害防止柵担当者を設け、日

頃の点検見回り、また、補修作業を実施しており、その日当や経費については多面的機能支払を活

用している事例がありますので、指導員についてはそれぞれの設置団体において検討していただけ

ればと思います。 

 しかし、設置団体構成員の高齢化や人口減少など、課題もあるかと思いますので、状況を把握し

ながら検討してまいりたいと考えております。 

○議長（森田公明君） 羽田議員。

○６番（羽田公夫君） 予定しました私の質問、以上で終わります。ありがとうございました。

○議長（森田公明君） 以上で、６番、羽田公夫議員の一般質問を終結いたします。

ここで９時５５分まで休憩といたします。

休        憩   午前 ９時４３分 

─────────────────────────────────── 

再        開   午前 ９時５５分 

○議長（森田公明君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

４番、佐藤議員の一般質問を許します。

佐藤恵一議員。

○４番（佐藤恵一君） 議長の許可をいただきましたので、一般質問を行いたいと思います。
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 第１の質問は、羽田町長５期目の公約の進捗説明についてです。 

 羽田町長の５期目がスタートして２年が過ぎました。令和３年の長和町長選挙の際に公約された

「幸せ長和町」を創出するための８つの大枠と１０１の項目をどのように実現されているのか。公

約をマニフェストと言い換えれば、当選した場合予算を編成して実現すると約束した政策のことで

す。数値目標や財源、期限などにも言及し、事後の検証を可能にした約束ですが、公約の１０１の

項目についてホームページ等には抜粋項目しか掲載されていません。 

 今回の一般質問では、公約の進捗等を答弁いただくのではなく、任期の半分を過ぎた時点で、町

民に対して公約の実現に向けての進捗を説明する予定はあるのか、また、進捗説明を行うとすれば、

１０１の公約事業について細部にわたり分かりやすく進捗説明を行うために、どのような形式で町

民へ説明を行うのか質問いたします。 

○議長（森田公明君） 羽田町長。 

○町長（羽田健一郎君） 私の公約に関しての御質問でございますので、私のほうからお答えをさ

せていただきます。 

 甚大化する気象災害や新型コロナウイルス感染症という非常事態の渦中、町民の命と暮らしを守

ることを第一に掲げ、多くの町民、皆様の支持を受けまして、令和３年１１月１３日に５期目の町

政の舵取りをスタートをさせていただいてから、早２年が経過をいたしました。 

 この間、令和元年１０月に発生しました東日本台風や、令和３年８月の豪雨災害による甚大な影

響を受けた被害箇所の復旧や、令和２年１月に日本で初めて感染症が確認された、新型コロナウイ

ルス感染症による感染症の拡大防止対策など、町民の皆様の命を守ることをはじめとして、町民の

皆様はじめとする、職員の理解と協力により、私が掲げました８つの公約と１０１のマニフェスト

の実現に取り組んでいるところでございます。 

 御質問の、町民に対しての公約の実現に向けての進捗を説明する予定はあるのか、また、１０１

の公約事業について、細部にわたって分かりやすく進捗状況を行うために、どのような形で町民の

説明を行うのかという御質問についてお答えを申し上げます。 

 本１２月定例議会開会日におきまして、提案理由の説明の際にも触れさせていただきましたが、

公約は５期目の在任期間の中でできる限り実現を果たしていこうとするものでございます。私の５

期目の任期も折り返し点を過ぎたところでございますが、事業の予算・決算は毎年によるものでご

ざいますので、令和５年度の決算状況を踏まえ、８つの公約並びに１０１の項目の状況を、広報や

ホームページにより分かりやすく公表してまいりたいというふうに考えております。 

 その公表時期でございますが、決算議会となります来年の９月定例議会終了後に、公表する準備

を進めてまいりたいというふうに思っております。いずれにいたしましても、全てのまちづくりの

原点は、心を込め、尽くすことでございます。このことを念頭に、今後も職員とともに公約を実現

していかなくてはなりません。そして、その実現を図るためには議会の皆様の御理解、御協力が必

要不可欠でございますので、今後の取組にも絶大なる御支援をよろしくお願いを申し上げたいと存
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じます。 

○議長（森田公明君） 佐藤議員。

○４番（佐藤恵一君） 冒頭から要望になりますが、５期目の半分の公約の進捗状況が、１年後で

ないと公表されないとのことですので、以下の２点の対応を要望いたします。 

 まず、１０１項目の細部にわたり、町民へホームページなどに早急に掲載していただくことを要

望いたします。それをもって、町民の皆様とともに町民側から進捗状況を考えていきたいと思いま

す。 

②に来年の公表時は任期あと１年となるわけですので、公約未達成の項目事業について残りの任

期の中でどのように達成していくのか、具体的な方策・施策を明示していただき、行政の柔軟性を

も合わせて町民へ進捗状況を公表いただくこと、以上２点を要望いたします。 

今回は質問項目が非常に多いため、質問２に移りたいと思います。 

 第２の質問は、町長公約事業にある奨学金返還支援制度の創設についてです。昨日、田福議員よ

り奨学金に関する質問がございましたが、再度、奨学金返還支援制度について質問させていただき

ます。 

奨学金返還支援制度は、学校卒業後の奨学金返還の際支援を行う制度ですが、２０２２年１１月

の時点で、３６都府県６１５市町村で奨学金返還支援制度が実施されているとの資料がありますが、

町長の公約事業でもある奨学金返還支援制度の創設についての質問と創設の早期実施を要望いたし

ます。 

 貸与型奨学金利用の負担軽減や、地元に戻り就職する地方への若者移住促進、地域産業への人手

不足解消につながる奨学金返還支援制度ですが、例えば、箕輪町ではＵターン・Ｉターン応援奨学

金支援補助金制度は、補助金額は申請年度内に返還した額の２分の１、上限１５万３，６００円。

補助期間は基本５年間、対象が女性またはＵターンの場合は、各１年補助期間を延長されるもので

す。 

 対象となる就労等は上伊那区域内の企業への就労、上伊那区での起業、町内の青色申告個人事業

主の事業従事者と町に住むこと等の条件で卒業後奨学金の返還に対する支援が受けられます。 

また、他の町村では、農業への就労も対象としている市町村もあり、学校卒業後の地元へのＵ

ターン・Ｉターンによる就職先・居住先の決定に非常に効果があると考えられます。

奨学金返還支援制度を、次年度、令和６年度からの導入はできないのか質問いたします。

○議長（森田公明君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 奨学金制度の御質問でございますが、今、お話しございましたように、

昨日の田福議員と同等の質問でございますので、答弁も重なってしまいますけれども御了承をいた

だきたいと思います。 

 私の公約長和ネクストビジョンⅤで「心満たされる学びの環境づくりをすすめます」の一つとし

て、奨学金返還支援制度の創設の検討を掲げております。 
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 近年、急激に進む物価高騰は家計に大きな影響を与えておりますが、子供の教育資金の確保に苦

労している家庭は多く、そうした場合、奨学金制度の利用が選択肢となります。奨学金には、貸与

型と給付型があり、給付型は制度が充実しつつありますが、依然としてハードルが高いのが現状で

ございます。 

 県内で給付型奨学金を行っている状況を見ますと、今、例がございましたけれども、多くは地元

出身者による育英基金などによるものが多く、自治体で取り上げている場合は非課税世帯、所得制

限基準が厳しいのが現状でございます。日本学生支援機構の調査によりますと、何らかの奨学金を

利用している学生の割合は大学生が４９．６％、短大が５６．９％となっているということでござ

います。約半数の学生が奨学金を利用している状況になりますが、当町におきましては、現在、貸

与型の奨学金制度となっております。このような学生を取り巻く環境を考えれば、当然給付型の奨

学金制度が望ましいわけでございますが、様々な子育て支援等をさせていただいておりますので、

非常に財政的な課題もあり、給付型の導入は厳しいのが現状でございます。 

 私といたしましては、給付でなく、償還の部分で支援制度を創設できないか検討をしておるとこ

ろでございます。例えば、卒業後地元に戻った場合、地元企業に就職した場合などは、奨学金の減

額・免除を行えないかというものであります。ただし、長和町に居住した場合、途中で転出したら

どうするのか、地元企業に就職した場合、途中で町外に転職した場合などの経過措置の基準設定、

地元企業の範囲などの検討もしなければならない課題が多くございます。 

 このことにつきましては、長和町奨学金貸付運営委員会にも協議に加わっていただき、奨学金返

還支援制度の創設を行ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。詳細につきま

しては課長より答弁をさせていただきます。 

○議長（森田公明君） 笹井教育課長。

○教育課長（笹井佳彦君） 奨学金返還支援制度についての御質問でございますが、２０２２年６

月の時点で３６都道府県６１５市町村が独自に実施している状況がございます。 

 長野県でも取組が行われておりまして、学生時に奨学金を貸与していた学生が、地元企業に就職

した場合に、奨学金の返還の一部について支援をする制度となっております。奨学金の返金額によ

り異なりますが、返還した額の２分の１で年額１０万円の範囲で５年間補助が受けられます。 

 また、県内の市町村で、同様の奨学金返還支援制度の補助を行っている近隣市町村にお話をお聞

きしましたところ、財源の確保に苦労しているとお聞きをしております。長和町といたしましても、

奨学金の返還支援制度につきまして、研究を進めているところでございますが、次年度からの導入

は難しいのが現状でございます。 

○議長（森田公明君） 佐藤議員。

○４番（佐藤恵一君） 教育課長へ質問いたします。

年明けには次の年ですね、令和７年の４月の入社の就職活動が始まります。奨学金返還支援制度

があれば、長和町に戻り地元か通勤できる地域で就職先を探そうとする、考える学生さんもいるか
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もしれません。そういった学生さんや御家庭の中には、町長公約事業の奨学金返還支援制度に期待

して票を投じた方がいらっしゃる可能性もあります。答弁いただいた支援制度の研究はいつまで行

うのか質問いたします。 

○議長（森田公明君） 笹井教育課長。 

○教育課長（笹井佳彦君） 検討についての時期についての再質問ということでございますけれど

も、支援の内容にも異なりますが、ある程度は令和６年度中に整備をして、制度の創設をしていき

たいというふうに考えております。 

○議長（森田公明君） 佐藤議員。 

○４番（佐藤恵一君） 財源に関しては自治体によりまちまちであるようですが、全国市町村数１，

７１８の中で６１５市町村で実施されているということは、若者のＵターン、Ｉターンが、将来の

人口構成に与える影響がいかに大きいかを、各自治体が考えていることだと思います。継続的な施

策ではなくてはならない制度ですが、過疎債などの検討はできないのか質問いたします。 

○議長（森田公明君） 笹井教育課長。 

○教育課長（笹井佳彦君） 奨学金返還支援制度の財源についての御質問でございますが、過疎債

の利用につきましては、まず過疎計画に位置づけられている必要がございます。また、現段階では

過疎債の対象にならない可能性が高い状況が伺えます。 

 なお、市町村が奨学金返還の全部または一部を負担した場合に、特別交付税措置される制度もご

ざいますので、安定的な財源として活用ができるかどうかを含めまして研究をしてまいりたいと考

えております。 

○議長（森田公明君） 佐藤議員。 

○４番（佐藤恵一君） 特別交付税措置の制度が利用できるのでしたら、返還支援制度の創設の実

現性は極めて高いと思われます。質問項目（２）は割愛いたしますが、奨学金支援制度、返還支援

制度を利用して、農業就業や起業、町内の青色申告事業主の事業従事者にでも制度を利用可能とし

たり、過疎地域持続的発展計画を改定して、過疎債をできるようにするなど、将来の人口構成の中

で若者の人口を増やそうとＩターン、Ｕターンに積極的な市町村が既に６１５あります。町長の公

約事業でもある、奨学金返還支援制度の早期創設を要望して次の質問に入ります。 

 質問項目の３でございますが、空き家対策についての質問に移ります。なお、質問項目が非常に

多く、時間の都合で次回に持ち越す質問があるかもしれませんので、あらかじめ御了承ください。 

 増加する空き家等に対して、町民の安全で安心な居住環境の形成のために、今回の質問では長和

町空家等対策計画を基にして、先行している特定空家等の対策、空き家バンク制度の項目について

質問を行いながら、取組が遅れている、先行自治体が取り組んでいる空き家にしないための予防保

全活動を、当町でも取り組んでいくことを要望していきたいと思います。 

 長和町空家等対策計画によれば、令和４年度の調査で本町の空き家数は５３８棟、そのうち特定

空家等の候補となる危険家屋は２０８棟、その中でも、空き家の老朽化及び近隣する居住や道路に
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影響を及ぼすおそれがある危険家屋は３棟あるため、協議会による特定空家等の指定を行い、所有

者に対して、助言指導等の必要な手続を進める必要があると記載されていますが、令和５年現時点

における特定空家等への行政及び協議会の対応状況をただします。 

○議長（森田公明君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 令和５年度における特定空家等に対する町の状況について答弁をさせて

いただきます。 

 空き家問題は、全国的な人口減少や高齢化、あるいは人口の都市部への集中などによって引き起

こされ、余剰な住宅の発生と管理不全に関する問題、それに加えて、空き家が多くなると町の活気

がなくなるほか、放置された空き家が地域の景観や安全面等に悪影響を及ぼすことは確認をしてお

ります。また、これらの問題を解決するために、全国で空き家の流通や再利用を促す施策が模索さ

れておりますが、空き家は年々増えており、対応が追いついていないということも課題であること

は認識をしております。 

 特に、保安上、衛生上のリスクが高いとされる空き家は特定空家に指定される場合があります。

特定空家に指定されると固定資産税減税の特例措置が解除されたり、場合によっては代執行により

取り壊されたりする可能性があるため、空き家所有者は空き家の適正管理について求められておる

ところでございます。 

 居住目的のない空き家は、この２０年で約１．９倍に増加をし、今後さらに増加する見込みであ

ること、また、現行の特定空家になってからの対応にも限界があることから、国は空き家の活用拡

大、そしてまた、管理の確保、特定空家の除去等の３本柱で対応を強化するため、空き家等対策の

推進に関する特別措置法の一部を改正する法律を６月１４日に公布し、今月１３日に施行すること

といたしております。 

 この後、当町の協議会等につきましては、担当課長から答弁をさせていただきますので、よろし

くお願いを申し上げます。 

○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） それでは、私から現時点での長和町空家等対策協議会等の状況に

ついて答弁をさせていただきます。 

 協議会につきましては、６月２６日第５回、９月２９日第６回の２回を開催し、特定空家等候補

３棟について、実際に現場にて候補空き家を確認していただき、特定空家等に該当する旨の判断を

いただきました。その判断を受け、町として特定空家に認定し、所有者へ空き家等対策の推進に関

する特別措置法に基づき、助言・指導等の事務処理を進めております。 

○議長（森田公明君） 佐藤議員。

○４番（佐藤恵一君） 住民等から管理不全な空き家等があるとの情報提供があった場合は、町は

速やかに現状調査を行うとされていますが、令和４年、令和５年、年間住民からの情報提供数、空

き家に対する苦情数、また相談の件数はあるのか質問いたします。 
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○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） 住民等からの管理不全な空き家等の情報提供の状況についての御

御問ですが、令和４年度におきましては１１件、令和５年度におきましては、今のところ１件の相

談等がございます。 

 内容としましては、令和４年度は庭木の草木における手入れに関わる問題、建物の損傷問題など

であり、令和５年度は大きな立ち木による日照不足の問題や、生垣が隣地まで越境し境界を冒して

いるなどの問題がございました。 

○議長（森田公明君） 佐藤議員。

○４番（佐藤恵一君） 計画には、所有者等の確認に関する確認手法が記載されていますが、空き

家数全体に関して所有者等の確認や、連絡先が明確になった状態でデータベース化されているのか、

また、空き家の問題は長期にわたると想定されるため、所有者等のやり取りが継続的に記録され、

担当が変わっても適切な対応ができるデータベースなのか質問いたします。 

○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） 空き家等の所有者等の特定方法と、空き家ごとの対応等の記録

（データ）の管理についての御質問ですが、空き家等の所有者等の特定方法といたしましては、従

来より不動産登記簿情報による登記名義人の確認、住民票や戸籍謄本等による、登記名義人や相続

人の存否及び住所の確認等を合わせ、地域住民への聞き取り等により行われているところでござい

ます。 

 これに加え、法律第１０条により市町村長は固定資産税の課税、その他の事務のために利用する

目的で保有する情報であって、氏名その他の空き家等の所有等に関するものについては、法の施行

のために必要な限度において内部利用できるほか、関係する地方公共団体の長等に対して、空き家

等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができるとされており、令和４年度には

システムを構築するにあたり、固定資産税担当部局より関連情報を入手しデータベース化をしてお

ります。 

 また、データベースは時点記録ができるものとなっていることから、空き家ごとの対応状況等、

人事異動により担当が変わっても過去の記録等を参照したり、編集等が可能となっております。 

○議長（森田公明君） 佐藤議員。

○４番（佐藤恵一君） １つ飛ばしまして次に行きます。

固定資産税情報で所有資産等を確認できない場合は、過失なく所有者等を確知できない所有者不

明の空き家等と判断するとの記載がありますが、判断した事例はございますか。質問いたします。 

○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） 所有者不明の空き家等を判断した事例の有無についてでございま

すが、現在のところございません。 

○議長（森田公明君） 佐藤議員。
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○４番（佐藤恵一君） 今後高齢化等の進展により、町外に転出した空き家所有者が亡くなり、相

続人の相続放棄等の事案が起こると思われますが、現時点で、法定相続人全員の相続放棄が確認さ

れた所有者不存在の事案はあるのか質問いたします。 

○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） 現時点で、法定相続人全員が相続放棄を確認した空き家事案につ

きましては、１件ございます。 

○議長（森田公明君） 佐藤議員。

○４番（佐藤恵一君） その確認された所有者不存在の場合の町の対応についてお聞きします。町

はどのように対処するのか、特定空家対象とされない場合はそのまま放置されるのか、敷地内の樹

木管理等も町は関与しないのか質問いたします。 

○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） 所有者不存在の空き家等の対応についての御質問ですが、民法で

は、土地・建物等の所有者が不在不明である場合等に、利害関係人の請求により裁判所が選任した

財産管理人が管理や処分を行うことができる財産管理制度が定められております。 

 空き家等の対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が６月１４日に公布され、この

１２月１３日に施行されることになっていますが、その一つに財産管理人の選任請求権は民法上は

利害関係人に限定されていますが、空き家等の適切な管理のために特に必要と認めるときは、市区

町村長も選任請求が可能となります。よって、市区町村長が裁判所に対し選任請求をし、選任され

た財産管理人が、相続放棄や所有者不明等の空き家について今後の修繕や処分を行っていくことに

なりますが、そのための対応として改正をされる法律を確認しながら、町としての対応方法、事務

処理等を検討しなければならないというふうに現在思っております。 

○議長（森田公明君） 佐藤議員。

○４番（佐藤恵一君） 今後、裁判所に相続財産管理人の選任申立てをする際は、およそ５０万か

ら１００万程度のお金を事前に用意する必要があると言われています。あると言われる予納金制度

や事務、手続事務等の行政側の人的負担、費用がどんどん増大していくと思われますので、１２月

１３日施行の、空き家等対策の推進に関する特別措置法の改正を踏まえた町の対応方法の検討を要

望して、次の質問に入ります。 

放置すれば特定空家になるおそれがある管理不全の空き家に対する取組について質問いたします。 

 特定空家判定（空き家法第１４条）にいたる前に空き家の管理は第一義的に所有者等の責務であ

り、管理不全による改善措置を推進することが重要であるとして、各自治体では空き家法１２条に

基づく状況対応に向けた何らかの対応を行っています。 

今年度、特定空家判定前に特定空家候補となる危険家屋２０８棟及び危険家屋３棟に対する当町

の具体的な対応はどのように行われたのか質問いたします。 

○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。
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○町民福祉課長（藤田 孝君） 放置をすれば危険家屋・特定空家になるおそれのある空き家に対

する対応についての御質問ですが、ただいまの御質問にある２０８棟につきましては、隣接する道

路・建物に影響がある空き家数となります。しかしながら、そのうち１８５棟については倒壊の危

険性が低いＡランクであるため、この１８５棟も含めたＡランク４７７棟の所有者等へは空き家バ

ンクの利活用が期待できることから、担当部局と協力・連携し、空き家の適正管理を含めて空き家

バンクの情報等を今後お知らせしていきたいというふうに考えているところでございます。 

 また、Ａランク以外の倒壊の危険性が中度のＢランク２０件につきましては、法律第１２条に基

づき９月８日付にて「空き家等の適正管理について」のお願いの通知を出させていただきました。 

 特定空家等候補の倒壊危険性重度Ｃランクの３件につきましては、７月７日付にて空き家等の状

況も踏まえ、今後の空き家の管理方法等についての御回答をいただくよう空き家の適正管理につい

てのお願いの通知を出させていただいたところでございます。 

○議長（森田公明君） 佐藤議員。

○４番（佐藤恵一君） 税務課から固定資産税の令和５年度の通知に空き家バンクの紹介と登録を

案内するチラシを送られたとのことですが、実際は特定空家候補全戸への送付ではないようです。

どのような選定で何件送付されたのか、また、今後送付先の選定の基準と次年度からの案内内容、

送付先についての改善案はあるのか質問いたします。 

○議長（森田公明君） 宮阪企画財政課長。

○企画財政課長（宮阪和幸君） 空き家バンクへの登録を案内するチラシに関する御質問でござい

ます。 

 この登録の案内のチラシにつきましては、税務係で毎年お知らせしています固定資産税の通知に

一緒に同封しているものであります。同封させていただいている対象者につきましては、空き家を

所有される方の多くは町外に住所がある方がほとんどであるため、長和町外に住所がある方を抽出

しております。なお、法人が所有する物件、別荘地にある物件、既に登録済みとなっている物件は

除外しております。送付件数は約４００件ほどであります。 

 町内に家屋を所有している方で町外に住んでいる方の物件は、空き家の可能性が高いと考えられ

ることと、固定資産税の通知に同封することで所有者の目に留まり、空き家バンクへの登録につな

がっていくのではないかと考えられることから、この方法でチラシをお送りさせていただいている

ところです。 

 実際に、令和４年度中の登録物件は１２件と多くの方に御登録いただきましたが、そのほとんど

が町外に住所がある方の物件であり、登録に至った経緯をお聞きしますと、固定資産税へ同封した

チラシがきっかけであるという方が多く見られました。

今後につきましては、このような成果が出ていることから、これまで同様の選定基準により案内

をさせていただく方針です。なおチラシの内容はさらに効果的な内容となるよう検討していきたい

と考えております。 
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 また、町の広報紙にも掲載することで、空き家を所有する町内に住所がある方への周知を図り、

空き家バンク制度の広報を充実していくよう取り組んでいきたいと考えております。 

○議長（森田公明君） 佐藤議員。

○４番（佐藤恵一君） 空き家数５３８棟のうち、約４００件は連絡の取りにくい町外という現状

は重く受け止めないといけないと思われます。各自治体は、初年度のビギナーズラック的な反応で

安心しないで、空き家所有者に総合的な空き家管理を含め、町外空き家所有者とのコミュニケーシ

ョン施策を講じているようですので、今後の一般質問では当町の対応策を継続してただしていきた

いと思います。 

 次の質問ですが、空き家法第１４条により特定空家等の所有者に対して助言・指導、勧告、命令、

行政代執行の措置が規定されていますが、当町の現状を質問いたします。 

 また、長和町空き家対策等適正管理に関する条例施行規則第６条の補助金の交付に関する施行状

況について、どの段階で交付されるのか併せて質問いたします。 

○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） 先ほどの答弁と一部重複する点もございますが、令和４年度の実

態調査において、倒壊の危険性が重度でかつ隣接する道路建物に影響があるとされた時点で、長和

町空家等対策協議会にて諮り、その後、町が特定空家等に認定することも可能でしたが、一番の所

有者等の当事者としては、行政から事前通知等もないまま特定空家候補として一方的に捉えられ、

そのことで行政に対する不信にも陥ることが懸念されましたので、まずは現状を把握し、空き家等

の適正な管理の推進をしていただくため、所有等をしている空き家の今後の対策について、回答期

限を８月１８日と設け、７月７日付にて通知をお出しをしたところでございます。 

 その後９月２９日に開催した第６回協議会において回答書等に基づき協議をしたところ、特定空

家等に該当すると判断されたことから、１０月１０日付にて町は特定空家等に認定し、１０月１３

日付で３棟の所有者等に対し法律第１４条第１項及び長和町空き家等の適正管理に関する条例第９

条に基づきまして、助言及び指導の通知をさせていただいたところであります。 

 また、長和町空き家等の適正管理に関する条例施行規則第７条の補助金を交付するタイミングで

すが、同条の記載のとおり「助言もしくは指導または勧告に従って措置を講ずるものに補助金を交

付する」とあることから今回の３棟につきましては、交付条件に合致することになりますので、今

後の空き家等の解体が適正に行われれば補助金を交付することになるかと思われます。 

○議長（森田公明君） 佐藤議員。

○４番（佐藤恵一君） ３棟の危険空き家の進捗状況が今把握できました。

他自治体の中には「代執行を実施することで、最終的には自治体が対応してくれるという道義的

に無責任である的な意味いわゆるモラルハザードを懸念する」、「自主的に改修や除去を実施した

所有者等との不公平感を懸念する」として代執行の実施に慎重であるとの内容の記載がありました

が、当町の代執行等の実施に対する見解を質問いたします。 
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○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） 当町の代執行等に対する考えの御質問ですが、空き家はあくまで

も私財であることから、町民皆様方からいただいた税金の一部を用いて、行政が主体となる代執行

には慎重にならざるを得ず、また、どこの市区町村においても慎重さは同じと考えております。よ

って、行政代執行に至る前に所有者等には適正な管理を今後もお願いしていきたいというふうに思

っております。また結果的に行政代執行になったとしても、関係法令等に基づきこちらも適正な事

務処理を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（森田公明君） 佐藤議員。

○４番（佐藤恵一君） 長和町空家等対策計画には基本目標として、住民協働による管理不全な空

き家等の抑制、現存する空き家について対策を講じることと並行して、新たな空き家の発生を未然

に防ぐことが必要となり、そのために地域住民との連携と取組の実施が計画されています。 

 住民や地域との協働で空き家等に関する情報を積極的に収集し、所有者調査を積極的に行います

とありますが、リアルタイムの空き家情報（新規空き家、危険家屋の状況、空き家の解体情報等）

の把握のため、住民との協働体制をどのように構築しているのか。 

 また、所有者調査を行い、他の自治体によってはアンケート方式により、空き家の所有者の空き

家に対する意識調査を行っていますが、当町はどのように対応しているのか質問いたします。 

○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） リアルタイムといたしましては、近隣住民等からいただく電話や

来庁による情報提供や、そのほかに地区担当職員からいただく情報、また町が個別にＢランクやＣ

ランクの所有者等に対し通知をした後、所有者等から解体が終了した旨や、空き家の管理状況等の

連絡により情報を把握しております。 

 また、空き家の所有者等へのアンケートの実施につきましては、空き家の所有者皆様を対象とし

たアンケートは実施をしておりませんが、先ほど答弁をさせていただきましたが、Ａランク以外の

倒壊の危険性が中度のＢランク２０件、特定空家等候補の倒壊の危険性が重度のＣランク３件につ

きましては、所有者等に対し、空き家の適正管理についてのお願いの通知を出させていただいたと

きに、空き家に対する今後の対応等のお考えをお聞きしておりますので、必要に応じて所有者の皆

様と連携を図りながら適正な空き家の管理に努めておるところでございます。 

○議長（森田公明君） 佐藤議員。

○４番（佐藤恵一君） 空き家５０８棟中、アンケート実施２３件の現状に申し上げたいことはご

ざいますが、私の要望はアンケートそのものではなく、所有者とのコミュニケーション・相談等を

通じ空き家問題の解決を図ることですので、その一般質問の趣旨に従って質問を継続いたします。 

 町は、広報紙及び町ホームページ等を通じて、空き家等の管理について所有者等の啓発に努める

とありますが、広報紙・ホームページへの掲載計画を質問いたします。併せて町外の所有者に対す

る啓発はどのように行うのか質問いたします。 
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○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） 空き家等の管理についての啓発に関する御質問ですが、ホーム

ページには今年の４月に現行の長和町空家等対策計画に、令和４年度中に行った調査等の成果等を

記載し、改定版として公表をしたところでございます。 

 町外の所有者等につきましては、今までに通知を出し、倒壊の危険度Ｂランク及びＣランクとも

９割以上の方が町外に住所を有する親族となっていることから、個別に啓発できているものと考え

ております。Ａランクにつきましては先ほど答弁をさせていただいたとおりですが、空き家バンク

等の利活用が期待できることから、担当部局と協力をさせていただきながら、今後、お知らせをし

ていきたいというふうに考えております。 

○議長（森田公明君） 佐藤議員。

○４番（佐藤恵一君） 計画には「空家等の適正管理のため、空家等の管理代行体制など強化」と

ありますが、具体的にどのようなものなのか。 

 例えば、他の自治体では、空き家管理をシルバー人材センター等と協定を結んで、草刈り、剪定、

見回り等を行っている事例がありますが、管理代行制度について具体的計画の有無を質問いたしま

す。 

○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） 法律第３条に「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に

悪影響を及ぼさないよう、空家等の適正な管理に努めるものとする」と規定が定められていること

から、所有者等がその責任において適正な維持管理に努めるものとなっております。 

 しかしながら、空き家等の所有者等は、先ほどの答弁でも触れさせていただきましたが、県外に

住所を有する方が多く、適正な維持管理ができていない場合も多く見受けられるのが実情でござい

ます。 

 管理代行とは、自主的な維持管理が困難な人や遠方に居住をしている所有者等を支援するため、

所有者等が費用の負担をし、民間事業者が空き家等の管理、建物の外観、屋根、窓等の破損確認や

通気、除草、郵便物の転送などを代行するサービスでございます。 

 町としましては、公益社団法人シルバー人材センターに確認したところ、空き家等の維持管理に

ついては、所有者等が個別に依頼をし、作業を実施していることが通例であることから、協定等に

ついては現時点では考えておりませんが、今後も公益社団法人シルバー人材センター等による空き

家の管理代行についても情報提供できるよう考えてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（森田公明君） 佐藤議員。

○４番（佐藤恵一君） 周知・啓発として相続生前対策、相続登記の促進等の記載がありますが、

町の広報とかパンフレットの周知・啓発活動について質問いたします。 

 例えば、安曇野市の「住まいの終活のススメ」ハンドブックには、空き家対策、相続登記、成年

後見について、総合的にまとめられたパンフレットがありますが、町の周知・啓発計画は、具体的
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にどのように行われているのか質問いたします。 

○議長（森田公明君） 宮阪企画財政課長。

○企画財政課長（宮阪和幸君） 空き家に関する周知・啓発に係る御質問でございます。

空き家に関する住民の皆様への周知・啓発につきましては、さきの答弁にもありましたように、

空き家の適正管理に関する長和町空家等対策計画の町ホームページでのお知らせや空き家バンクの

活用に関するお知らせなどを行っております。 

 これらのお知らせにつきましては、空き家が発生した後に関わるお知らせでであり、議員御質問

の相続生前対策、相続登記に関するお知らせにつきましては、特に行っていないという現状となっ

ています。 

 議員の御質問にありました安曇野市の「住まいの終活のススメ」ハンドブックにつきましては、

空き家を所有している方、空き家の売却、賃貸などの利活用を考えている方、これから空き家を所

有しそうで、早めに空き家の活用を考えておきたい方などへ、空き家になりそうなときに事前に考

えておきたいこと、空き家を所有したら考えておきたいことなどについて、分かりやすく記載され

ています。 

 町の空き家に関連する担当部署としましては、空き家となった危険家屋の対応につきましては、

町民福祉課生活環境係、空き家バンクにつきましては、企画財政課まちづくり政策係が担当してい

ますが、その他の空き家に関わることを担当する部署がない状況となっております。 

 空き家対策について、総合的に担当できる部署の設置について検討し、当該担当部署が空き家対

策全般に関するハンドブック作成などの周知・啓発を行っていくことも併せて検討していきたいと

考えております。 

○議長（森田公明君） 佐藤議員。

○４番（佐藤恵一君） ただいまの質問の中に、今回の一般質問の私の質問の重点要諦の一つであ

る空き家対策について総合的に担当できる部署の設置がありますが、具体的にいつまでに検討され

るのか質問いたします。 

○議長（森田公明君） 宮阪企画財政課長。

○企画財政課長（宮阪和幸君） 空き家対策の総合的担当部署の設置時期に関する御質問でござい

ますが、現在のところ、令和６年度中に設置の検討を行っていきたいと考えております。 

○議長（森田公明君） 佐藤議員。

○４番（佐藤恵一君） 危険家屋の対策と空き家バンクの対策ができました。

次は、町民が不安に思っている、これから私の家をどうしようかとか、いろいろな相続問題とか、

そういったことに関して考えていけるような施策をお願いします。 

次の質問です。 

 空き家の自主的な取組を推進するために、専門家団体連携や相談窓口を設置している自治体が多

いのですが、例えば、長野県解体工事協会など、町内にない事業者団体との連携はどうなっている
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のか。 

 今後は、町外、遠方の所有者なども含めた町内外からの空き家に対する様々なニーズに対応する

ため、各団体との連携協定、問合せ先、相談先の設置は必要だと考えますが、見解を伺います。 

○議長（森田公明君） 宮阪企画財政課長。

○企画財政課長（宮阪和幸君） 空き家に関する関係団体との連携や相談窓口などの設置に関する

御質問でございます。 

 町の空き家に関係する対応としましては、空き家となった危険家屋の対応と空き家バンクに係る

対応となっておりまして、空き家全般に係る相談窓口としての対応は、先ほど答弁させていただき

ましたとおり、行っていないという状況になっております。 

 今後、空き家につきましては、増加傾向にあるものと考えます。これに伴い、住民の皆様の空き

家に関する問合せや相談事も増え、その内容についても多岐にわたることが考えられます。町だけ

で空き家に対する対応を全て行うことは困難ですので、空き家の対応につきましては、関係団体と

の連携が必要になると思われます。 

 現在は、空き家バンクの関係で、町内の不動産業者と連携して取り組んでおります。可能な限り、

町内の団体などと連携していきたいと考えていますが、空き家対策全般を考えた場合、町内で対応

が難しい場合もありますので、議員の御質問の中にもありました空き家解体に係る長野県解体工事

協会などとの連携も必要になるものと思われます。 

 空き家関係の問合せや相談窓口を設置するとともに、問合せや相談事項に対応するために、関係

機関との連携について検討し、必要であれば協定の締結も視野に入れながら、空き家対策を推進し

ていくことができればと考えております。 

○議長（森田公明君） 佐藤議員。

○４番（佐藤恵一君） 空き家の適正管理による安全安心の住環境について質問いたします。

地域連携による情報把握、見守り体制の構築、空き家の状況や所有者等に関する情報の把握、そ

の他、空き家の活用等の推進に積極的な役割を果たす見守り体制の構築が必要です。 

 そのために、各地域の実情に即した体制の整備が必要とありますが、具体的にはどのようなこと

か、また、当町の実情をどのように捉え、地域連携を進めていくのか質問いたします。 

○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） 見守り体制の構築についての御質問ですが、適正な管理が行われ

ていない空き家は、防災・衛生・景観等の面から地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしかねな

いと考えます。 

 したがって、魅力ある地域づくり、地域の活性化においては、空き家対策が不可欠な要素になっ

ており、地域の視点で空き家対策に取り組む必要性が高まっています。したがいまして、空き家管

理を空き家の活用と空き家の除去と並ぶ地域の空き家対策の３本柱の一つと位置づけることが重要

と考えます。 
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体制整備として、地域における空き家見守り管理の仕組みを構築することが必要であることから、

地域に空き家管理の正しい知識と的確な仕組みを備えた空き家管理や見守りのための仕組みを構築

することによって、空き家の除去や利活用が行われるまでの間、地域が空き家所有者等に対して、

空き家の管理を提供できるような環境づくりを目指すことが重要だと考えております。今後、その

ための体制づくりの検討を進めてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（森田公明君） 佐藤議員。

○４番（佐藤恵一君） 今回は、これで最後の質問になると思います。

計画では、コミュニティによる空き家の維持管理体制の構築を目標に掲げていますが、住民の方

から自治会からの情報提供への町、所有者からの対応に対する情報のフィードバックはないのか、

隣の空き家の所有者が都市部に住んでいたり、世代が変わり連絡がつかない状況で、長年、空き家

になっているが、連絡をどうつけたらいいかなどの近隣に住む住民の不安をどのように解消し、安

心して住める町をつくるのか、町の見解を伺います。 

○議長（森田公明君） 藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） 空き家問題に対する住民の不安をどのように解消し、安心して住

める町をつくるのか、町の見解についての御質問ですが、現在、住民の皆様からいただいた情報に

ついては、進捗状況を見ながら、所有者等の方の了解を得ながら、御連絡等をいただいた方に随時

フィードバックをしているところでございます。

また、７月から始めた空き家等の適正管理についての町から通知等に基づき、取り壊し等を行っ

た方につきましては、電話等により終了した旨の連絡をいただいておりますし、固定資産税担当部

局が現地調査をした際、取壊ししたことも判明することから、横断的に情報連携を密にして情報収

集に努めているところであり、このことは、長和町空家等対策計画に基づき、そして、協議会の委

員さんの御協力により、少しずつではありますが、空家の適正管理が進んでいるものと思っており

ます。 

 よって、今後も長和町空家等対策計画に基づいて実施した危険家屋の取壊しや空き家が適正に管

理されていることが、町民の皆様が確認できたり、今後、対応しなければならない対策も含めて実

施することが町民の不安解消、そして、心地よい生活を守り、住みやすいまちづくりにつながるも

のと思っております。 

○議長（森田公明君） 佐藤議員。

○４番（佐藤恵一君） 今回のまとめです。

長和町空家等対策計画の具体的施策は、各目標を具体的に実施していくに当たり、多くの課題が

あります。増加していく空き家に対して、危険家屋の対応は、町民福祉課、空き家バンクは企画財

政課まちづくり政策が担当、その他の課題に係る担当部署がないため、住民の要望に応えられてい

ないのが現状です。 

長期の危険家屋の対応、空き家バンクと空き家に対する様々な問題を包括的に対応する担当部署
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を明確にすることを要望いたします。 

 空き家を何とかしないといけないが先立つものがとか、空き家バンクの登録も考えたが面倒など

との声も住民からいただいております。課題解決のために、まず行政と住民との協働のため、直接

対話が有効な手段だったと考えます。 

 高齢化が進む中で、当町のホームページや広報のみだけではなく、課題解決のために、話合い等

の直接の対話を求め、今回の質問を終わらせていただきます。 

○議長（森田公明君） 以上で、４番、佐藤恵一議員の一般質問を終結いたします。

─────────────────────────────────── 

◎散会の宣告

○議長（森田公明君） 一般質問は全て終了いたしました。

以上をもちまして、本日予定した会議は終了いたしました。

会議を閉じ、散会といたします。

─────────────────────────────────── 

散        会   午前１０時５５分 



- 134 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第  ４  号 
 

 

（  １２ 月 １４ 日 ）  

 



- 135 -

議  事  日  程 

令和５年１２月１４日 

午前 ９時３０分 開議 

長 和 町 議 会 議 長 

日程第 １ 報告第２７号 長和町教育委員会の点検・評価報告 

日程第 ２ 報告第２８号 株式会社長和町振興公社第２５期決算について 

日程第 ３ 報告第２９号 株式会社長和町振興公社第２６期事業計画について 

日程第 ４ 議案第７０号 長和町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

(町長提出) 

日程第 ５ 議案第７１号 令和５年度長和町一般会計補正予算(第８号）について 

（町長提出） 

日程第 ６ 議案第７２号 令和５年度長和町国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算 

 （第３号）について 

（町長提出） 

日程第 ７ 議案第７３号 令和５年度長和町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 について 

（町長提出） 

日程第 ８ 議案第７４号 令和５年度長和町介護保険特別会計補正予算（第２号）につい 

 て 

（町長提出） 

日程第 ９ 議案第７５号 令和５年度長和町観光施設事業特別会計補正予算(第３号)に 

 ついて 

（町長提出） 
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  追 加 議 事 日 程（第４号の追加１） 

令和５年１２月１４日 

長 和 町 議 会 議 長 

日程第 １ 議案第７８号 長和町教育委員会の教育長の任命につき同意を求めることに 

  ついて 

（町長提出） 
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令和５年長和町議会１２月定例会（第４号） 

令和５年１２月１４日 午前 ９時３０分開議 

出席議員（１０名） 

 １番  阿 部 由紀子 議員   ２番  龍 野 一 幸 議員 

 ３番  荻 野 友 一 議員   ４番  佐 藤 恵 一 議員 

 ５番  田 福 光 規 議員   ６番  羽 田 公 夫 議員 

 ７番  原 田 恵 召 議員   ８番  小 川 純 夫 議員 

９番 渡 辺 久 人 議員 １０番 森 田 公 明 議員 

欠席議員（なし） 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 羽 田 健一郎 君 副 町 長 高見沢 高 明 君 
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開        議   午前 ９時３０分 

─────────────────────────────────── 

◎開議の宣告

○議長（森田公明君） おはようございます。

令和５年長和町議会第４回定例会を再開いたします。

直ちに、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

─────────────────────────────────── 

◎日程第１ 報告第２７号 長和町教育委員会の点検・評価報告

○議長（森田公明君） 日程第１ 報告第２７号 長和町教育委員会の点検・評価報告について、

担当課長より報告を求めます。 

笹井教育課長。 

○教育課長（笹井佳彦君） それでは、お手元の議案書第４号の２ページを御覧いただきたいと思

います。 

報告第２７号 長和町教育委員会の点検・評価報告でございます。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規定により、報告させていただくも

のでございます。 

それでは、報告書の４ページを御覧いただきたいと思います。 

教育委員会の開催状況でございますが、定例教育委員会は毎月１回開催するほか、必要に応じて

臨時教育委員会を開催しております。 

続きまして、５ページをお願いいたします。 

教育委員会の会議内容でございます。 

教育委員会の開催期日、主な会議事項につきましては、５ページから７ページに記載させていた

だいたとおりでございます。 

続きまして、８ページをお願いいたします。 

点検・評価でございます。 

（１）番、対象事業でございますが、評価対象事業は、令和４年度主要施策の成果報告書、町政

白書でございます。町政白書に掲載された教育課関係の事業より抜粋し、点検・評価の対象といた

しました。 

（２）番、評価の判断基準でございますが、評価に当たっては、対象事業ごと各担当係において、

表にありますとおり、４段階で自己評価を行ったものでございます。 

 ９ページから１１ページにかけまして、評価を掲載させていただいておりますので、御覧いただ

ければと思います。 

次に、１２ページからでございますが、評価した事業の成果及び今後の対策でございます。 
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内容につきましては、白書より抜粋し要約したものになっております。 

最後に、２３ページをお願いいたします。 

２３ページでございますが、外部評価の関係でございます。 

点検・評価を行うに当たっては、「教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとす

る。」とありますので、学識経験者の方より御意見を頂いたものでございます。 

 学識経験者の方の御意見は、２３ページから２４ページに掲載させていただきましたので、御覧

いただければと思います。 

 点検・評価の結果を基に、学識経験者の方の御意見も踏まえ、今後の教育行政に当たってまいり

たいと考えております。 

報告は、以上でございます。 

○議長（森田公明君） 報告を終わります。

─────────────────────────────────── 

◎日程第２ 報告第２８号 株式会社長和町振興公社第２５期決算について

◎日程第３ 報告第２９号 株式会社長和町振興公社第２６期事業計画について

○議長（森田公明君） 次に、日程第２ 報告第２８号 株式会社長和町振興公社第２５期決算に

ついて及び日程第３ 報告第２９号 株式会社長和町振興公社第２６期事業計画について報告を求

めます。 

中原産業振興課長。 

○産業振興課長（中原良雄君） おはようございます。

それでは、報告第２８号 株式会社長和町振興公社第２５期決算と報告第２９号 株式会社長和

町振興公社第２６期事業計画につきまして、地方自治法の規定により御報告をさせていただきます。 

 長和町振興公社第２５期決算につきましては議案書の２５ページから、第２６期事業計画につき

ましては３５ページからとなっておりますので、よろしくお願いいたします。 

最初に、第２５期決算の関係でございます。 

 長和町振興公社におきまして、第２５期は大きな変化の年でございました。長和町振興公社は、

温泉部門を中心とした法人に生まれ変わり、利用者の皆様から喜んでいただけるような温泉を目指

し、新たなスタートから２年目を経過したところでございます。 

しかし、会社として事業規模が縮小したことに伴い、構造改革、組織改革をせざるを得ない状況

となる中、振興公社の在り方検討委員会を開催するなど、協議検討を行ってまいりました。 

 まず、長和町振興公社の資本金は１億円でございましたが、株主及び関係する皆様の御理解を頂

き、資本金を３００万円とする無償原資を実施いたしました。このことにより累積欠損の大幅な解

消につながりました。 

 また、経営健全化を目指すため、今期第２５期当初から温泉料金を値上げさせていただきました。

しかし、前期第２４期より売上げは増収となりましたが、エネルギー価格等の高騰により一般管理
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費が増大し最終的には減益となりました。 

 また、組織改革にも取り組んでおり、組織運営を円滑に効率よく、さらにスキルアップを図り、

お客様に喜んでいただける温泉を目指し取り組んでいるところでございます。 

 第２５期の決算の詳細につきましては、２８ページ以降、貸借対照表、損益計算書などに記載さ

れておりますので後ほど御覧いただければと思います。 

次に、第２６期の事業計画について説明させていただきます。 

議案書の３５ページからになりますので、よろしくお願いいたします。 

長和町振興公社の第２６期事業計画につきましては、昨年に引き続きお客様を第一に長和町の温

泉施設として、住民の皆様の健康増進維持に貢献してまいりたいと考えております。 

 温泉部門を中心とし、町民の福祉の向上に努めるとともに、町民皆様の憩いの場となるよう努め

てまいります。 

また、２６期の取組といたしまして、持続可能な取組ＳＤＧｓのスタートの年としてまいります。 

 具体的な取組といたしまして、組織改革においてはチーフ・サブチーフ制を導入することにより、

職務の分担を明確にし、特に女性が活躍できる組織体制にするとともに、固定観念にとらわれるこ

となく活気のある職場をつくってまいります。 

また、カスタマー、ビジター、ゲストといった客層別の取組を強化してまいりたいと考えている

ところでございます。 

 以上で、株式会社長和町振興公社第２５期の決算報告及び第２６期の事業計画に関する報告とさ

せていただきます。 

○議長（森田公明君） 報告を終わります。

─────────────────────────────────── 

◎日程第４ 議案第７０号 長和町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

（町長提出） 

○議長（森田公明君） 次に、日程第４ 議案第７０号 長和町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例についてを議題といたします。 

本案に対する委員長の報告を求めます。 

田福社会文教常任委員長。 

○社会文教常任委員長（田福光規君） 社会文教常任委員会では、１２月８日に委員会を開催し、

今定例会に提案され、委員会付託となりました案件について審査を行いました。 

 議長の指示に従い、順次、結果を御報告いたします。なお、報告書には、全ての質疑応答の内容

を記載しておりますが、本日は丸印をつけた部分を報告させていただきます。 

 議案第７０号 長和町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての審査結果を御報告い

たします。 

担当課の説明の後、質疑応答を行いました。討論なく、採決の結果、全員賛成により可決すべき
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ものと決定いたしました。 

質疑応答の内容は、以下のとおりです。 

国保税の納期は９期かの問いに対して、そのとおりですとの回答でした。 

納付期日が設けられていない４月から６月の間に、産前産後期間が重なった場合の免除方法はと

の問いに対して、年間の国保税の算定総額から４か月分、多胎の場合は６か月分の保険税を月割り

で減額します。年間の国保税から産前産後期間の国保税免除額を差し引いた上で９期に分けて付加

されますとの答えでした。 

報告は、以上であります。 

○議長（森田公明君） 委員長報告を終わります。

議案第７０号 長和町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての委員長報告に対する

質疑を行います。質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 質疑を終結し、討論を行います。討論ございますか。

（「なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 討論を終わります。

これより議案第７０号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長

報告のとおり可決することに賛成議員の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

○議長（森田公明君） 全員賛成。よって、議案第７０号は可決されました。

─────────────────────────────────── 

◎日程第５ 議案第７１号 令和５年度長和町一般会計補正予算（第８号）について

（町長提出） 

○議長（森田公明君） 次に、日程第５ 議案第７１号 令和５年度長和町一般会計補正予算（第

８号）についてを議題といたします。 

 まず、総務経済常任委員会に付託された議会事務局、総務課、企画財政課、情報広報課、産業振

興課及び建設水道課の所管する補正予算について委員長の報告を求めます。 

佐藤総務経済常任委員長。 

○総務経済常任委員長（佐藤恵一君） それでは、私から、総務経済常任委員会は１２月７日に委

員会を開催し、今定例会に提案された委員会付託となりました案件について審査をいたしました。 

 議長の指示に従い、順次、結果を報告いたします。なお報告書には、全ての質疑応答の内容を記

載しておりますが、本日は丸をつけた部分を報告させていただきます。 

 議案第７１号 令和５年度長和町一般会計補正予算（第８号）について、令和５年度長和町一般

会計補正予算（第８号）についてのうち、議会事務局、総務課、企画財政課、情報広報課、産業振

興課、建設水道課が所管する議会費、総務費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、災害復旧
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費及び関係歳入について審査結果を御報告いたします。 

 担当の説明の後、質疑応答を行いました。討論なく、採決の結果、全員賛成により可決すべきも

のと決定いたしました。 

質疑の内容は、以下のとおりです。 

議会事務局。質疑なし。 

総務課総務係。議員より、報酬費面接官謝礼について、外部面接官の依頼回数と誰にお願いして

いるのか。 

 担当より、回数は２回で、当初１回の予定でしたので１回追加です。お願いしている方は、オル

ガン針の総務部長さんです。 

議員より、民間の方が面接官となっているのはなぜか。 

 担当より、民間の採用担当者の方に同席いただき、行政とは違う視点で対応していただいていま

す。 

議員より、民間の面接官が合否を決めているのか。 

担当より、面接は、町長、副町長、教育長、総務課長、外部面接官の５名で行い、合否について

は５名の総意で判断しています。 

次に、地域公共交通計画策定業務の業務委託料等について。 

 議員より、デマンド交通のシステム導入費でＪＲが行うと思うが、導入するシステムの内容につ

いてか。 

担当より、ＡＩの導入、初期データの作成、コールセンターのパソコンなどです。 

議員より、ＪＲはどこかへ委託するのか。 

担当より、そのとおりです。 

議員より、地域公共交通計画の委託先は決まっているのか。 

担当より、委託先は町へ指定参加願が出ている業者の中から近隣市町村の実績を踏まえて、見積

入札で行う予定です。 

 議員より、地域公共交通計画作成委託料で、補助金をもらうために必要な計画だと思うが、補助

金はどのくらいもらえるのか。 

担当より、車両の購入やデマンドに移行するための費用などが対象となっていると聞いています。 

 議員より、計画策定業務委託料８００万は安い金額ではないが補助金とのバランスはどうなのか。

８００万円以上の効果はあるのか。 

担当より、巡回バスからデマンド交通へ移行し実施する補助金なので、１回のみではなく継続し

ていただけると考えています。車両の購入等も対象となるので８００万円以上の効果があると思わ

れます。 

議員からの要望、補助金がもらえるような事業を検討し、行ってもらいたい。 

次に、デマンド交通について。 
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 議員より、デマンド交通ありきで話が進んでいる感じがするが、住民が置き去りになっている印

象があるが。 

 担当より、令和２年度から大型バスからワゴン車に変更したが、利用者が増えないため同じ経費

ならデマンド交通がよいのではないかという結論になりました。公共交通審議会で数年かけて検討

した結果で進んでいます。 

 議員より要望、デマンド交通もいい面と悪い面があるので、しっかり検討してもらいたい。以前

のように地域への説明会を行ってもらいたい。 

 担当より、地域への説明会は、コロナで行えずいましたが、大事な事業は地域へも話をしていき

たいと思っています。デマンド交通は、令和６年４月より実証運行していくので、その中で再度検

討を行っていく予定です。 

次に、巡回バス運行委託料について。 

ＪＲと和田バスの配分はどうなっているのか。 

担当より、今の巡回バスはＪＲのみで対応しています。車両が５台あるので、今後ＪＲと和田バ

スで分けていければと考えています。

次に、総務係の消防費、個別避難計画策定業務委託料について。

個別避難計画が１件７，０００円で５００件あるが、いつまでに作成するのか。

担当より、１月から３月で５０件計画しており、来年度以降も順次作成していく予定です。

議員より、個別避難計画をなぜ総務課で行うのか。データを持っているのは町民福祉課のはず。

作成はどこの業者に依頼して行っているのか。 

 担当より、福祉部署で実施している自治体が多いのは確かですが、協議により総務係で実施する

こととなり、取組を始めております。データはありませんが、連携を密に推進しています。作成に

つきましては、７事業所に協力してもらっております。 

フォーマットの様式は決まっているのか。各事業所が同じ目線で作成できることが大事。自主防

災や地域防災への情報提供はあるのか。 

 担当より、様式は統一したものがありますので、後ほど資料をお配りします。情報の提供につい

ては、本人の同意をもらうので、自主防災や地域防災への情報提供は可能です。 

議員より、更新はどのように行っていくのか。その調査も事業者が行うのか。 

 担当より、更新については、変更書類をその都度役場へ提出するようお願いしております。また、

変更に関わる計画書は無償で行っていただく予定です。 

次に、出火場所の放送について。 

議員より要望、火災放送で発生場所の位置が曖昧で分かりづらい。今ない施設名が放送されてい

るので、正確な情報をお願いしたい。 

 担当より、以前、取り壊した施設が放送されていたことがあり消防署に伝えたが、再度、要望と

して消防署にお願いしていきます。 
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次に、長久保支所係、総務費について。 

議員より、支所の鍵の開閉について、回数はどのくらい増えたのか。 

担当より、大山獅子の練習や少年野球教室の子ども食堂、その他のサークル活動なども増えてお

り、利用人数では昨年度比の１．５倍ほどに増えております。 

 議員より、施設一般管理料・委託料について、時間単価と勤務時間の実績と補正額の算定基準を

提示していただきたい。 

 担当より、長野県シルバー人材センター連合会から最低賃金の改定に伴う単価の増額の通知があ

り、時間単価で「１，０９２円」から「１，１４０円」になりましたので、今後、半年間の増額分

として約２万２，０００円の増額を見込んでおります。 

 また、上田地域シルバー人材センターの賃金の変更はありませんが、時間単価は日中が１，００

１円、夜間が１，１１２円であり、実績としまして勤務時間は８５０．２５時間、支払いは９４万

４，１０４円となっております。１０月以降も同程度の利用があると見込むため、年間見込額を上

半期の２倍、１８８万８，０００円とし、当初予算の１２９万７，０００円との差額の５９万１，

０００円の増額補正をお願いするものであります。 

議員より、予約なく施設を使用しているという話もあるが、把握しているか。 

担当より、事実であれば教育委員会に管理を徹底していただきます。 

議員より要望、サッカーの団体が暗い中で電気もつけずに練習しているという風景を見かけた。

教育委員会には、実態を把握しておいてもらいたい。 

 議員より要望、長門町民センター集会所ホールの音響が最近特に悪いと感じる。何を言っている

のか分からないので、一度点検をしてみてもらいたい。 

税務係。質疑なし。 

企画財政課まちづくり政策係及び財政係。質疑なし。 

情報広報課情報広報係。 

議員より、情報セキュリティー関係業務の委託の説明について、なぜ減額になったのか。 

担当より、情報セキュリティー関係業務については、職員のセキュリティー研修やセキュリテ

ィーに関する監査での委託費となっています。減額については、本業務委託は総務課で行うため減

となりました。 

議員より、保守料の増額の理由は何ですか。 

 担当より、本来であればシステム切替えは、今年度予算も認められていたところであり、１２月

に切替えの予定としていましたが、諸事情により事務が遅れています。１２月にシステム切替えを

する予定でしたので、ライセンスが１２月までの期限でしたので、ライセンスは１年分、その他の

委託料は３月まで継続させるための補正です。 

議員より、１２月の切替え予定であった庁内ネットワーク構築はなぜ遅れているのか。 

担当より、職員の休職により業務量が増えたため、仕様書作成等時間がかかり、切替え予定が遅
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れています。また、ウクライナ情勢もあり、機材の確保も不明であることから、諸般の事情を勘案

して本事業を進めていきたいと思います。 

次に、産業振興課農政係、農林水産業費について。 

 議員より、鳥獣被害防止総合対策交付金について、全額国庫補助ということであるが、全ての長

門牧場の獣害柵に使われているのか、また、在庫はあるのか。 

担当より、設置箇所は長門牧場の草地の部分に該当し、全て国庫補助で対応しております。また、

来年度以降は、牧場の北側のエリアで利用権設定をされているほうの部分も含まれていきます。国

庫補助とは別に、町単事業という形で補修用資材として本年度５５万円、獣害柵約２００メートル

分の資材を購入させていただいております。資材が少なくなってきておりますので、令和６年度予

算で購入し、対応していきたいと考えております。 

 議員より、単年度の中で１０キロメートル近く資材が入っていると思うが、全て設置はできてい

るのか、また、年度は令和４年度で合っているのか。 

 担当より、令和４年度の予算で計上し、冬場に交付決定がされるため、令和５年度に繰り越し対

応している状況です。そのため今回も令和５年度の予算計上をし、令和６年度に繰り越す形になる

と見込んでいます。 

 また、設置延長については、工期が１月末となっており、牧場にて順次対応しており、設置済み

の延長については、おおむね３キロメートル近く終えられていると報告を受けております。 

議員より、牧場の獣害柵について、計画ではどのくらい距離を設置する予定ですか。 

 担当より、牧場の獣害柵については、３年計画で予定しており現在２年目です。計画では、まず

１年、２年目でレストハウスと牛舎一帯の草地、最終年で残りの部分と雨境の下にダッタンそばや

丸山製菓の圃場があり、そちらの北側のエリアで総延長１５キロメートルとなります。 

議員より、マルシェ黒耀のレジシステムの補正についてですが、管理は誰が行っているのか。 

担当より、マルメロエイトで使用している既存のレジシステムであるため、引き続きマルシェ黒

耀のほうで管理のほうをしていただきます。今回、インボイスの関係で法令の変更によるプログラ

ムの改正になりますので、事業者そのものに変更はございません。

次に、林務係、農林水産業費及び災害復旧費について。

議員より、松くい虫被害が増えている状況の中で、委託料が減額となっているが、当初では多く

計上してあったのか、また処理は間に合っているのか。 

 担当より、多く発生したことを想定し、多めに計上をしておりました。実際に多く発生いたしま

したので追加の要望をいたしましたが、今年度は追加の要望が認められませんでしたので、内示額

にあわせ減額をいたしました。また、処理につきましては、伐倒薫蒸処理では間に合わない地域が

出始めております。そういった地区は、今後自主転換に切り替えるとともに、標高の高い地域から

優先的に伐倒薫蒸処理を進めてまいります。 

議員より、有害鳥獣駆除対策協議会補助金に定住自立圏とあるが、どういった補助金で交付額は
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どれくらいになるのか。 

 担当より、定住自立圏に関する事業の一つに、有害鳥獣駆除に関する経費の特別交付税があり、

その特別交付税を財源としております。交付額につきましては、今年度事業が終わった後に精算し、

金額が決定いたしますので、現段階では金額はお示しができない交付金です。 

議員より、有害鳥獣駆除に関する増額補正があるが、今年度の実績と生育数の状況はどうか。 

 担当より、現在確認済みの頭数は６５０頭ですが、令和５年度末では８９６頭を見込んでいます。

生息数については、有害鳥獣駆除従事者から聞いた状況や樹木の被害状況から減っていると推測し

ています。 

議員より、松くい虫もそうだが、長和町だけで頑張っても他市町村から流入しては意味がない。

他市町村との状況や組織はどうなっているのか。 

 担当より、近隣市町村でも各協議会等があり、協議会等が中心となり駆除等を行っております。

上小管内だけでなく、立科、茅野等との情報共有もしていきたいと考えております。 

次に、商工観光係、商工費について。 

耐震改修事業について、実施者の詳細を教えてほしい。 

担当、令和３年度の耐震診断を行い、今年度改修要望した長久保地区の個人１件です。 

次に、建設水道課建設耕地係、農林水産費。質疑なし。 

建設耕地係、土木費について。 

議員より、和田中学校体育館裏の委託料１５０万円の内容を説明してください。 

担当より、奥に交換した人の土地があり、そこに行くための道路を分筆するための測量費です。 

議員より、今後、登記費用や買収費用等発生するのか。 

担当より、分筆するのは町の土地になります。 

議員より、松尾橋の工事の発注時期と契約方法を教えてください。 

担当より、年末までにどうしても補修する必要があったため、今ある予算の中で一部先行して工

事を行っております。契約方法は、随意契約です。 

建設耕地係、災害復旧費。質疑なし。 

以上が、質疑応答の内容です。 

○議長（森田公明君） 次に、社会文教常任委員会に付託された町民福祉課、こども・健康推進課

及び教育課の所管する補正予算について、委員長の報告を求めます。 

田福社会文教常任委員長。 

○社会文教常任委員長（田福光規君） 議案第７１号 令和５年度長和町一般会計補正予算（第８

号）についてのうち、町民福祉課、こども・健康推進課、教育課が所管する総務費、民生費、衛生

費、農林水産費、教育費及び関係歳入について審査を行った結果を御報告いたします。 

 担当課の説明の後、質疑応答を行いました。討論なく、採決の結果、全員賛成により可決すべき

ものと決定いたしました。 
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質疑応答の内容は、以下のとおりであります。 

まず、町民福祉課です。 

通所通園等推進事業の対象人数と通所頻度はどうかとの問いに対して、今年度の補助対象者は１

名であり、週５回の通所となっていますとの回答でした。 

 障がい児通所支援について、サービス利用者は何名程度かの問いに対して、毎月１６から１７名

ほどの利用実績となっていますとの回答でした。 

次に、生活環境係です。 

 防犯灯の修繕費に関わる費用について、支柱の交換となると費用はどの程度かかるのかとの問い

に対して、１基当たり９万９，０００円が経費として必要となりますとの答えでした。 

同じような形状のものが町内には多くあるが、全ての箇所で１基当たり、その金額が必要かとい

うことで、そのとおりですとの回答でした。 

 反射鏡の修繕について、破損の程度がそれぞれ違っていると思うが、どのように破損しているの

かお伺いしたいとの問いに対して、２基のうち鏡面交換のみ行う反射鏡については、鏡面が白く濁

ってしまい反射鏡としての機能を果たせなくなってしまっていることから修繕を行います。 

 立て直しを行うものについては、鏡面の曇りが主な修繕内容ですが、この反射鏡は建物の壁面に

強化されており、建物自体が老朽化しているために、そこに新たに反射鏡を強化するのは落下等の

危険が高くなることから、鏡面の交換だけでなく隣接する場所に立て直しを行いますとの回答でし

た。 

 どちらも鏡面が白く濁ったため利用できないという状況だと思うが、設置されてからどの程度の

期間で利用が難しくなるのか。また利用不可となるまでに手を加えることがあったのかとの問いに

対して、反射鏡の耐用年数は１０年前後であるが、設置されている場所や車両の交通量によっても

劣化の程度は変わってきます。 

 また、鏡面の交換を行う前に、鏡面の曇りが人の手で落ちるのかどうかの確認は行っています。

なお、白く濁ってしまうと、利用可能なまでに復旧させることは、人の手では難しいため、基本的

には鏡面の交換を行うよう判断していますとの回答でした。 

 職員としても定期的に町内の巡回をしていただき、要望として上げられていなくても済むように

対応を行ってほしいとの要望に対して、この件については、町では郵便局と連携を行い、道路の陥

没や交通安全に関わることに異常があれば、配達員さんから町側に御報告を頂いています。今後も

他機関と連携し、地域の見守りを行っていきたいと思いますとの回答でした。 

次に、生活環境係です。 

 汚泥再生処理センター制御機器交換工事資料について説明をお願いしたいということに対して説

明がございました。 

修繕が２つあるということだが、それぞれの金額の内訳を教えていただきたいとの問いに対して、

機器代における費用としては、インバーターはおよそ７万円となり、シーケンサについては２５万
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円という内訳です。あとは作業費、諸経費を含めた金額で、今回補正をお願いする金額となります

との回答でした。 

 こういった修繕を行う場合は、複数の業者から見積もりを取るのか、それとも入札を行うのかと

の問いに対して、本来は金額的に入札扱いとなりますが、本施設は設計から管理まで全て共和化工

株式会社で行っており、特殊な機材を扱っているため、同会社の随意契約でお願いしたいと考えて

いますとの回答でした。 

 生ごみ処理機の購入費補助について、今年度の受付数と、これまでの累計受付数を教えてほしい

との問いに対して、今年度は当初予算で４件、９月補正で３件の増、今回の補正で２件の増となり、

合計９件の受付を行いました。累計受付数については、２００名以上の方からの申請を受け付けて

いますとの回答でした。 

次に、こども・健康推進課です。 

 子育て支援係、ながと保育園は電気料を増額計上しているが、和田保育園はどのような見通しか

との問いに対して、年度末までに試算をしたところ増額の必要はない見込みです。夏に一部屋に集

まってエアコンの利用をするなどしていたため電気料は抑えられていますとの回答でした。 

電気料が高くなることは、予想していたと思うが、ながと保育園において和田保育園のような努

力をしたのかとの問いに対して、今年の夏は例年に比べ暑かったため、エアコンの使用頻度が高か

ったことも原因の一つと考えます。 

 また、昨年度と比較すると１か月分の電気料金が１．２から１．３倍近い支払いとなっています。

節電に努めているが、子供たちの健康を重視し、エアコンを使用させていたため不足となる見込み

です、との回答でした。 

次に、健康づくり係です。 

 産前産後子育てサポーター養成講座の参加希望者がいなかったということだが、どのような人を

対象にしているか、子育ての経験者等に呼びかける方法はどうか、何人集まれば講座が成立するの

かとの問いに対して、誰でも応募することができるが、民生児童委員、健康づくり推進委員や子育

てを経験した方等に積極的に声をかけ、周知をし、来年度講座を開催していきたい。 

費用対効果を考え、５人以上は必要と考えている。今までも開催したことがあるが、助産所と東

御の助産師、長野大学の先生等を講師としています。来年度も同様に講座を開設していきたいと考

えていますとの回答でした。 

 人件費については、総務課で把握しているということだが、こども・健康推進課で状況を把握す

るべきではないかとの問いに対して、総務課総務係が人件費を把握しています。データについては

委員会だと分かれてしまうので、今後担当課で説明できるよう情報共有を図り回答できるようにし

ていきたいとの回答でした。 

次に、教育課です。文化財係です。 

永代人馬施行所の屋根修理工事について、今後も維持管理費が相当かかると思われるが、国、県
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の補助はとの問いに対して、国の史跡に指定されており、大規模な修理には国が５０％、県が上限

５０万円で３％の補助があるとの回答でした。 

半分は町の負担となるが、今後の維持管理について、どのように考えているかとの問いに対して、

旧和田村で歴史の道保存整備補助事業により中山道とともに当時の姿に復元整備して、国史跡指定

を受けており、屋根を鉄板びきにすることは難しいものであると考えます。ボランティア団体の和

田塾おてんまの会の協力を得ながら、日頃の清掃や手入れ、いろりで火をたくなどして建物が長持

ちするよう維持管理に努めていきますとの回答でした。 

次に、人権男女共同参画係です。 

 隣保館費の建物修繕費の内容についての問いに対して、ふれあい館施設における修繕費として、

非常ドアの部品一部交換、誘導灯のバッテリー交換、ファクス回線ルーターの交換、集会室倉庫の

天井部分の漏水修繕の４か所の費用ですとの回答でした。 

報告は、以上であります。 

○議長（森田公明君） 委員長報告を終わります。

議案第７１号 令和５年度長和町一般会計補正予算（第８号）についての委員長報告に対する質

疑を行います。質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 質疑を終結し、討論を行います。討論ございますか。

（「なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 討論を終わります。

これより議案第７１号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長

報告のとおり可決することに賛成議員の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

○議長（森田公明君） 全員賛成。よって、議案第７１号は可決されました。

─────────────────────────────────── 

◎日程第６ 議案第７２号 令和５年度長和町国民健康保険特別会計（事業勘定）補正

予算（第３号）について 

（町長提出） 

◎日程第７ 議案第７３号 令和５年度長和町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）について 

（町長提出） 

◎日程第８ 議案第７４号 令和５年度長和町介護保険特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

（町長提出） 

○議長（森田公明君） 次に、日程第６ 議案第７２号 令和５年度長和町松国民健康保険特別会
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計（事業勘定）補正予算（第３号）についてから、日程第８ 議案第７４号 令和５年度長和町介

護保険特別会計補正予算（第２号）についてまでを一括して議題といたします。 

本案に対する委員長の報告を求めます。 

田福社会文教常任委員長。 

○社会文教常任委員長（田福光規君） 議案第７２号 令和５年度長和町国民健康保険特別会計

（事業勘定）補正予算（第３号）についての審査結果を御報告いたします。 

 担当課の説明の後、質疑応答を行いました。討論なく、採決の結果、全員賛成により可決すべき

ものと決定いたしました。 

質疑応答の内容は、以下のとおりです。 

 保険者努力支援制度とは、どのようなものかとの問いに対して、平成２７年の国民健康保険法等

の改正により、都道府県及び市町村における医療費適正化に向けた取組に対する支援として、各保

険者の取組状況に応じて交付金を交付する制度です。保険者における医療費適正化の取組評価指標

が毎年設定され、その達成状況に応じて交付金が決定されますとの回答でした。 

次に、議案第７３号 令和５年度長和町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）についての

審査結果を御報告いたします。 

 担当課の説明の後、質疑応答を行いました。質疑、討論なく、採決の結果、全員賛成により可決

すべきものと決定いたしました。 

 議案第７４号 令和５年度長和町介護保険特別会計補正予算（第２号）についての審査結果を御

報告いたします。 

 担当課の説明の後、質疑応答を行いました。討論なく、採決の結果、全員賛成により可決すべき

ものと決定いたしました。 

質疑応答の内容は、以下のとおりです。 

 歳出の保険給付費について、特定財源その他において特定財源が減額になったのはなぜかとの問

いに対して、国、県からの実績額を基に減額を行っており、当初の見込みより人数が減少していま

すとの回答でした。 

報告は、以上です。 

○議長（森田公明君） 委員長報告を終わります。

最初に、議案第７２号 令和５年度長和町国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第３

号）についての委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 質疑を終結し、討論を行います。討論ございますか。

（「なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 討論を終わります。

これより議案第７２号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長
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報告のとおり可決することに賛成議員の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

○議長（森田公明君） 全員賛成。よって、議案第７２号は可決されました。

次に、議案第７３号 令和５年度長和町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）についての

委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 質疑を終結し、討論を行います。討論ございますか。

（「なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 討論を終わります。

これより議案第７３号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長

報告のとおり可決することに賛成議員の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

○議長（森田公明君） 全員賛成。よって、議案第７３号は可決されました。

次に、議案第７４号 令和５年度長和町介護保険特別会計補正予算（第２号）についての委員長

報告に対する質疑を行います。質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 質疑を終結し、討論を行います。討論ございますか。

（「なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 討論を終わります。

これより議案第７４号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長

報告のとおり可決することに賛成議員の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

○議長（森田公明君） 全員賛成。よって、議案第７４号は可決されました。

─────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議案第７５号 令和５年度長和町観光施設事業特別会計補正予算（第３

号）ついて 

（町長提出） 

○議長（森田公明君） 次に、日程第９ 議案第７５号 令和５年度長和町観光施設事業特別会計

補正予算（第３号）についてを議題といたします。 

本案に対する委員長の報告を求めます。 

佐藤総務経済常任委員長。 

○総務経済常任委員長（佐藤恵一君） 議案第７５号 令和５年度長和町観光施設事業特別会計補

正予算（第３号）について、担当者から説明の後、質疑を行いました。討論なく、採決の結果、全

員賛成により可決すべきものと決定いたしました。 
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質疑応答の内容は、以下のとおりです。 

 議員より、財産区繰入金の詳細を教えてほしいとの問いに対して、学者村「風の庭」建設繰入金

古町財産区２００万円、長久保財産区１００万円、合計３００万円及び学者村別荘地景観整備繰入

金は、区画単価が「２，０００円」から「１，４００円」に減額になりました。減額となる財産区

繰入金は、古町・長久保財産区で、合計マイナス３６万７，２００円、よって、合計で２６３万２，

０００円の増額補正をお願いするものでありますとの回答でした。 

議員より、４年ぶりに関東方面に滞納整理を実施するとのことだが、何名で実施する予定かとの

問いに対して、建設水道課長と担当係員の２名で実施する予定です。滞納者の生活実態を確認して

まいりますとの回答でした。 

以上が、質疑応答の内容です。 

○議長（森田公明君） 委員長報告を終わります。

議案第７５号 令和５年度長和町観光施設事業特別会計補正予算（第３号）についての委員長報

告に対する質疑を行います。質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 質疑を終結し、討論を行います。討論ございますか。

（「なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 討論を終わります。

これより議案第７５号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長

報告のとおり可決することに賛成議員の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

○議長（森田公明君） 全員賛成。よって、議案第７５号は可決されました。

ここで暫時休憩といたします。

休        憩   午前１０時２０分 

─────────────────────────────────── 

再        開   午前１０時３５分 

○議長（森田公明君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

ここでお諮りいたします。お手元に配付のとおり、町長から追加案件が提出されております。こ

の際、これを日程に追加し、議題といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 異議なしと認めます。よって、これを日程に追加し、議題とすることに決

定いたしました。 

 ただいま追加した議案は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会への付託を省略し、本

日審議し、即決といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（森田公明君） 異議なしと認め、追加した案件は本日審議することに決定いたしました。

─────────────────────────────────── 

◎日程第１ 議案第７８号 長和町教育委員会の教育長の任命につき同意を求めること

について 

○議長（森田公明君） 追加議事日程第１ 議案第７８号 長和町教育委員会の教育長の任命につ

き同意を求めることについてを上程いたします。 

 議案第７８号 長和町教育委員会の教育長の任命につき同意を求めることについてを議題といた

します。 

ここで、藤田仁史教育長の退席を求めます。 

しばらくお待ちください。 

（藤田教育長退席） 

○議長（森田公明君） 町長より提案理由の説明を求めます。

羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 先ほどは、本定例会に上程いたしました全ての議案につきまして、賛

成・可決いただきましてありがとうございました。 

それでは、本議会に追加議案として提案させていただきました議案でございます。 

 教育長の任命案件、議案第７８号 長和町教育委員会の教育長の任命につき同意を求めることに

ついて、提案理由の説明を申し上げます。 

前教育長であります藤田仁史氏は、令和５年１２月２１日付をもちまして任期満了となりますが、

引き続き藤田仁史氏を教育長として任命をしたいので、議会の同意をお願いするものでございます。 

 藤田教育長は、任期中、コロナ禍における学校運営や社会教育活動に腐心し、生活や社会活動が

停滞する中で、ＩＣＴ環境を整備し、ＧＩＧＡスクール構想の実現を図るなど学校運営に意欲的に

取り組みました。 

 児童数が減少している和田小学校の運営問題において、中心的な役割を担い、複式学級の導入を

進め、実施までまとめ上げられました。 

 さらに今後、小学校の運営はもとより、「子どもを育てるなら長和町」という私の施政方針に基

づき、手厚い子育て支援のまちづくりを実現するためにも、引き続き教育長として町の充実した教

育行政の発展のため御尽力を頂きたいと考えております。 

 よろしく御審議の上、御同意賜りますようお願いを申し上げまして、提案の理由とさせていただ

きます。 

以上、議案第７８号について提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（森田公明君） 提案理由の説明が終わりました。

お諮りします。本案は、質疑、討論を省略したいと存じますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（森田公明君） 異議なしと認め、これより議案第７８号を採決いたします。議案第７８号

について、同意することに賛成議員の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

○議長（森田公明君） 全員賛成。よって、議案第７８号は同意されました。

藤田仁史教育長の除斥を解きます。

しばらくお待ちください。

（藤田教育長着席） 

○議長（森田公明君） それでは、ただいま同意されました藤田仁史教育長から挨拶をお願いしま

す。 

○教育長（藤田仁史君） ただいま教育長の任命につきまして御同意を賜りました藤田仁史でござ

います。 

 ３年前にも申し上げましたが、改めて教育長という職務の重責を考えますと、大変身の引き締ま

る思いでございます。 

 この間、和田小学校では、児童数の減少により令和４年度から複式学級が導入されましたが、そ

の前年から学校長を中心に、いかに児童のために教育環境を整えるか、１年をかけて研究し、万全

の体制で新入生を迎え入れることができました。 

 現在も１年生から６年生の子供たちが、一緒に楽しく学校生活を送れるよう、地域の大勢の皆様

方のお力添えを頂きながら、少人数の強みをしっかりと生かした学校運営を行っているところでご

ざいます。 

 新たに３年の任期で御同意を賜りましたが、もとより微力でございますので、関係する皆様方の

お力添えを賜りながら、長和町教育の充実・発展のために努めてまいる所存でございますので、何

とぞよろしくお願いを申し上げます。 

 さて、現在の少子高齢化、国際化、情報化などの急速に変化をする社会情勢に加え、ロシアによ

るウクライナへの侵攻やハマスのイスラエル襲撃から始まったガザ地区での戦闘では、多くの尊い

命が失われています。亡くなられた方々へお悔やみを申し上げますとともに、一刻も早く停戦とな

ることを強く望んでおります。 

 今の世の中は、様々な形で世界中の人々とつながっており、よいことも悪いことも何かのきっか

けで世界が大きく変わる時代です。 

 子供たちには、幅広い知識と教養を身につけるとともに、心豊かで健やかに、個人の価値を尊重

し、自然を大切にし、伝統と文化を尊重して、それらを育んできたふるさとを愛するとともに、他

の国を尊重し、自ら考え、変化の激しい社会の中でたくましく生き抜いていく力を養うことがとて

も重要でございます。 

 このような中で、学校教育では学力の向上と定着、ＩＣＴの有効活用、充実した外国語教育、心

に悩みを持つ子供への支援、児童数減少に対応した全学年での学習、教科担任制、各小学校間の連
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携や交流、合同授業など、より教育効果を高められるような取組を進めてまいりたいと考えており

ます。 

 児童数の減少につきましては、現在、保護者の皆様に小規模特認校・就学特例制度及び学校の在

り方について御意見を伺っているところでございます。 

 人口減少・少子化の波は、全国的な問題でもあり、今後、国の動向や町の施策などを踏まえると

ともに、地域の皆様のお考えをお聞きしながら、慎重に対応してまいりたいと思っておりますので、

御協力をよろしくお願い申し上げます。 

 また、社会教育の面では、新型コロナウイルス感染症により人々が集まって活動をすることが困

難な状況となり、各種講座やグループやサークルでの小集団活動への参加者が減少している様子が

見られますが、アフターコロナを見据えて、余暇の時間の増加や趣味の多様化に対応しながら、生

きがいづくりや心豊かな生活を支えるために、生涯を通して学べる学習の場を提供し、健康長寿の

まちづくりの一翼を担えればと思っております。 

 子供から高齢者まで幅広く学習できる環境づくり、地域主導の公民館活動など、町民の皆様の学

びの支援、人と人とが尊重され、男女が平等にお互いの人権や多様性を認めながら、共に生きる社

会を実現するための人権教育を進めるとともに、青少年健全育成では、家庭・学校・地域の皆様と

相互に連携をしながら取り組んでまいります。 

 さらに地域文化の伝承、日本遺産に認定された黒耀石鉱山や中山道といった歴史遺産を教育面だ

けでなく、地域振興の核として積極的に活用していかれるよう関係部署とも連携を図っていかなけ

ればと思っております。 

 最後に、町民の皆様、議員各位、教育関係者、団体等の皆様方の御指導、御協力を賜りますよう

お願いを申し上げまして挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。（拍

手） 

─────────────────────────────────── 

◎閉会の宣告

○議長（森田公明君） 以上で、本定例会に提出された案件は、全て終了いたしました。

よって、令和５年１２月長和町議会第４回定例会を閉会といたしたいと存じますが、これに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森田公明君） 異議なしと認め、令和５年１２月長和町議会第４回定例会を閉会といたし

ます。 

─────────────────────────────────── 

閉        会   午前１０時４５分 
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